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要約 

 

① 国の概要 

エクアドル共和国（以下「エ」国という）はコロンビア、ペルー、太平洋に囲まれた南アメリ

カ大陸西部地域の共和制国家である。1822 年にスペインの植民地支配から解放され 1830 年にコ

ロンビアから共和国として独立した。その面積は 25.6 万 km2で日本の約 70 %、人口は約 1,549

万(2012 年：世界銀行）、１人あたり GNI（国民総所得）は 5,200 米ドル(2012 年：世界銀行）で

ある。主要産業は、鉱工業（石油）、農業（バナナ・カカオ・生花等）、水産業（エビ）となって

いる。民族はヨーロッパ系、先住民族あるいは複数民族の混血であり、各民族は各々の言語を有

しているが公用語はスペイン語となっている。 

 

②要請プロジェクトの背景、経緯及び概要 

「エ」国では、2008 年に新たな憲法が制定され、その中で“よき暮らしのための権利”（第 32

条）が謳われている。これを受け、国家開発計画として「よき暮らしのための国家計画 2009-2013」

が策定され、保健医療分野として、“施設整備”、“医療機材の整備”、“保健医療サービスの普及”、

“アクセスの向上”が重要政策課題として挙げられている。これらの課題に対処するため、保健省に

おいては、個人・家族・コミュニティに焦点を充てたプライマリーヘルスケア体制を強化し、保

健医療に関する問題の約80％を第一次レベルの保健医療施設において解決することを目標として

いる。 

全国の第一次レベル保健医療施設における診療件数は、過去 5 年間で 2 倍以上と急激に増加し

ており、山岳地域のほぼ中央に位置するチンボラソ県も 2007～2010 年の 4年間で第一次レベル保

健医療施設利用者数が 52,4651 人から 965,041 人と 184％に急増している。また、急激な人口増

加により、既設対応力を上回る需要増加を招いたため、機材の損傷や劣化が慢性的なものとなり、

更にそれらを適切な時期に更新することも困難となった。人口増加、機材の老朽化、第一次レベ

ル保健医療施設の不足などにより、利用者は技術・リソースが整っている第二次レベル保健医療

施設を訪れるようになった。その結果、本来であれば第一次レベルで対応できる疾病・症状であ

りながら、第二次レベル保健医療施設へ利用者が過剰に集中する事態となった。政府は、第一次

レベルの保健医療サービス強化を重要課題とし、保健予算の増加に加え、医療施設と保健医療サ

ービス体制の見直しを行い、新規保健医療施設の建設、又は既存保健医療施設の強化を推進して

いる。 

このような背景及び経緯から、「エ」国政府は山岳地域の中でも特に深刻な貧困問題を抱えてお

り第一次レベル保健医療施設の利用者増加率が高いチンボラソ県における第一次レベル保健医療

施設及び機材の無償資金協力を我が国に要請した。 

 

この要請に応えて、独立行政法人国際協力機構（JICA）は要請の妥当性と内容確認すると共に、

適正な協力範囲を策定するため、2013 年 3 月に協力準備調査(概略設計)団を派遣した。同調査団

は、「エ」国関係者との協議、関連施設の調査、必要資料の収集、建設予定地の調査等を行い、そ

の後の国内解析並びに 2013 年 9 月に実施した準備調査(概略設計)概要書の現地説明を経て、本準

備調査報告書のとりまとめを行った。 
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③調査結果の概要とプロジェクトの内容 

調査と「エ」国側の優先順位に基づき、保健政策との整合性、人口密度、疫学的疾病状況、ア

クセス状況、老朽化、完工スケジュール、用地確保状況等の観点から総合的に判断し、協力対象

事業の範囲を設定した。 

最終的に、プロジェクトの規模から協力効果が高いカルピ保健センター、サンタ･ロサ保健セ

ンターの 2ヶ所が協力対象保健センターとして絞り込まれた。 

 

これにより、カルピ保健センター、サンタ･ロサ保健センターとも診療棟（外来部門、管理部

門、中央診療部門（ラボ部門、画像診断部門、リハビリ部門）、予防医学啓発室）及び関連施設を

新築し、あわせて必要な医療機材の調達・据付を行うことが必要であるとの結論に至った。 

 

④プロジェクトの工期及び概算事業費 

「エ」国チンボラソ県医療施設・機材整備計画準備調査の概要は以下のとおりである。 

責 任 機 関     ：「エ」国保健省 

実 施 機 関     ：「エ」国保健省 プライマリーヘルスケア局 

全 体 工 程     ：詳細設計 4ヶ月、入札期間 3ヶ月、施工調達期間 14 ヶ月 計 21 ヶ月 

建設予定地：チンボラソ県リオバンバ郡 カルピ、サンタ・ロサ 

建 物 構 造     ：鉄筋コンクリート造 

計 画 内 容： 

カルピ保健センターの協力対象事業の概要 

事業構成 施設内容 

診療棟 

（平屋建/1,723.36 ㎡） 

外来部門：診察室（総合診療科、産婦人科、歯科、精神科）、薬局、

受付、応急措置部門 

リハビリ部門：診察室、リハビリ室、更衣室、他 

検査部門：ラボ、検体採取、結果分析室、他 

画像診断部門：X線検査室、超音波検査室、他 

管理・サービス部門：事務室、センター長室、情報室、死体安置室、

宿直室、スタッフ更衣室、他 

予防医学啓発室 

関連施設 

（平屋建/235.10 ㎡） 

機械棟：機械室、消火ポンプ室、医ガスボンベ庫、ジェネレーター室、

トランス室 

浄化槽 

合計 1,958.46 m2 

医療機材 
上記施設の運営に関わる一般外来、歯科、応急措置、画像診断、臨床

検査、リハビリ及び死体安置室の機材 
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サンタ･ロサ保健センターの協力対象事業の概要 

事業構成 施設内容 

診療棟 

（2階建

/1,817.84 ㎡） 

１階 

(1,499.34 ㎡) 

外来部門：診察室（総合診療科、産婦人科、歯科、精神科）、薬局、

受付、応急措置部門 

リハビリ部門：診察室、リハビリ室、更衣室、他 

検査部門：ラボ、検体採取、結果分析室、他 

画像診断部門：X線検査室、超音波検査室、他 

管理･サービス部門：死体安置室、スタッフ更衣室、他 

予防医学啓発室 

２階 

(318.50 ㎡) 
管理部門：事務室、センター長室、情報室、宿直室 

関連施設 

（平屋建/235.10 ㎡） 

機械棟：機械室、消火ポンプ室、医ガスボンベ庫、ジェネレーター室、

トランス室 

浄化槽 

合計 2,052.94m2 

医療機材 
上記施設の運営に関わる一般外来、歯科、応急措置、画像診断、臨床

検査、リハビリ及び死体安置室の機材 

 

本プロジェクトに必要な事業費は、総額 10.66 億円（日本側 9.83 億円、「エ」国側負担 0.83

億円）と見込まれる。 

 

⑤プロジェクトの妥当性の検証 

本プロジェクトを我が国の無償資金協力によって事業実施することについては、以下の事項な

どから、その妥当性を有するものと判断できる。 

 

（1） 裨益対象 

対象の保健センターは、第 3地域のリオバンバ･チャンボ第 1保健区に属し、それぞれ、カ

ルピ地区、サンタ･ロサ地区に位置している。テリトリアル計画に基づく裨益人口については

カルピ保健センターは、22,245 人が対象人口である。また、サンタ・ロサ保健センターは、

28,003 人が対象人口である。また本プロジェクトの対象施設が位置するチンボラソ県は、特

に深刻な貧困問題を抱える山岳地域の中でも第一次保健医療施設の利用者増加率が高く、そ

の裨益効果は高いと期待される。 

 

（2） プロジェクト目的の整合性 

本プロジェクトは、「エ」国憲法、また国家開発計画である「よき暮らしのための国家計

画 2009-2013」、更には保健省による個人・家族・コミュニティに焦点を充てたプライマリ

ーヘルスケア体制の強化とそのための第一次保健医療サービスの拡充という戦略に直接的に

合致しており、「エ」国の国家開発計画及び保健政策との高い整合性が認められるといえる。 

我が国の援助政策との整合性で見ても国別援助計画、国際保健政策とも整合性を有する。 

 

（3） 自立発展性の確保 

施設および機材計画に当たっては、「エ」国の保健センター整備のためのライセンス基準、

保健省作成保健センター基準図面、基準機材リスト、標準人材配置等に沿って策定したが、

現状の活動状況を元に、技術的、財政的に自立発展性を確保できるように考慮している。 
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なお、「エ」国保健省は 2012 年からのテリトリアル計画の実施に伴い、その需要増が求め

られる保健医療人材に関し、勤務時間延長等の“現状の保健人材の更なる活用”、大学との

協定や専門医になるための新たなプログラム作成等の“育成”、正職員の職場（ポジション）

増等の“新規雇用”という 3 つの方策からの人材増を計画・実施中である。また、本プロジ

ェクトによる協力対象保健センター2ヶ所の要員計画も既に策定済みである。 

また、医療機材の維持管理は保健医療サービスの質を保つために不可欠でありソフトコン

ポーネントで技術的支援を行う予定である。 

 

（4） 施設建設の必要性、有効性 

リオバンバ郡においてはテリトリアル計画に基づき裨益対象エリアが変わるため、対象保

健センターの裨益対象人口が増加することが予想され、住民の保健サービス需要に対応する

ことが困難となる。その上既存施設では施設・機材の整備が不十分なため必要なサービスを

提供できていない状況にある。また、整備が不十分なため、対象保健センターの裨益範囲に

ありながら、他の保健センターを利用しているため、設備の整った保健センターや、上位の

保健センターが慢性的で深刻な混雑状態にある。 

郡内の 2 ヶ所の保健センターをライセンス基準に合致した B タイプの保健センターとして

新設し、同地域の保健医療サービスやアクセスの改善、疾病や重症度に応じた効率的な医療

サービスの提供をする必要性と有効性は非常に高い。 

 

本協力対象事業実施により定量的効果が期待されるアウトプットは以下の通りである。 

基準年を 2012 年、目標年はプロジェクト完了後約 3年後（2019 年）となる。 

 

1） 定量的効果 

プロジェクトの定量的効果 

指標名 

（カルピ保健センター） 
基準値（2012 年） 

目標値（2019 年） 

〔事業完了 3年後〕 

患者数（活動数） 19,375 件 26,127 件 

X 線撮影件数 0 件 694 件 

臨床検査件数（血液、生化学、

尿、便、細菌、血清検査） 
17,261 件 25,393 件 

指標名 

（サンタ・ロサ保健センター） 
基準値（2012 年） 

目標値（2019 年） 

〔事業完了 3年後〕 

患者数（活動数） 10,860 件 32,356 件 

X 線撮影件数 0 件 265 件 

臨床検査件数（血液、生化学、

尿、便、細菌、血清検査） 
0 件 31,448 件 
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2） 定性的効果 

・予防啓発室における活動が計画に基づいて継続的に実施される。 

本計画は「エ」国での第一次保健医療施設の優先的拡充を支援するものであり、「エ」国

方針に沿い両施設の整備において“予防啓発室”を設置する。これは各保健医療施設にお

いて対象地域のニーズに沿った啓発活動を実施するためのものであり、さらに、同保健医

療施設には“TAPS”（Technicos en attencion Primaria de Salud）も配置される。TAPS

は当該保健センターの対象エリアにおけるコミュニティの出身者で構成され、コミュニテ

ィヘルスワーカーとして各人の出身コミュニティにおいて保健医療に係る啓発活動を実施

することになる。第一次レベルの保健医療サービスの強化における重要課題である“予防”

及び“健康促進”に資する活動を提供する“予防啓発室”の活用は「エ」国プライマリー

ヘルスケア体制の強化にも繋がることとなる。 

 

・保健医療サービスの種類が拡充される。 

本計画は「エ」国のテリトリアル計画に沿っての支援であり、本来の裨益対象人口がそ

れぞれの対象施設を利用することを後押しするものである。同テリトリアル計画が機能す

ることにより、対象地域（＝対象人口）の保健医療ニーズに沿ったサービス内容（疾病治

療、予防接種、産前ケア、家族計画、栄養指導、衛生教育等）が整備される。また、対処

する疾病構造に大きな変化はないものの、対象人口に即したサービスの内容や頻度（疾病

治療数、予防活動数、啓発内容の頻度等）及び第一次保健医療施設で対応できるサービス

の幅が拡がる（例：X線検査等）。 

 

以上のことから、本計画を我が国の無償資金協力で実施することは大変有意義であり、その妥

当性・必要性は極めて高いと言える。 
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カルピ CS 完成予想図 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンタ・ロサ CS完成予想図 



  

写真 

カルピ SCSの建物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
リカン SCSの建物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
サンタ・ロサ SCSの建物 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

既存カルピ SCS 
他用途の建物をサブ保健センターに改修

して使用している。外壁は傷みが目立つ。 

受付 
受付の脇を抜けて奥の診察室に行かなけれ

ばならない。天井も外れている。 

診察室 
診察室は物はあまりなく整頓されている。 

 

計画敷地 
既存カルピ SCS の真向かいのスポーツ広場

が計画敷地である。 

既存リカン SCS 
3年前に EUの支援で建設された。新しい割

りに傷みがある。 

 

診察室 
物はあまりないが、整理されている。 

既存サンタ・ロサ SCS 
街中の 5 階建てテナントビル

の 2階が既存サンタ・ロサ SCS

である。賃貸で使用している。 

待合 
廊下が待合となっているので混雑

している。移転後 3 ヶ月程度だっ

たため、内部は改修されて新しい。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
類似案件 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
カルテ庫 

整理整頓されている。 

 

計画敷地 
農牧省・環境省の敷地の一画を計画敷地と

して確保している。 

 

リオバンバ NO.1 CS 
元リオバンバ病院であった、地域調整局と同じ

建物内で活動しており、かなり混雑している。 

クマンダ SCS 
4県から患者が集まるため、かなり混雑して

いる。産科もある。 

 

  

リオバンバ NO.3 CS 
2009 年建設。かなり新しい。診察待ちの患

者で混み合っている。 

 

リオバンバ病院 
1997 年開院。リオバンバのトップリファラ

ル病院である。 

 

ローマ･グランデ CS(Aタイプ) 
保健省作成の CS基準図面通りに建設された

ものである。2013年 2月に開院した。 

ラッソ CS(Cタイプ) 
保健省作成の CS基準図面通りに建設中であ

る。2013年 5月竣工予定だが、工事は遅延

していた。 

 



カルピ SCSの機材 
  

診察台 
老朽化により損傷している。修理後は保健ポス

トに移設して使用する。 

新生児身長計 
老朽化により測定精度が悪く衛生面でも適さ

ない。 

  

ワクチン保管用冷蔵庫 
温度表示がなくワクチン保管用には不適切であ

る。今後保健ポストに移設し、医薬品保管用とし

て使用予定である。 

器械台 
小さすぎて診療で使う器具等をおくことができな

い。 

 

リカン SCSの機材 
 

 

体重計/身長計 
耐用年数が過ぎており測定精度が悪い。製造業

者がもう存在しないので修理は不可能である。 

診察灯 
白熱灯の診察灯であるため今後保健ポストに

移設して使用する。 

  

顕微鏡 
No.3CS からの中古品で耐用年数が過ぎており

レンズが損傷している。修理は不可能である。 

ヘマトクリット遠心機 
No.3CSから移設した中古機材。損傷しており

修理は不可能である。 



サンタ・ロサ SCSの機材 
  

歯科ユニット 
耐用年数が過ぎている。施設との取合部分（給

排水、圧縮空気、電気）が老朽化しており新施

設への移設はできない。 

診察灯 
白熱灯の診察灯であるため今後保健ポストに移

設して使用する。 

  

乾熱滅菌器 
老朽化が著しい。 

体重計/身長計 
老朽化により測定精度が悪い。製造会社がもう

存在しないので交換部品の調達が不可能であ

る。 
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第１章 プロジェクトの背景・経緯 
 

 

１－１ 当該セクターの現状と課題 

 

１－１－１ 現状と課題 

 

（1） 国の概要 

エクアドル共和国（以下「エ」国）は、南アメリカ大陸西部に位置する大統領を元首とす

る共和制国家である。北にコロンビア、東と南にペルーと国境を接し、西は太平洋に面する。

面積は 25.6 万平方キロメートル（日本の約 70%）で人口は 1,549 万人（2012 年：世界銀行）

である。首都はキトであるが、人口が最も多く商業と製造業の中心地となっているのはグア

ヤキルである。なお、国名のエクアドルはスペイン語で赤道を意味している。国の中央部を

南北にアンデス山脈が連なり、海岸から急峻なアンデス山脈、原生林のアマゾンへと続く多

様な地形となっている。国土は太平洋沿岸の海岸地方、アンデス山脈の高地である山岳地方、

東にある熱帯雨林地域であるアマゾン地方、及び太平洋沖 1,000 ㎞に位置するガラパゴス諸

島と大きく 4地域に分けられている。主要な産業として、鉱工業では石油，農業ではバナナ・

カカオ・生花等、また、水産業では主にエビである。民族はいくつかに分かれており、人口

の約 10％がヨーロッパ系、約 25％が先住民族で、それ以外はほとんどが複数民族の混血であ

る。公用語はスペイン語であるが、各民族は各々の言語を有している。宗教は国民の 8～9割

がカトリック教であり、その他少数ではあるが、プロテスタント、ユダヤ教、イスラム教が

いる。 

1822 年にスペインの植民地支配からの解放を果たし、1830 年にエクアドル共和国として独

立するもクーデターによる政権交代が繰り返されてきた。1979 年の民政移管以降は民主主義

体制は維持されてはいるものの政情不安が継続した。2007 年 1 月に、国政の混乱及び寡占的

な政治経済構造に対する国民の不満を背景に貧困層の多数の支持を得てコレア大統領が就任、

2013 年 2 月の総選挙でも再選され 3期目の任期に就いている。エクアドル経済の特徴として

は，2000年に自国通貨であるスクレを廃止し、米ドルを法定通貨として採用したことがある。

また、産業構造は地下天然資源や農林水産資源からなる一次産品依存型であり、天候や国際

市況に伴う世界経済の動向に左右されがちな構造といえる。 

 

（2） 保健指標  

表 1-1 に「エ」国及び周辺諸国の主な保健指標を示す。全体的に「エ」国はラテンアメリ

カ及びカリブ海諸国の平均前後の指標を示している。 
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表1-1 エクアドル国及び南米諸国の主な保健指標 

国名 

人口 

（千人） 

(2010) 

平均 

余命 

(2010) 

合計特殊

出生率 

(2010) 

妊産婦 

死亡率 

（10 万人あ

たり） 

(2006-2010)

新生児 

死亡率 

（千人あ

たり） 

(2010) 

乳児死亡率
（1歳未満）

(千人あた

り) 

(2010) 

5 歳未満

児死亡率

(千人あ

たり) 

(2010) 

成人 HIV

感染率

（15－49

歳） 

(2009) 

日本 126,536 83 1.4 - 1 2 3 0.1%未満

エクアドル 14,465 75 2.5 61 10 18 20 0.4

アルゼンチン 40,412 76 2.2 55 7 12 14 0.5

ボリビア 9,930 66 3.3 310 23 42 54 0.2

ブラジル 194,946 73 1.8 75 12 17 19 -

チリ 17,114 79 1.9 17 5 8 9 0.4

コロンビア 5,519 73 2.4 76 12 17 19 0.5

パラグアイ 6,455 72 3.0 130 14 21 25 0.3

ペルー 29,077 74 2.5 93 9 15 19 0.4

ウルグアイ 3,369 77 2.1 34 6 9 11 0.5

ベネズエラ 28,980 74 2.5 57 10 16 18 -

ラテンアメリカ及びカリブ海

諸国（平均）※1 
74 2.2 - 11 18 23 0.4

出典：ユニセフ世界子供白書 2012 
※1 アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン共和国、バハマ国、バルバドス、ベリーズ、ボリビア多民族国、ブラジル連邦共和国、チリ共

和国、コロンビア共和国、コスタリカ共和国、キューバ共和国、ドミニカ国、ドミニカ共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、

グレナダ、グアテマラ共和国、ギニア共和国、ハイチ共和国、ホンジュラス共和国、ジャマイカ、メキシコ合衆国、ニカラグア共和国、パナ

マ共和国、パラグアイ共和国、ペルー共和国、セントクリストファー・ネーヴィス、セントルシア、セントビンセント及びグレナディーン諸

島、スリナム共和国、トリニダード・トバゴ共和国、ウルグアイ東方共和国、ベネズエラ・ボリバル共和国 

 

（3） 疾病構造 

「エ」国の主要疾病要因と死亡要因を表 1-2 に示す。主要疾病としては、肺炎や感染症に

起因する下痢症、胃腸炎、呼吸困難（新生児）等が多く発生しており、プライマリーヘルス

ケア体制の強化と共に、第一次保健医療施設の改善が重要である。一方、死因の上位は、新

生児では早期出産障害、肺炎、細菌性敗血症、先天性心臓奇形、一般では糖尿病、脳血管疾

患、交通事故、高血圧疾患等となっており、第一次レベルにおける予防医療、健康促進の拡

充が求められている。 

表1-2 主要疾患と死亡要因 

 
主要疾病要因 主要死亡要因 

 新生児 一般 新生児 一般 

1 肺炎，病原体不明 肺炎，病原体不明 早期出産障害 糖尿病 

2 呼吸困難 下痢症・胃腸炎 肺炎，病原体不明 脳血管疾患 

3 下痢症・胃腸炎 胆石症 細菌性敗血症 交通事故 

4 黄疸 急性虫垂炎 心臓の先天奇形 高血圧性疾患 

5 早期出産等による障害 詳細不明の流産 その他の先天奇形 インフルエンザ・肺炎 

6 細菌性敗血症 ヘルニア 先天性肺炎 虚血性心疾患 

7 遷延妊娠等による障害 偽陣痛 呼吸困難 暴力 

8 先天性肺炎 尿路系の障害 下痢症・胃腸炎 心疾患，各種 

9 母体の病気による障害 頭蓋内損傷 子宮内低酸素症 肝硬変・その他肝臓疾患

10 溶血性疾患 妊娠中腎尿路性器感染症 新生児吸引症候群 胃の悪性新生物 

出典：INEC(国家統計調査局) 2011 
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（4） 保健医療サービス 

「エ」国の保健医療サービスは、表 1-3 に示すように第一次～四次レベルに分類されてい

る。第一次レベルには 5 種類の施設があり、対象人口により、その種類が定められている。

第一次レベルの保健センターで分娩に対応しているのは C タイプのみとなる。本プロジェク

トの対象施設は表 1-3 の「1-4 保健センターB」である。 

 

表1-3 「エ」国保健医療施設の分類 

保健医療レベル 対象人口

（ベッド数） 主なサービス科目等 

第四次レベル IV-1, IV-2 － 特殊医療施設 

第三次レベル III-1, III-2, III-3 70 床以上 専門病院、III-1 は病床を持たない 

第二次レベル 
II-5 総合病院 70 床以上 

外来、基本専門科目、救急、やけど（基本）、リハビリ、

臨床検査、画像診断、ICU、IMC、透析、病理検査、他

II-4 基本病院 70 床以下 
外来、基本専門科目、救急、やけど（基本）、リハビリ・

物理療法、臨床検査、画像診断、歯科 

II-1, II-2, II-3 

専門診療所 
－ II-3 は日帰り手術を実施 

第一次レベル 
I-5 保健センター C 

人口 25,001 人－

50,000 人 

外来診療、処置、サンプル採取、臨床検査、基本的画像

診断、リハビリ、救急医療、産院（分娩対応） 

1-4 保健センター B 
人口 10,001 人－

25,000 人 

外来診療、処置、サンプル採取、臨床検査、基本的画像

診断、リハビリ 

1-3 保健センター A 人口10,000人まで 外来診療、処置、サンプル採取 

I-2 一般診療所 － 家庭医療、産科、一般歯科、心理学診療 

I-1 保健ポスト 
対象人口 2,000 人

以下 
健康推進、疾病予防 

出典：「エ」国保健省 
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１－１－２ 開発計画 

 

（1） エクアドル共和国憲法（Constitución de la República del Ecuador） 

2008 年に制定・承認された「エ」国憲法では、食糧安全保障、環境、教育、保健等からな

る「良き生活（Buen Vivir）」の実現を目指しており、基本原則のなかで貧困削減を謳ってい

る。憲法第 32 条において健康を「国家が保障する権利」であると述べ、さらに第 361～363

条では保健医療に係る活動の規程、調整、管理の仕組み、サービスの質、国家の責任につい

ても謳っている。本プロジェクトの対象施設である公共医療機関にインフラ及び機材を整備

することについても国家の責任の一つとして明示されている。 

第 32 条- 健康は国家が保障する権利である。国家は、経済、社会、文化、教育及び環境政

策を通して同権利を保障する。 

第 361 条- 国家は、保健省を通じ、同分野のシステムの最高責任機関となる。保健医療の

国家政策を作成する責任を持ち、関連する全ての活動について、規程を定め、調

整し、管理する。 

第 362 条- 医療保健サービスは、安全、良質で、親切でなければならず、インフォームド・

コンセント、情報へのアクセス及び患者情報の機密性を保障する。 

第 363 条- 国家は以下の責任を持つ。 

医療保健対応を普遍化する。恒久的に質を改善する。サービス普及率を向上する。

国家による医療保健サービスを増強する。人的資源を加える。公共医療機関にイ

ンフラ及び機材を整備する。 

 

（2） 「よき暮らしのための国家計画 2009-2013」（Plan Nacional para el Buen Vivir） 

2008 年制定の新憲法に基づいて策定された同国家開発計画は、包括的な計画であり、セク

ターや地域別の課題・政策、各年度の事業計画の上位に位置づけられている。同計画では生

活の質による向上は多面的かつ複雑なプロセスであり、こうしたプロセスは、環境の質、保

健・教育、食糧、住居に対する権利、社会・政治参加、労働、社会保障等によって決定され

るとしている。その 12 の目標の中で、本プロジェクトに係るものとしては以下が挙げられる。 

目標 1： 多様性における社会及び地域の平等、結合、統合を促す。 

国家は、「良き生活」に関わる権利の不可分性を認識し、かつ保障する。また特

に制度的、公的具体化を確保する。 

政策 1.1. あらゆる不平等を克服するため、「良き生活」に関わる権利（特に保健医療、教

育、食糧、水、住居）を保障する。 

a. 保健医療並びに教育の公共サービスの普及並びにアクセスを全国民へ拡大す

る。インフラの改善、機材整備を行うと同時に、要優先対応者、女性、民族

にとっての障害を排除する。 

b. ジェンダー、文化間、世代間の観点から、生命倫理及び適性の原則に基づき、

保健医療サービス提供を推進する。 

h. 教育及び保健医療サービスへのアクセスを普遍的かつ無償で提供すべく、人

口、地域、社会平等の基準に応じ、公共資源を優先的、段階的に配分する。 
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    目標 2： 国民の能力及び可能性を向上する。 

保健医療の適宜・適切な対応により、最大限の生命活力の可能性を保障する。

生命活力の蓄積には、予防医療的視点が必要である。特に妊娠期間から 5 歳ま

での栄養摂取が基本的な要素となる。 

目標 3： 国民の生活の質を改善する。 

生活の質の向上は、多次元的かつ複雑なプロセスである。これは環境や、保健

医療、教育、食糧、住居、余暇、娯楽・スポーツ、社会・政治参加、職業、社

会保障、個人・家族関係などの権利に関する要素により確定されるものである。 

政策 3.3. 利用者に対し、ライフサイクルを通じ、適切な質と親切で公平な保健医療の総合

的な対応を保障する。 

d. 医療、罹病、母子、労災への対応（手当）の質を向上する。 

 

（3） 「保健省制度的戦略計画 2009-2013（案）」（Plan Estratégico Institucional, del 

Ministerio de Salud Pública） 

保健省では、2008 年に制定された憲法とそれに則った国家計画に沿った 5ヶ年戦略計画を

策定している。これは、第一次医療施設の優先的な拡充のための政策、医療施設・機材の改

善等を通じて保健医療サービスの提供を最適化することを戦略として掲げたものである。 

 

（4） 「総合保健医療サービス 2012」（Modelo de Atención Integral de Salud-MAIS） 

第一次レベルの保健医療サービスの強化を重要課題とし、保健予算の増加に加え、医療施

設と保健医療サービス体制の見直しを行うべく策定された。方針として以下の項目を掲げて

いる。 

1. 全国の国民に対する平等でアクセス可能な保健医療サービスの提供 

2. 個人・家族・コミュニティを対象とした健康促進、疾病予防、健康回復、リハビリテー

ション及び緩和ケアの提供 

3. 第一次レベルのサービスを第二次・三次レベルの保健医療サービスの入口として確立 

4. 中央レベルから地域レベル、地区レベルへの地域分権化制度の導入 

5. 社会的弱者または危険地域住民に対する最適かつ合理的な資源の活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「エ」国保健省 

図1-1 総合保健医療サービス 2012 



（ ） テリトリアル計画（ ó ）

「エ」国では、開発対象として郡や市町村などの行政区分にとらわれることなく、共通し

た開発目標を有する地域のまとまり（テリトリー）に着目し、それぞれのテリトリーの開発

ニーズ及びその優先度に応じた開発を進めるためのテリトリアル計画を策定している。保健

医療セクターにおけるテリトリアル計画では地域保健の強化を目指し、第一次レベルにおい

ては、図 ‐ に示すようにその地域の特性（ つの特徴）を機能に反映した つのタイプ（ 、

、 ）の保健センター 以下 を設けている。

出典：「エ」国保健省

図 テリトリアル計画

さらに、「エ」国では、下表に示すように 年にライセンス制度が導入されている。本

プロジェクト対象の第一次レベルの も含め、医療施設を運営するためには同基準に準じて

の整備が求められると共にそのライセンスの取得が義務付けられている。

表 ライセンス制度

基準 評価（％） 基準の内容

医療施設（インフラ） 必要な部屋、面積、設備等

医療機材（家具備品を含む） 基準機材リスト

人材（専門医、技師・技術者、事務員） 医療従事者の種類と人数

保健機関が指定した一般基準・規定 運営規定等（規則、マニュアル等）

合計

出典：「エ」国保健省

表 ライセンス指標

評価の種類 評価（％）

ライセンス

条件付きライセンス

ライセンスなし 以下

出典：「エ」国保健省

つの特徴 第一次レベル医療

•保健センター タイプ

•保健センター タイプ

•保健センター タイプ

地理的、人口統計的特徴

疫学的特徴

需要供給分析

等時性

機能に反映
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「エ」国における「憲法」「国家開発計画」［保健セクターに係る政策］「テリトリアル計画」、

そしてそれに対する本計画との関係を示したものが図 1-3 である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：調査団作成 

図1-3 「エ」国政策と本計画との関係図 

 

国家開発計画

‐よき暮らしのための国家計画2009-2013

チンボラソ県医療施設・

機材整備計画

保健セクター

保健省制度的戦略計画（EPI）2009-2013

総合保健医療サービス2012

総合医療モデルマニュアル（MAIS）2013

テリトリアル計画
‐第一次レベル医療の拡充‐

予防

健康促進

治療

保健医療サービス
の強化

制度に則 した支援

（ライセンス制度に準じて整備）

エクアドル国憲法
‐よき暮らしのための権利

（第32条）
国家開発計画

策定
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１－１－３ 社会経済状況 

 

（1） 政治 

「エ」国は、大統領を元首とする共和制国家であり、行政権は大統領に属し、大統領の任

期は 4 年である。1822 年のスペインの植民地支配からの解放、そして 1830 年の独立以来、

自由党と保守党の 2 大政党制が長く続いていた。1979 年には民政移管が実施され民主主義

体制が維持されたものの小党分立の傾向が強くなり、国会で与党が過半数を占めることは少

なかった。このため、政権は常に不安定で政権交代が繰り返された。特に 1996 年以降、2007

年 1 月のコレア大統領就任以前まで、任期を全うした大統領は一人もいない。2007 年 1 月

に、国政の混乱及び寡占的な政治経済構造に対する国民の不満を背景に貧困層の多数の支持

を得て就任したコレア大統領は、国民投票を経て制憲議会を開催し、2008 年 9 月に新憲法

が制定されている。新憲法に沿って実施された 2009 年 4 月の大統領選挙でコレア大統領は

再選され、同年 8 月に就任した。新憲法の下で，コレア大統領は大統領の権限を使って市民

革命と称する種々の改革を早急に推進しようとし各方面との摩擦も発生したが、2013 年には

3選を果たし現在に至っている。 

 

（2） 経済 

「エ」国の一人当たり GNI は 5,200 米ドル（2012 年、世界銀行）であり、世界銀行の分類

で高中所得国1である。GDP の内訳は第一次産業：10.1%、第二次産業：37.0%、第三次産業：

52.9%（2011 年、世界銀行）となっている。1970 年代からの本格的原油採掘以来、歳入の約

3 割、輸出額の 5 割程度を原油に依存している。原油以外では金、銅等豊富な鉱物資源を有

しており、また多様かつ豊かな自然環境を背景とし、農業ではバナナ・カカオ・生花等、ま

た、水産業では主にエビが生産、輸出の大半を占める。これら一次産品依存型の産業構造は

天候や国際市況に左右され易い不安定な構造を持ち、世界経済の動向に左右されがちな産業

構造を有する。このようなことから、エクアドルは産業構造の一層の多様化を図る必要がい

われている。また、原油は輸出しているものの、国内の石油精製能力が低く、石油製品の多

くを輸入している。2000 年の通貨の米ドル化以降は、クレジット利用による住宅・自動車等

の購入が急速に拡大した。2007 年以降、コレア政権は市場原理を重視した新自由主義路線か

ら、国家の役割を重視する社会主義路線へと経済政策を転換したほか、市場規制を強化、石

油・鉱山・電力・通信・製薬・セメント等の基幹産業の国営化を進めた。また、支持基盤で

ある低所得者層を重視する諸政策を実施、さらに経済の底上げを目指して公共政策や社会政

策の政府支出を大幅に増やしている。 

 

                             
1高中所得国（UMIC ：Upper Middle Income Country）2012年、世界銀行の分類による 1人当たり GNIが 4,036ドル以上
12,475ドル以下の国。 
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１－２ 無償資金協力要請の背景・経緯及び概要 

 

（1） 要請の背景・経緯 

「エ」国では、その憲法において“よき暮らしのための権利”（第 32 条）が謳われており、

国家開発計画として「よき暮らしのための国家計画 2009-2013」が策定され、保健医療分野

としては、“施設整備”、“医療機材の整備”、“保健医療サービスの普及”、“アクセスの向上”

が重要政策課題として挙げられている。 

 

保健省においては、個人・家族・コミュニティに焦点を充てたプライマリーヘルスケア体

制を強化し、保健医療に関する問題の約 80％を第一次レベル保健医療施設において解決する

ことを目標としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1-4 「エ」国保健システム概念図 

 

さらに第一次レベル保健医療施設の優先的な拡充を進めるために、より具体的な政策とな

る「保健省制度的戦略計画(EPI) 2009-2013（案）」が策定され、医療施設・機材の改善等を

通じた医療サービスの最適化を目指している。また、第一次レベルの保健医療サービスの強

化を重要課題とし、保健予算の増加に加え、医療施設と保健医療サービス体制の見直しを行

う「総合保健医療サービス 2012」を策定している。 

全国の第一次レベル保健医療施設における診療件数は、過去 5 年間で 2 倍以上と急激に増

加しており、山岳地域のほぼ中央に位置するチンボラソ県も 2007～2010 年の 4年間で第一次

レベル保健医療施設利用者数が 524,651 人から 965,041 人と 184％の急激な増加率となって

いる。また、急激な人口増加により、既設対応力を上回る需要増加を招いたため、機材の損

傷や劣化が慢性的なものとなり、更にそれらを適切な時期に更新することも困難となってき

ている。人口増加、機材の老朽化、第一次レベル保健医療施設の不足などにより、利用者は

技術・リソースが整っている第二次レベル保健医療施設を訪れるようになっている。その結

果、本来であれば第一次レベルで対応できる疾病・症状でありながら、第二次レベル保健医

療施設へ利用者が過剰に集中する事態となっている。政府は、第一次レベルの保健医療サー

保健に関するよく
ある課題の80%を
解決

専門医療
（残り20％に対応）

Level 1:
保健センター C

↑
保健センター B

↑
保健センター A

↑
一般診療所

↑
保健ポスト

Level 2: 

Level 3:

Level 4:

予防

健康促進

治療

総合病院、基本病院、専門診療所

専門病院

特殊医療施設

個人

家族 地域
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ビス強化を重要課題とし、保健予算の増加に加え、保健医療施設と保健医療サービス体制の

見直しを行い、新規保健医療施設の建設、又は既存保健医療施設の強化を推進している。 

このような背景及び経緯から、「エ」国政府は山岳地域の中でも特に深刻な貧困問題を抱え

ており、第一次レベル保健医療施設の利用者増加率が高いチンボラソ県における第一次レベ

ル保健医療施設及び機材の無償資金協力を我が国に要請した。 

 

表1-6 山岳地域 10 県における第一次レベル保健医療施設の利用者数の推移 

 
山岳地域 

（10 県） 
2007 2008 2009 2010 

利用者の

増加率

（％）

1 アスアイ県 1,050,781 1,288,195 1,543,102 1,813,199 73 

2 ボリバル県 382,429 466,491 579,706 614,763 61 

3 カニャール県 465,763 608,912 751,353 866,899 86 

4 カルチ県 269,505 342,333 413,329 445,466 65 

5 コトパクシ県 557,851 686,338 725,784 748,366 34 

6 トゥングラウア県 676,795 778,719 961,409 1,042,546 54 

7 チンボラソ県 524,651 721,986 946,256 965,041 84 

8 インバブラ県 509,475 631,934 770,522 915,149 80 

9 ロハ県 686,918 808,512 939,939 912,360 33 

10 ピチンチャ県 3,284,095 3,243,642 3,846,356 3,981,552 21 

出典:「エ」国保健省 

 

 

（2） プロジェクト概要 

1） 上位目標 

第一次レベル保健医療施設を新規建設、機材整備することにより、チンボラソ県リオバ

ンバ郡対象地域の保健医療サービスが改善されること。 

 

2） プロジェクト目標 

テリトリアル計画に基づくチンボラソ県リオバンバ郡第一次レベルの保健医療施設2ヶ

所の建設及び医療機材整備により、住民へ適切な保健医療サービスが提供されること。 

 

3） プロジェクトの内容 

我が国への要請内容： 

① 施設：対象保健医療施設（カルピ CS 及びサンタ・ロサ CS）の建設 

② 機材：対象保健医療施設での診療及び検査に必要な医療機材 

 

チンボラソ県

山岳地域 10 県 

① 

② 

③ 

⑥ 

④ 

⑤ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 
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１－３ 我が国の援助動向 

 

（1） 格差是正と持続的発展 

「エ」国は、豊富な鉱物資源、多様かつ豊かな自然環境を背景とした農水産品の生産国で

ある。しかし、経済発展は石油産業等の一部の分野に限られ、先住民族が多く居住する地方

農村部では開発が遅れており、所得格差や地域間の格差が未だ大きい。（ジニ指数 49.3、人

間開発報告書 2013）また、エネルギー（電力）不足の課題や地震、火山噴火、水害など頻発

する自然災害に脆弱であることも同国の発展を阻む要因となっている。 

このような状況を踏まえ、我が国が「エ」国に対し、ODA 大綱の重点課題である「貧困削

減」及び「地球規模の問題への取組」の観点から支援をしていくことは「エ」国の主要な開

発課題の解決に貢献する上で有意義であるといえる。よって、我が国は上記援助の意義や「エ」

国のニーズを踏まえ､「貧困削減と公平な社会に向けた格差是正」を開発援助の中核とし、同

国の均衡のとれた自立的・持続的な発展の促進に貢献していくこととしている。 

 

（2） 保健及び関連分野における援助 

保健医療に関しては、格差是正と持続的発展という基本方針に沿い、健康を規定する社会

因子として貧困や格差と健康問題との関連が指摘されている。このようなことから、健康格

差是正に関する保健・医療問題についても支援を行うこととしており、貧困層等への社会福

祉・保健医療のサービス向上により、社会的弱者への支援を行うことを方針として掲げてい

る。 

我が国の保健分野における援助は、主に草の根・人間の安全保障無償資金協力における医

療機材整備関連となっている。また、本計画の対象地域であるチンボラソ県は山岳地域の中

でも特に深刻な貧困問題を抱えていることから、関連分野として「チンボラソ県貧困削減の

ための持続的総合農村開発実施体制強化プロジェクト」（2009～2011 年）の実施、また、現

在も「チンボラソ県持続的総合農村開発プロジェクト」（2012～2017 年）を実施するなど貧

困削減に資する支援を行ってきている。 

 

（3） 実績 

保健分野における我が国の協力の過去 5年間実績は表 1-7 のようになっている。 

表1-7 保健分野における我が国の協力（草の根・人間の安全保障無償資金協力） 

年度 案件名 県 供与額（円）

2011 年度 コスタ・アスル診療所建設計画 マナビ 9,066,074

2010 年度 赤十字インバブラ支部医療機材整備計画 インバブラ 8,641,044

ソルカ・トゥングラウア医療機材整備計画 トゥングラウア 9,913,240

ホセグアンゴ・バホ診療所整備計画 コトパクシ 9,996,994

リオバンバ総合病院医療機材整備計画 チンボラソ 58,635,976

モントゥファル市巡回医療機材整備計画 カルチ 8,939,964

2009 年度 エル・アレナル及びエル･リモ診療所医療機材整備計画 ロハ 6,620,737

ルイス・ベルナサ病院外科機材整備計画 グアヤス 9,785,000

2008 年度 サンパブロ診療所整備計画 インバブラ 9,625,792

スクア第六保健診療所医療機材整備計画 モロナ・サン

ティアゴ 

8,774,563

ピチンチャ県理学療法機材整備計画 ピチンチャ 9,566,467
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年度 案件名 県 供与額（円） 

2007年度 スティーブン・ホーキング養護学校整備計画 アスアイ 2,800,588 

キト北東部医療機材整備計画 ピチンチャ 9,742,144 

クエンカ市巡回医療計画 アスアイ 9,860,000 

バカ・オルティス小児病院宿泊所建設計画 ピチンチャ 9,597,840 

エクアドル中央大学歯科学部機材整備計画 ピチンチャ 8,906,480 

チャンボ母子センター医療機材整備計画 チンボラソ 7,689,060 

ピチンチャ第二保健診療所医療機材整備計画 ピチンチャ 9,975,884 

ペルーチョ診療所整備計画 ピチンチャ 9,215,504 

 出典：日本国外務省 

 

 

１－４ 他ドナーの援助動向 

 

「エ」国政府は全体的に援助機関・ドナー国主導の援助協調に積極的ではなく、援助協調はあ

まり活発には行われていない状況であり、保健分野における援助協調も活発ではない。各機関・

各国はそれぞれが保健省と協議、援助の実施をする傾向となっている。但し、米国（USAID）は他

国での支援同様に活動実施団体への直接支援を主としている。 

また、本計画に係る医療施設・機材整備関連の他国・他機関の直接的な援助は、現在、実施さ

れていない。しかし、2012 年から保健セクターのテリトリアル計画（第一次レベル医療の拡充）

が本格的に始まり、いくつかの保健医療施設の整備に米州開発銀行（BID）からの融資を利用する

予定がある。また、韓国（KOICA）による保健医療施設整備関連の支援も計画されているとのこと

だが、これらの支援は調査時点では検討中であり明らかにされていない。 

国家統計調査局のデータ（2011）によると、主要国・機関による無償援助の実績（2010年）は

表 1-8となり、そのうち 7.78%が保健セクターへの援助となっている。 

表1-8 主要国・機関による無償援助の実績と分野ごとの割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「エ」国 INEC（国家統計調査局）2011 

 

                                       （単位：百万 USD） 

 
2008 2009 2010 

1 EU 49.02 米国 27.86 EU 63.33 

2 米国 45.22 UN 26.53 スペイン 62.96 

3 スペイン 25.96 EU 20.66 米国 51.32 

4 UN 25.51 スペイン 19.39 UN 27.90 

5 日本 12.52 日本 11.23 日本 22.17 

          （総額） 
6位以下含む 

372.73 

 

 

（分野ごとによる援助） 

                               （単位：百万 USD） 

 
分野 額 全体に占める割合 

1 社会開発 81.51 21.87% 

2 教育 57.71 15.48% 

3 環境 53.00 14.22% 

4 保健 28.99 7.78% 

5 貿易・産業・漁業  27.38 7.35% 

 

（総額） 

6 位以下含む 
372.73 100.00% 
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その他、プライマリーへルスケアに係る他機関の援助として以下の援助が過去に実施されてい

る。 

表1-9 プライマリーヘルスケアに係る他機関の援助 

（単位：千 USD） 

実施 

年度 
機関名 案件名 金額 

援助

形態
概要 

2002～ 

2007 
EU 

エスメラルダス県統

合保健プロジェクト 

7,945 

（6,000 千

ユーロ）

技協

エスメラルダス県を対象とし、

同地域において水・公衆衛生に

係る意識向上から基本的な栄

養・健康を促進。 

2005～ 

2010 
EU 

保険セクター支援プ

ログラム 

37,079 

(28,000 千

ユーロ) 

無償

技協

コトパクシ県、ボリバル県、チ

ンボラソ県の山岳地域を対象

と文化が多様な地域でのプラ

イマリーへルスケアサービス

の拡充を図るためのへルスプ

ロモーション、疾病予防活動を

実施。 

1 ユーロ＝1.324 USD 

 

なお、援助額の大きいスペイン（AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo）は重点分野は特定しておらず貧困対策、環境保全、ジェンダー支援、平和構築、

経済成長などの分野で支援を実施している。 

また、米国（USAID）は 1970～80 年代に Basic Human Needs に係る支援（保健を含む）に主軸

を置いていたものの、その後、1990 年代以降は持続的成長促進に係る小規模企業支援、また環境

や資源管理支援を実施、現在は経済機会促進、民主主義推進、生物多様性保全支援などが中心と

なっている。 

 

今後、テリトリアル計画に沿った第一次レベル保健医療施設及び医療機材整備に係る他ドナー

の支援が計画・実施されることによる本プロジェクトの上位目標達成への効果も考えられるもの

の、現段階では他ドナーによる類似案件の動向は見られない。 

 



 

 

 

第２章 プロジェクトを取り巻く状況 
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第２章 プロジェクトを取り巻く状況 
 

２－１ プロジェクトの実施体制 

 

２－１－１ 組織・人員 

 

（1） 責任機関・実施機関 

本計画の「エ」国側責任機関は保健省である。実施機関は、図 2-1 に示すように、保健省

保健サービス供給担当次官室傘下にあるプライマリーヘルスケア局である。「エ」国は 9つの

保健行政区に分割され、それぞれに地域保健調整局が設置されている。チンボラソ県は第 3

保健行政区で、リオバンバ市に第 3 地域保健調整局が置かれており、その下に５つの保健区

事務所が設置されている。本件対象 CS は、そのうち、第 1保健区事務所管轄下に置かれてい

る。実施機関であるプライマリーヘルスケア局は、施設関連業務を担当するインフラ・機材・

メンテナンス局及び本プロジェクト終了後対象保健センターを管轄する第 3 地域保健調整局

と連携してプロジェクトを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-1 組織・人員 

・・・  

保健省（MSP）

戦略的保健開発調整総局 企画調整総局 

経営戦略調整総局 

通信・報道局 

法律顧問総局 

内部監査局 

管理財務調整総局 国際関係・協力局 

保健統括・サーベイランス 
担当副大臣 

総合ヘルスケア担当副大臣 

公衆衛生サーベ

イランス 
次官室 

公衆保健統括次

官室 
保健サービス供

給担当次官室

予防･健康増進

・平等化担当

次官室 

病院網・専門外来ケア局 

プライマリーヘルスケア局

サービス管理・品質局 

障害者・リハビリテー 
ション・特別介護局 

インフラ・機材・ 
メンテナンス局

移動保健医療局 

地方分権プロセス 

第 1地域 
保健調整局 

第 3地域
保健調整局

第 2地域 
保健調整局 

第 4地域
保健調整局

第 5地域
保健調整局

第 9地域 
保健調整局 

第 1保健区
事務所 

第 2保健区
事務所 

第 3保健区
事務所 

第 4保健区
事務所 

第 5保健区
事務所 
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（2） 医療サービスの現状 

本計画の要請 CS は、チャンボ・リオバンバ第 1保健区の 2施設である。現在、同第 1保健

区においては、表 2-1 に示す 2CS と 18 サブ保健センター(以下 SCS)及び 18 の保健ポストに

より第一次の保健医療サービスが提供されている。 

 

表2-1 リオバンバ・チャンボ区保健センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「エ」国 第 3地域保健調整局 

図2-2 第 1 保健区における保健センターの位置図（現状） 

 

 

（3） テリトリアル計画における要請 CS の位置づけ 

「エ」国政府は、国家開発計画等に則って表 2-2 に示す全国における医療施設・機材の整

備計画を策定している。 

 

表2-2 「エ」国政府による全国における医療施設・機材整備計画（2012 年） 

医療施設の種類

 

施設整備の種類 

保健センター（CS） 
保健 

ポスト

基本 

病院 

総合 

病院 

専門 

病院 
合計 Ａ 

タイプ 

B 

タイプ

C 

タイプ

医療施設の新築 
75 

（87） 

66 

（111）

32 

（42） 
17 9 7 0 206 

医療施設の建て替え 
399 

（407） 

203 

（231）

94 

<115）
72 2 0 0 770 

既存施設の維持 88 24 17 327 74 30 15 575 

出典：「エ」国保健省 

（ ）保健省 SALUD:LA BASE DEL BUEN VIVIR からの数字 

 

チャンボ･リオバンバ第１保健区 

1 No.1 CS
2 No.3 CS

1 カルピSCS
2 リカンSCS
3 サンタ・ロサSCS
4 サンファンSCS
5 サンミゲル・デ・タピSCS
6 リクトSCS
7 ベリャ・ビスタSCS
8 ラ・ヘオルヒナSCS
9 プンガラSCS
10 チャンボSCS
11 サン・ルイスSCS
12 チャチャ・マチャンガラSCS
13 ラ・パナデリアSCS
14 ヤルキエスSCS
15 ロマ・デ・キトSCS
16 フロレスSCS
17 キミアグSCS
18 プニンSCS

保健センター(CS)

サブ保健センター(SCS)

ｻﾝ･ﾌｱﾝ 

ｶﾙﾋﾟ

ﾘｶﾝ 

ｻﾝﾐｹﾞﾙ･ﾃﾞ･ﾀﾋﾟ

ｻﾝﾀ･ﾛｻ

ﾍﾞﾘｬ･ﾋﾞｽﾀ

ｷﾐｱｯｸﾞ

ﾁｬﾝ

ﾌﾟﾝｶﾞﾗ

ﾘｸﾄ 

ﾌﾛﾚｽ

ﾁｬﾁｬ･ﾏﾁｬﾝｶﾞ

ﾔﾙｴｷｽ 

 総合病院 

 CS 

 SCS 

SCS（対象既存施設）

No.3

ﾌﾟﾆﾝ 
ｻﾝ・ﾙｲｽ 

No.1

ﾗ･ﾍｵﾙﾋﾅ

ﾗ･ﾊﾟﾗﾃﾞﾘｱ

ﾛﾏ･ﾃﾞ･ｷﾄ
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なお、テリトリアル計画においては、表 2-3 に示す 14 ヶ所の A、B、C タイプの CS の整備

（新施設の建設、建て替え、改修）が計画されている。本計画の対象施設カルピ CS とサンタ・

ロサ CS はそれぞれリオバンバ郡（Cantón）のカルピ地区（Parroquia）とリオバンバ地区に

位置し、カルピ CS は 2つの保健地区（Circuito）、サンタ・ロサ CS は 3 つの保健地区の住民

に対する保健医療サービスを提供する。 

 

表2-3 リオバンバ・チャンボ区保健センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「エ国」保健省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-3 テリトリアル計画における第 1保健区の保健センターの位置図 

保健センター名 郡
(Canton)

行政地区
（Parroquia）

タイプ

1 No.1 CS リオバンバ リオバンバ C
2 リサルサブロCS リオバンバ リオバンバ C
3 サンタ・ロサCS リオバンバ リオバンバ B
4 カルピCS リオバンバ カルピ B
5 No.3 CS リオバンバ リオバンバ B

7 チャンボCS チャンボ チャンボ B
8 カチャ・マチャンガラCS リオバンバ カチャ A
9 フロレスCS リオバンバ フロレス A
10 ヤルキエスCS リオバンバ リオバンバ A
11 プニンCS リオバンバ プニン A
12 サン・ルイスCS リオバンバ サン・ルイス A
13 サン・フアンCS リオバンバ サン・フアン A
14 キミアッグCS リオバンバ キミアッグ A

B6 サン･アントニオ･デル･
アエロプエルトCS

リオバンバ リオバンバ

ｻﾝ･ﾌｱﾝ 

ｶﾙﾋﾟ 

ｻﾝﾀ･ﾛｻ 

ｷﾐｱｯｸﾞ 

ﾁｬﾝﾎﾞ 

ﾌﾛﾚｽ

ｶﾁｬ･ﾏﾁｬﾝｶﾞﾗ

ﾔﾙｴｷｽ

No.3 

ﾌﾟﾆﾝ
ｻﾝ・ﾙｲｽ 

No.1

ﾘｻﾙｻﾌﾞﾛ

 総合病院 

 CS C タイプ 

 CS B タイプ 

 CS B タイプ（対象施設） 

 CS A タイプ 
ｻﾝ･ｱﾝﾄﾆｵ･ﾃﾞﾙ･ｱｴﾛﾌﾟｴﾙﾄ 

ﾘｸﾄ 
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（4） 対象施設の状況 

対象施設であるカルピCS（現状はカルピSCSとリカンSCS）及びサンタ・ロサCSの現状（2013

年）は表 2-4 に示すとおりとなっている。 

 

表2-4 対象施設の状況（2013 年） 

 
カルピ CS 

サンタ・ロサ SCS 
カルピ SCS リカン SCS 

対象裨益人口 6,600 人 8,203 人 18,925 人 

部屋 ・一般診療室（2室） 

・歯科診療室（1室） 

・準備室（1室） 

・ワクチン接種室（1室） 

・一般診療室（2室） 

・歯科診療室（1室） 

・準備室（1室） 

・処置室・ワクチン接種室（1

室） 

・臨床検査室（1室） 

・一般診療室（2室） 

・歯科診療室（1室） 

・準備室・処置室（1室） 

要員 ・管理者（所長）（1名） 

・医師（1 名常駐、1 名は農村

部医師） 

・産婦人科医（1名） 

・歯科医（1名） 

・看護師（2名） 

・その他人員（1名） 

・医師（2名） 

・歯科医（1名） 

・看護師（1名） 

・その他人員（1名） 

・管理者（所長）（1名） 

・医師（2名） 

・歯科医（1名） 

・看護師（3名） 

・その他人員（1名） 

外来患者数(活動

数（予防＋罹病）) 
9,739 人 9,636 人 10,860 人 

主な疾患 1. 呼吸器感染症 

2. 腸の寄生虫病 

3. 腸管感染 

4. 栄養失調 

5. 皮膚糸状菌症 

1. 一般的な風邪 

2. 寄生虫病 

3. 急性の下痢性疾患 

4. 尿路感染症 

5. 扁桃腺炎 

1. 急性咽頭炎（不特定） 

2. アメーバ症（不特定） 

3. 中度の栄養失調 

4. 急性扁桃腺炎 

5. 膣炎、外陰炎と外陰腟炎

出典：質問票の回答より調査団作成 

 

対象施設であるカルピ CS は現在、カルピ SCS とリカン SCS としてそれぞれ別の医療施設と

して運営されており、対象地域は分かれている。両施設の課題として挙げられるのが、人材

の不足である。カルピ SCS においては医師（常駐）1名、看護師（正・准）2名という体制の

ため、患者数がスタッフの対応能力を超え保健省が課す活動全てを実施することが出来てい

ない。（出所:SCS カルピ Diagnóstico Situacional 2012）また、リカン SCS においても対象

裨益人口がカルピ SCS より多いものの産婦人科医も居らず看護師も 1 名である等、需要に対

して十分な体制となっていない。サンタ・ロサ SCS は、現在、リオバンバ市街地のビルの 2

階に賃貸料を支払った上で間借りしている。現状の大きな課題としては、施設が手狭である

ことから混雑していること、限られた人員とその人員で対応出来るサービス実施に留まって

いること、また、同理由により本来のサンタ・ロサ SCS の対象地域の住民がリオバンバ No.1 

CS の医療施設を利用する事態ともなっている。 

  

（5） 保健人材の配置 

本計画では現状のカルピ SCS 及びリカン SCS を統合したカルピ CS、またサンタ・ロサ SCS

についても新たに保健省が取得した土地に新たに Bタイプ CS として建設する。 

現在、保健省が策定している対象施設（現在は SCS）の要員計画（2016 年）と現状の要員

(2013 年)を表 2-5 に示す。 
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表2-5 対象施設の要員計画(2016 年)と現状（2013 年） 

カルピ CS（カルピ SCS＋リカン SCS） 

人員 
2016 年の人員数

(A)
2013 年の既存施設の人員数

(B)
追加人員数

(C=A-B)

管理者（所長） 1 1 － 

産婦人科医 1 1 － 

歯科医 4 2 2 

医師 10 4 6 

看護師 10 3 7 

ｺﾐｭﾆﾃｨﾍﾙｽﾜｰｶｰ（TAPS） 10 － 10 

精神医師 1 － 1 

精神リハビリ師 1 － 1 

検査技師 5 － 5 

放射線技師 2 － 2 

その他人員 8 2 6 

小計 53 13 40 

 

サンタ・ロサ CS 

人員 
2016 年の人員数

(A)
2013 年の既存施設の人員数

(B)
追加人員数

(C=A-B)

管理者（所長） 1 1 － 

産婦人科医 1 － 1 

歯科医 4 1 3 

医師 7 2 5 

看護師 7 3 4 

ｺﾐｭﾆﾃｨﾍﾙｽﾜｰｶｰ（TAPS） 7 － 7 

精神医師 1 － 1 

精神リハビリ師 1 － 1 

検査技師 5 － 5 

放射線技師 2 － 2 

その他人員 8 1 7 

小計 44 8 36 

出典: 「エ」国保健省 

 

なお、保健省は 2012 年からのテリトリアル計画の実施に伴い、その需要増が求められる保

健医療人材に関し、“現状の保健人材の更なる活用”、“育成”、“新規雇用”という 3つの方策

からの人材増を計画・実施中である。 

   ・“現状の保健医療人材の更なる活用”としては医療人材の勤務時間を 4 時間/日から 8 時

間/日（週 40 時間）にしており、それに伴う給与増は国が負担する。2012 年には勤務時

間を変更した人材に対して、約 43,636 千ドルの追加給与が国より対象者に支払われてい

る。また、新たな追加予算として必要な約 77,662 千ドルを確保している。 

   ・“育成”の点では、大学との協定による専門医の更なる育成推進、医師になるための過程

であるレジデントを専門医にするプログラムの実施、キューバに医師を送り専門医とし

て育成する等の方策を取っている。 

   ・“新規雇用”に係る方策としては、有期雇用計画であった保健医療人材に対し新たに 1,600

人の正職員の職場（ポジション）を用意し募集、更には過去の実務経験の有無に関わら



 

- 20 - 

ず応募出来るポジションの用意、専門性を重視した保健医療従事者の新規募集等を実施

している。 

 

さらに「エ」国では、保健医療人材の不足を補うため、国外で勤務する人材を「エ」国へ

呼び戻し自国で働いてもらうプログラムを実施中である。現在、国外で働く医療人材（医師、

歯科医、看護師等）が 5,000 人以上に上り、特にスペイン、イタリア、キューバ、アルゼン

チン、チリなどで多い。これは、「エ」国内に十分な数のポジションが用意されていないこと

に大きく起因する。今後は、十分なポジションの拡充、給与の増加など、帰国した人々が活

躍できる場を作り出していく予定である。現在のテリトリアル計画が稼働する前からのプロ

グラムであるが、今後、保健センターの新築・改築等の整備により、今まで以上に保健医療

人材の確保が重要であることから、今後の帰国作業の加速化を目指している。2013 年 3 月現

在、同プログラムにより約 280 名が既に「エ」国へ帰国し、約 250 名の「エ」国への帰国が

確定し毎月 25～30 名程度の保健人材が「エ」国へ帰国している。 
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２－１－２ 財政・予算 

 

国家予算は表 2-6 に示すように過去 4年間（2009 年～2012 年）増加しており、保健省予算も同

様に増加すると共に、国家予算に占める保健省予算の割合も増加している。また、テリトリアル

計画の実施により保健医療人材の増員が不可欠とのことから、2012 年の人件費は大幅に増加して

いる。さらに、対象施設を有するチンボラソ県の予算も 2011 年にやや減少したもののテリトリア

ル計画が実施された 2012 年に増加傾向に転じている。 

 

表2-6 国家予算、保健省予算、チンボラソ県予算 

単位：百万 USD 

 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年※ 2014年 2015年 2016年 

国家予算 20,489 23,523 26,551 30,024 32,366 (36,295) (40,701) (45,642)

増加率（%） - 114.81 112.87 113.08 107.80 (112.14) (112.14) (112.14)

保健省予算 

（全体（人

件費含む）） 

949 1,225 1,462 1,881 2,419 (3,059) (3,868) (4,891)

増加率（%） - 129.22 119.35 128.66 128.60 (126.46) (126.46) (126.46)

保健省予算

（人件費の

み） 

576 733 778 1,019 949 (1,200) (1,518) (1,920)

保健省予算

（チンボラ

ソ県のみ） 

29 37 34 42 35 (44) (56) (71)

出所：「エ」国 財務省及び保健省 

- ※2013 年の数字は 2013 年 3 月時点の調査時。 

-  国家予算及び保健省予算 2014～2016 年の数値は、2009～2013 年の平均増加率を用いた推測値。 

- “保健省予算（人件費のみ）”及び“保健省予算（チンボラゾ県のみ）”の 2014～2016 年の数値は、

“保健省予算（全体（人件費含む））”の増加率=2009～2013 年の平均増加率＝126.46%を用いた推

測値。 

 

また、保健省によると、全国では合わせて 993 保健センターの整備（新築と改築）が計画され、

その予算は保健省の年間予算に匹敵する 1,920 百万ドル (約 1,800 億円）と見積もられており、

2012～2016 年の間に整備完了予定とされている。なお、チンボラソ県ではこのうち 43 保健セン

ター（A タイプ CS:31 ヶ所、B タイプ CS：7 ヶ所（うち本計画で 2 ヶ所）、C タイプ CS：5 ヶ所）

の整備が計画されており、その予算は 60 百万ドル(約 56 億円）と見積もられている。テリトリア

ル計画に沿った予算措置がなされている。 
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２－１－３ 技術水準 

 

本計画における施設建設及び機材調達は、要請 CS の医療サービス活動と「エ」国 B タイプ CS

のライセンス基準に照らし、妥当と判断された範囲内で整備を行うものである。施設・機材を活

用できる人材が、予算や人材育成の両面から検討して確保できると考えられること及び外来患者

数増加等のサービスの需要が見込まれることから、本計画の施設、機材は十分に活用されると判

断できる。また、ソフトコンポーネントにより、機材の医療スタッフによる予防保守管理につい

ての技術指導を実施し、より自立発展性のある協力計画とする。また、対象施設の医療従事者の

養成、施設維持管理能力とその研修内容については以下のとおりとなる。 

（1） 医師 

「エ」国では医師の資格を得るために以下の教育が必要とされている。 

・大学医学部等での 5年間の教育 

・病院でのインターン 1年間 

・農村地域での医師としての経験 1年間 

（専門医になるには更に 4年間（平均）の経験が必要） 

なお、医師を養成出来る学校は「エ」国内に 23 校ある。海外で得た資格も SENESCYT（国

家高等教育科学技術庁）で公認されることにより活用が可能である。また、キューバの ELAN

大学については、「エ」国とキューバ間で協定を結んでおり、SENESCYT での事前の手続きを

踏むことにより、同大学を卒業して医師の資格を得ることが可能である。 

（2） 看護師 

「エ」国では看護師の資格を得るために以下の教育が必要とされている。 

・大学（看護学）等での 4年間の教育 

・インターン 1年間 

（専門の資格を得るためには更に専門教育が必要） 

なお、看護師は第三次医療レベルで業務が出来る資格を有するが、准看護師については、

Instituto Tecnológico （Technology Institute）で学び、6 ヶ月から 2 年間のコースがあ

る。この Instituto Tecnológico は法律で認められており、修了したコースによって異なる

業務に就くことが可能である。 

（3） 検査技師 

「エ」国では検査技師の資格を得るために以下の教育が必要とされる 

・大学（専門課程）等での 4年間の教育 

（4） 施設維持管理能力とその研修内容 

協力対象 CS を管理する第 3保健地域調整局の中にはインフラ・機材・メンテナンス課があ

るが、スタッフは 2 名のみである。その下部機関である第 1 保健区事務所の中にメンテナン

ス係が設置されており、既存の CS 20～30 棟を夜間を含めてスタッフ１人で担当している 。

かつては技術開発のための講習会が開催されていたようだが、現在は行われていない。  
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リカン SCS

カルピ SCS

サンタ・ロサ SCS

リオバンバ･チャンボ区

ペニペ郡 グアノ郡 

チャンボ郡 

リオバンバ郡 

コルタ郡 

２－１－４ 既存施設・機材 

 

（1） 既存施設の現状 

本計画の対象となる CS の既存施設の位置を

右図に、現状を下表に示す。 

 

 

 

 

 

 

図2-4 対象施設位置図 

表2-7 対象施設の現状(2013 年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：質問票、保健省 

第○区画

区名称

RIOBAMBA CALPI LICAN

リオバンバ カルピ リカン

第1次医療施設 第1次医療施設 第1次医療施設

現状 SCS SCS SCS

予定 CS TIPO　B

CS de SANTA ROSA
サンタ･ロサCS

28,003人

○

― 12km 5km

　街中心
街中心から
300～400ｍ

街中心から500ｍ
（街外れ）

18,925人 6,632人 8,600人

25,000 27,000 16,500

2,100 2,250 1,375

医師:2名 医師:2名（常駐1名、巡回1名） 医師：2名

歯科医:1名 歯科医：1名 歯科医：1名

看護師:3名 看護師：2名（正1、准1） 看護師：1名

管理者(所長）:1名 産婦人科医：1名 その他人員:1名

その他人員:1名 管理者(所長）：1名

その他人員:1名

8名 8名 5名

疾病 急性呼吸器系疾患 急性呼吸器系疾患 急性呼吸器系疾患

死因 急性呼吸器系疾患（小児） N/A N/A

リオバンバ病院 リオバンバ病院 リオバンバ病院

搬送時間 搬送手段 0.5時間 0.5時間 0.5時間

レファー人数 （人/月） 28人/月 20人/月 4人/月

現有機能

1）診察 ○ ○ ○

2）分娩/出産 ｘ ｘ ｘ

3）処置/治療 ○ ○ ○

4）予防接種 ○ ○ ○

外来患者数（人/年）

月間外来患者数

合計

人員配置

主要疾病･死因

市からの距離

レファラル先

保健医療活動

裨益人口（万人）

保健事業計画との整合性

リオバンバからの距離

機関名称

区

グレード

保健区人口（2012） 22,425人

CS TIPO　B

CS de CALPI
カルピCS

○

　　地区（Parroquia)

リオバンバ･チャンボ区

1
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1） カルピ CS 

①  カルピ SCS(Sub-centro de salud)の概要 

カルピ地区はリオバンバ市より約 12 ㎞西に位置し、市から車で 20～30 分程度の距離

である。カルピ－リオバンバ間はアスファルト舗装道路で整備されている。既存のカル

ピ SCS はカルピ地区の入口に位置する。西に幼稚園、東に墓地、南に警察とスポーツ広

場となっており、接道する南側に入口がある。町は小規模なため地域住民のアクセスは

良い。既存カルピ SCS の敷地は、１辺 50ｍ程度の三角形の敷地であり、ほぼ平坦である。

建物の老朽化は進んでおり、外壁の塗装は剥げ落ちている部分も見受けられる。新敷地

はカルピ SCS の向かい、南側に位置する工科学校所有のスポーツ広場であり、2013 年 3

月 6 日に保健省に寄贈された。 

既存 SCS の概要は表 2-8 のとおりである。 

 

表2-8 カルピ SCS の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：質問票 

地区 保健区   サンティアゴ・デ・カルピ　　地区   リオバンバ・チャンボ区（１区）

外来患者数 主要疾病   疾病　急性呼吸器系疾患

レファラル先 人数,主要疾病   20人/月　　疾病：皮膚病、婦人科など

開院時間 開院日

  幹線道路に面する　　　   道路状況 ：普通

  周辺住民のアクセス ：良

  傾斜　無

  電気：低圧　給水：市水　排水：下水道　通信：電話　ガス：なし

  メモ：固定電話なし／発電機・焼却炉なし

特記事項

  別の用途で建設された建物を改修して使用しているようである。

  整理整頓されており、ゴミも分別されている。

  医療ゴミは保険省が回収し、一般ゴミは業者が回収している。

  内科、婦人科、歯科、ラボ(ベーシックな検査　(血液、尿、便、結核））、薬局

部門（棟名） 診察室数 医師数 看護師 患者数

一般診療科 2室 2人 1人 55-60人/日

歯科 1室 1人 1人 20人/日

その他

 8名

名称

土地所有権   保健省

  SCS. CALPI

医療従事者数と種別

裨益人口   6632人

  月～金  8：30　～　　18：30

  2差路の角にあり、周囲には警察とスポーツ広場（新敷地）、幼稚園、墓地が現
存する。

敷地/
施設概要

既存施設の現状

診療科目　等

既存施設
の構成

インフラ

アクセスと
敷地状況

  (一般）55-60人/日　（歯科）20人/日

  Riobamba病院　　20～30分　

  看護士室,薬局,ワクチン室

備考

  医師2名（常駐1名、巡回1名）、産婦人科医1名、歯科医1名、、
　看護師2名（正1、准1）、管理者(所長）1名、その他人員1名
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②  既存施設の配置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-5 カルピ SCS 現状配置状況 

 

③  施設状況 

エントランスホールが待合となっており、両側に歯科と一般診療の診察室 2 室が配置

される。その他に看護士室、ワクチン室、薬局、消毒室、倉庫、事務室等で構成される。

一般診療の診察室は、受付の奥に位置するため、狭い受付と記録庫をすり抜けていかな

くてはならず、患者と医療従事者の動線が交錯している。元々は別の用途の建物を改修

して使用しているため、床に不自然なスロープがあり、室の配置も不便であり、使い勝

手はよいとはいえない。施設内は比較的整理整頓が行き届いているが、天井がはがれて

いる部分が一部見受けられる等内部も老朽化している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-6 カルピ SCS の施設状況 

カルピ SCS幼稚園 

高校 

警察署 

新CS計画地

用水路 

リオバンバ中心部 

カルピ市街 

診察室 1 薬局 薬局 

歯科 
待合 

看護士室 診察室 2

ワクチン室 

WC 

受付 記録庫

一時 

保管庫 

倉庫 

事務室
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④  設備状況 

a) 電気設備 

前面道路に沿って配線されている低圧幹線から架空配線で 240V、60Hz の低圧電力が

引込まれている。受電容量は 15A であり、電力は給水ポンプや機材及び照明などに使

われている。照明器具はルーバータイプの蛍光灯が使われているが照度は低い。 

b) 通信設備など 

固定電話は設置されていない。インターネット回線が引き込まれていないので、診

断データなどの送付に支障をきたしている。以前はテレビが待合室に置かれて、衛生

教育・家族計画など啓発用として使用していたが、2013 年 4 月にパソコンと共に盗難

にあったため、現在は使用していない。 

c) 給水設備 

市水が別棟の地下埋設された樹脂製の受水槽に引込まれており、空気タンク付の加

圧ポンプにより各所に給水されている。断水の時でも受水槽に貯水されているため、

いまのところ診療活動に支障はでていない。飲料用の水は「エ」国で一般的なボトル

ウオーターが使われている。 

d) 排水設備 

トイレの排水は前面道路に埋設されている下水本管に放流されている。一方、屋根

からの雨水排水は樋で受けて敷地内に放流されているが、埋設配管が整備されていな

いため敷地内に自然浸透するか低い場所に溜まる。 

e) 給湯設備・LP ガス・医療ガス供給設備 

給湯や LP ガスなどの設備はなく、医療ガスも供給されていない。 

f) 廃棄物処理 

医療廃棄物は分別収集され、衛生環境管理局によって回収処理されている。 

g) 空調換気設備 

機械を使った空調及び換気設備はなく、窓を開けて行う自然換気のみである。 
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2） リカン SCS 

①  リカン SCS の概要 

リカン地区はリオバンバ市から約６㎞西に位置し、リオバンバ郡にある。車で 15 分～

20 分程度の距離である。リカン－リオバンバ間はアスファルト舗装道路で整備されてい

る。既存のリカン SCS はリカン地区の入口の三叉路に位置し、接道する北側に入口があ

る。町は小規模なため地域住民のアクセスは良い。既存 SCS の敷地は、約 16ｍ×24ｍの

矩形の敷地であり、ほぼ平坦である。 

既存 SCS の概要は表 2-9 のとおりである。 

 

表2-9 リカン SCS の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

出典：質問票 

 

地区 保健区 　リカン　地区 リオバンバ・チャンボ区（１区）

外来患者数 主要疾病   疾病　急性呼吸器系疾患

レファラル先 人数,主要疾病   5人/月　疾病：  -

開院時間 開院日   8：00　～　　18：30   月～金

  幹線道路に面する　　　   道路状況 ：普通

  周辺住民のアクセス ：普通

  傾斜　無 特徴

  電気：低圧　給水：市水　排水：下水道　通信：電話　ガス：なし

  メモ：固定電話なし／発電機・焼却炉なし

特記事項   道路が2又に分岐する部分に位置し、周囲には建物が少ない。

  入居後３年経過にしては、施設の老朽化が進んでいる。

  ３年前にEUから寄贈された施設である。

部門（棟名） 診察室数 医師数 看護師 患者数

一般診療科 2室 2人 1人 50-60人/日

歯科 1室 1人 0人 0人/日

その他

  5名医療従事者数と種別

  (一般）50-60人/日　（歯科）0人/日

  Riobamba病院　30分

備考

１室は5歳未満の患者用と
して運用。

2013年1月より歯科医師が
不在で機能していなかった
時期がある。

  ラボ,看護士室,薬局

既存施設
の構成

敷地/
施設概要

アクセスと
敷地状況

インフラ

既存施設の現状

診療科目　等

名称

土地所有権

裨益人口

　医師2名、看護師1名、歯科医1名
　その他人員1名

  SCS. Lican

  保健省

  8600人

  内科、歯科、ワクチン接種(一般診察室で行う）、
  ラボ(基礎的な検査(血液、尿、便、結核）1年前に検査機器が盗難)
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② 既存施設の配置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-7 リカン SCS の既存施設の配置状況 

 

③ 施設状況 

エントランスホールから入って、左手に受付、右手に待合が位置し、待合を挟んで、

歯科診察室 1 室、一般診療診察室 1 室、薬局が配置される。他１室の診察室は、エント

ランス側の 5 歳児未満処置室の奥に配置される。その他に看護士室、ラボ等で構成され

る。歯科診察室はあるが、医師の契約が切れたため 2013 年 1 月以降、調査時は使用して

いなかったが、現在は歯科医を新規契約して使用を再開している。建物は 3年前に EU の

支援で建設され、新しく状態もよい。施設内は整理整頓が行き届いている。この周辺の

保健医療施設にはラボがないので、リカン SCS で 8 ヶ所の保健医療施設の検体を受け入

れて検査を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-8 リカン SCS の施設状況 

看護士室

WC 
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受付
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給水用圧力タンク 
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リオバンバ市 
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④ 設備状況 

a) 電気設備 

前面道路に沿って配線されている低圧幹線から架空配線で 240V、60Hz の低圧電力が

引込まれている。電力は給水ポンプや機材及び照明などに使われている。照明器具は

蛍光灯が使われているが照度は低い。 

b) 通信設備 

固定電話は設置されていない。 

c) 給水設備 

市水が半地下式のコンクリート製受水槽（内側白タイル貼り）に引込まれており、

空気タンク付の加圧ポンプにより各所に給水されている。飲料用の水はボトルウオー

ターが使われている。 

d) 排水設備 

ロータンク式洋風大便器がロッカー室を兼ねたスペースに配置されている。下水は

下水本管に接続されている。 

e) 消火設備 

ABC タイプの粉末消火器が壁に固定されている。 

f) 廃棄物処理 

医療廃棄物は分別収集され、衛生環境管理局によって回収処理される。廃棄物は一

般ごみ、プラスチックごみ、医療ごみなどに分別され、色分けしたボックスに保管さ

れる。 

g) 空調換気設備 

機械を使った空調及び換気設備はなく、窓を開けて行う自然換気のみである。 
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3） サンタ・ロサ SCS 

① サンタ・ロサ SCS の概要 

サンタ・ロサ地区はリオバンバの市街地のほぼ中心に位置し、政府関係機関が集中す

るスークレ公園からも徒歩 7～8分程度である。周辺は商店が立ち並び、人通りも車の往

来も多い地域である。2012 年 12 月に、老朽化の激しい 50ｍほど離れた旧 SCS より移転

して、仮 SCS として 4 階建てのビルの 2 階部分を 1 フロア賃借し営業している。改修し

たばかりで比較的新しいが、待合などの広さが十分でなく手狭である。施設内は比較的

整理整頓が行き届いている。キューバ人医師と看護婦が勤務していた。 

既存 SCS の概要は表 2-10 のとおりである。 

 

表2-10 サンタ･ロサ SCS の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：質問票 

  3ヶ月前に移転(仮SCS)

  民間   $1300/月でビルの1フロアを賃貸

外来患者数 主要疾病   疾病　急性呼吸器系疾患

レファラル先 人数,主要疾病   28人/月　疾病：眼科など

開院時間 開院日   7：30　～  18：30 月～金　　土　

  幹線道路に面する　　　   道路状況 ：良

  市街地に位置する   周辺住民のアクセス ：普通

  傾斜　無

  電気：低圧　給水：市水　排水：下水道　通信：電話　ガス：なし

  メモ：以前のCSは水が出なかったり詰まったりしたが、ここは問題ない

特記事項   敷地周辺は店舗が連なる市街地である。

  ビルの２Fで運営されている。

  入居から時間があまり経過していないので、施設の保全状況は比較的良い。

  内科、歯科、ワクチン接種(一般診察室で行う）

部門（棟名） 診察室数 医師数 看護師 患者数

一般診療科 2室 2人 2人 55人/日

歯科 1室 1人 1人 25人/日

その他

  8名

  看護士室兼薬局,資料室,倉庫

  医師2名、看護師3名、歯科医1名 、管理者(所長)1名、
　その他人員1名

備考

  旧SCSは約50ｍ程離れて位置し、施設は1階に薬局と歯科、２Fに診察室1室と
　看護士室を配備していた。

  旧SCSはコミュニティから寄贈され無料であったが、2012年12月に現在地に移転
した。

  18,000人

  （一般）55人/日　（歯科）25人/日

  Riobamba病院　30分

医療従事者数と種別

既存施設の現状

診療科目　等

既存施設
の構成

インフラ

名称

土地所有権

裨益人口

アクセスと
敷地状況

敷地/
施設概要

  SCS  Santa Rosa　
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② 既存施設の配置状況 

ビルの共用階段を上がってすぐの廊下が、待合を兼ねている。廊下の両側に、一般診

療診察室 2 室、歯科診察室 1 室、記録庫、薬局兼看護士室、倉庫が配置される。診察室

は比較的広さに余裕があるが、1.2ｍ程度の幅の廊下に椅子を並べて待合としているため、

待合はかなり混み合っている。ラボはなく、検査が必要な場合は近くの保健施設に患者

を送っている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図2-9 サンタ・ロサ SCS の既存施設の配置状況   

 

③ 設備状況 

a) 電気設備 

ビルの 1フロアをテナントとして間借りし、CS として使われていることから電力の

引込みなどの状況は不明である。照明器具はカバー付円形の蛍光灯と白熱球が使われ

ているが、照度が低い。非常用の照明としてバッテリー付照明装置が壁に配置されて

いる。 

b) 通信設備など 

固定電話が使われている。 

また、電池式の時計が壁にかけられている。 

c) 給排水設備など 

飲料用の給水は「エ」国で一般的なボトルウオーターが使われている。 

トイレはビル共用のものを使っている。 

d) 消火設備 

ABC タイプの消火器が備えられている。 

e) 廃棄物処理 

医療廃棄物は分別収集されている。 

f) 空調換気設備など 

基本的に機械による空調及び換気設備はなく、窓を開放して行う自然換気である。

オゾン滅菌装置が壁に配置され、室内の消毒が行われている。 

 

歯科 記録庫 診察室 2

診察室 1
薬局 

看護士室 
倉庫 

サンタ･ロサ 

SCS 

CARABOBO 

CHILE 
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（2） 既存機材の現状 

カルピ SCS、リカン SCS（カルピ CS と吸収合併する）及びサンタ・ロサ SCS の既存機材の

現状は次のとおりである。 

 

1） カルピ SCS の既存機材 

① 診察室（2 室）・準備室（1 室）の機材：診察台、新生児処置台、器械台、踏台がそれ

ぞれ 2 台ずつと検診台、点滴スタンド、成人用体重計、新生児用体重計、乾熱滅菌器

が 1 台ずつある。しかしほぼ半数の機材が老朽化により正常に稼働していない。これ

らの機材は 2002 年から 2006 年に調達されており、新施設が完成するときには 10 年以

上経ち耐用年数を過ぎていることになる。また、正常に稼働している器械台や踏台な

どは本計画で必要な仕様を満たしていないため、今後引き続き使用可能な機材は既存

の保健ポスト（グアンツル・グランデ、プルウアイ、カチャ・チュユグほかの 11 ヶ所）

に移設して使用することになっている（以下同様）。 

② ワクチン接種室の機材：冷蔵庫 1 台。家庭用冷蔵庫であり重要かつ高価なワクチンを

保管するには適さない。上述と同様に今後保健ポストに移設して薬品の保管などに使

用する予定である。 

③ 歯科診察室の機材：2005 年に調達したブラジル製の歯科ユニット 1 台、乾熱滅菌器 1

台。歯科ユニットは既に耐用年数（7年程度）を超えており、新施設で引き続き使用す

るのは困難である。また、同機材の施設との取り合い（床埋め込みの給排水、電気及

び圧縮空気の取り合い）部分は複雑であり、新施設への移設は難しい。乾熱滅菌器は

歯科器具の滅菌には適さないため、本計画では代替機材として高圧蒸気滅菌器を整備

する。 

 

2） リカン SCS の既存機材 

① 診察室（2室）・準備室（1室）の機材：リカン SCS の既存機材は、カルピ SCS、サンタ・

ロサ SCS の既存機材と同様に本計画で求められる仕様を満たさない機材が多いため、

新しいカルピ CSと吸収合併したあとは既存保健ポストに移設して使用される予定であ

る。 

② ワクチン接種室の機材：ほとんどの既存機材が本計画で必要となる仕様を満たさない

ため新施設での使用は困難である。 今後引き続き使用可能な機材は保健ポストで使う

ことになる。 

③ 歯科診察室の機材： カルピ SCS、サンタ・ロサ SCS の既存機材と同じ理由で新施設へ

移設して引き続き使用することはできない。 

④ 臨床検査室の機材：リカン SCS での臨床検査は 2009 年 5 月に開始している。ほとんど

の機材が第 3 保健センターの検査室から移設した中古機材であり、冷蔵庫以外は耐用

年数を既に超えている。下表に述べる理由から、新施設に移設して引き続き使用可能

な既存機材はない。 
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表2-11 機材の稼働状況 

機材名 
メーカー 
（型式） 原産国 

調達し
た年 

耐用年
数（注） 

稼働現状 

顕微鏡 
LW SCIENTIFIC 
(629) 

中国 2002 8 年 
レンズが損傷している。交換部品
の調達ができない 

顕微鏡 
MOTIC 
(BA310) 

米国 2000 8 年 
結核プログラムから借用してい
るがランプが頻繁に切れる 

振とう器 
BUNSEN 
(2682-1) 

スペイン 2002 8 年 
バンド部分が損傷しており修理
は不可能 

冷蔵庫 
INDURAMA 
(RI-395) 

エクアド
ル 

2005 8 年 
稼働しているが家庭用冷蔵庫で
あり適切な温度管理ができない 

遠心機 
IEC CLINICA 
( - ) 

米国 2000 7 年 老朽化により頻繁に故障する 

ヘマトクリ
ット遠心機 

NAHITA 
(2900) 

スペイン 2007 7 年 故障しており修理不可能 

ヘマトクリ
ット遠心機 

BUNSEN 
( - ) 

スペイン 2005 7 年 
第 3 保健センターから借用して
いる 

分光光度計 
VITAL SCIENTIFIC 
(SN76208) 

ドイツ 2003 7 年 電球が過熱して時々故障する 

（注）日本での耐用年数であり現地、第三国では多少異なる可能性がある。 

 

3） サンタ・ロサ SCS の既存機材 

① 診察室（2 室）・準備室（1 室）の機材：診察台、シャウカステンがそれぞれ 2 台ずつ

と器械台、検診台、踏台、点滴スタンド、診察灯、処置台、新生児用体重計などの 12

品目の基本機材がそれぞれ 1 台ずつあるが、本計画で必要な仕様を満たさない機材と

老朽化によって正常に稼働していない機材とが約半数を占めている。上述のカルピ SCS

既存機材と同様に新施設が完成する時期には耐用年数を過ぎていることになり、これ

らの機材は今後既存保健ポストに移設して引き続き使用されることになっている。 

② 歯科診察室の機材：2002 年に調達したコロンビア製の歯科ユニットは耐用年数を超え

ており修理を繰り返し使用しているため、新施設に移設して引き続き使用することは

困難である。可視光線照射器も耐用年数（7年程度）を超えており時々故障しており今

後新施設で引き続き使用するのは難しい。乾熱滅菌器については歯科器具の滅菌に適

さないため、カルピ CS と同様に代替機材として高圧蒸気滅菌器を本計画で整備する。 

表2-12 現有機材リスト 

カルピ SCS 

部屋名 番号 機材名 メーカー名 型式 原産国 
設置 
した年 

稼働状況 

診察室 1 1 診察台 MAROMI _ エクアドル 2006 稼働 

2 検診台 PROLABOR _ エクアドル 2004 稼働 

3 踏台（1段） PROLABOR _ エクアドル 2005 稼働 

診察室 2 4 診察台 MAROMI _ エクアドル 2005 稼働 

5 新生児用処置台 MAROMI _ エクアドル 2005 
老朽化により一

部破損 

6 器械台 EUROMEDICAL _ エクアドル 2004 
必要仕様を満た

ない※ 

7 点滴スタンド PROLABOR _ エクアドル 2004 稼働 
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部屋名 番号 機材名 メーカー名 型式 原産国 
設置 
した年 

稼働状況 

準備室 
8 体重計 DETECTO 416 米国 2005 

老朽により測定

精度が悪い 

9 新生児用体重計 SECA 3341321008 ドイツ 2006 
老朽により測定

精度が悪い 

10 新生児用処置台 MAROMI _ エクアドル 2005 
老朽化しており

診療に適さない

11 処置台 MAROMI _ エクアドル 2006 稼働 

12 踏台（2段） VEGA NEON  _ エクアドル 2005 稼働 

13 乾熱滅菌器 HALLO AS EL-1 ドイツ 2002 故障 

14 器械台 MAROMI _ エクアドル 2005 
老朽化により正

常に稼働しない

ワクチン

接種室 
15 冷蔵庫 HACEB N12-1L MX コロンビア 2006 

必要仕様を満た

ない※ 

歯科診

療室 

16 歯科ユニット UNIK _ ブラジル 2005 稼働 

17 乾熱滅菌器 CROMADENT EK-01 ブラジル 2005 
歯科器具の滅菌

に適さない 

 

リカン SCS 

部屋名 番号 機材名 メーカー名 型式 原産国 
設置 
した年 

稼働状況 

診察室 1 1 診察台 PROLABOR _ エクアドル 2005 稼働 

2 シャウカステン _ _ エクアドル 2006 
必要仕様を満た

ない※ 

3 点滴スタンド _ _ エクアドル 2006 稼働 

4 診察灯 DO METAL _ エクアドル 2006 
必要仕様を満た

ない※ 

5 検診台 PROLABOR _ エクアドル 2005 稼働 

6 器械台 _ _ エクアドル 2002 
必要仕様を満た

ない※ 

診察室 2 7 診察台 PRODIMEDA  _ エクアドル 2005 稼働 

8 診察灯 _ _ エクアドル 2002 
必要仕様を満た

ない※ 

準備室 9 新生児用身長計 Seca 416 ドイツ 2001 稼働 

10 身長計 PRODIMEDA  SECA ドイツ 2000 稼働 

11 体重計/身長計 Detecto SP7044 米国 2006 
老朽により測定

精度が悪い 

12 新生児用体重計 HEALTH METER 339 米国 2006 
老朽により測定

精度が悪い 

13 デジタル血圧計 ROSSMMAX ME150F 米国 2000 稼働 

164 踏台（1段） PRODIMEDA  _ エクアドル 2006 稼働 

処置室・ 

ワクチン

接種 

15 冷蔵庫 HACEB N102P コロンビア 2006 
必要仕様を満た

ない※ 

16 乾熱滅菌器 MLW HST5010 イタリー 2005 同上 

17 新生児用処置台 _ _ エクアドル 2004 稼働 

18 診察灯 _ _ エクアドル 2002 
必要仕様を満た

ない※ 

19 器械台 _ _ エクアドル 2003 同上 
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部屋名 番号 機材名 メーカー名 型式 原産国 
設置 
した年 

稼働状況 

歯科診

療室 

10 歯科ユニット DENTAL OCHOA KROMADENT コロンビア 2002 時々故障 

21 乾熱滅菌器 Sterri-Dent HST 5010 ドイツ 2004 時々故障 

臨床検

査室 

22 顕微鏡 L.SCIENTIFIC 629 中国 2002 故障 

23 顕微鏡 MOTIC BA310 米国 2000 時々故障 

24 振とう器 BUNSEN 2682-1 スペイン 2002 時々故障 

25 冷蔵庫 INDURAMA RI-395 エクアドル 2005 稼働 

26 遠心機 IEC CLINICAL _ 米国 2000 時々故障 

27 
ヘマトクリット

遠心機 
NAHITA 2900 スペイン 2007 故障 

28 
ヘマトクリット

遠心機 
BUNSEN _ スペイン 2005 稼働 

29 分光光度計 V.SCIENTIFIC SN76208 ドイツ 2003 時々故障 

 

サンタ・ロサ SCS 

部屋名 番号 機材名 メーカー名 型式 原産国 
設置 
した年 

稼働状況 

診察室 1 1 診察台 A.COMERCIO _ エクアドル 2005 稼働 

2 器械台 PRODIMEDA _ エクアドル 2007 
必要仕様を満た

ない※ 

3 シャウカステン PROLABOR _ エクアドル 2006 
必要仕様を満た

ない※ 

4 検診台 PROLABOR _ エクアドル 2006 稼働 

5 踏台（2段） A.COMERCIO _ エクアドル 2006 稼働 

診察室 2 
6 シャウカステン PROLABOR _ エクアドル 2006 

必要仕様を満た

ない※ 

7 点滴スタンド PRODIMEDA _ エクアドル 2001 稼働 

8 診察台 PRODIMEDA _ エクアドル 2006 稼働 

9 診察灯 _ _ 米国 2002 
必要仕様を満た

ない※ 

準備室・

処置室 

10 乾熱滅菌器 Sterri-Dent ISO 500 イタリー 1983 故障 

11 冷蔵庫  _   N13-NFMC  コロンビア 2004 稼働 

12 処置台 PRODIMEDA _ エクアドル 2002 稼働 

13 新生児用体重計 Seca 416 ドイツ 2005 
老朽により測定

精度が悪い 

14 新生児用身長計 Seca 132 ドイツ 2006 稼働 

15 新生児用処置台 A.COMERCIO _ エクアドル 2007 稼働 

16 体重計/身長計 Detecto 132 米国 2005 
老朽により測定

精度が悪い 

歯科診療

室 

17 歯科ユニット DENTAL OCHOA KAVO  コロンビア 2002 時々故障 

18 可視光線照射器 Dentamedia Litex680A イタリー 2006 時々故障 

19 乾熱滅菌器 HALLO GIMETTE 50 イタリー 2006 時々故障 
※本計画で求められる仕様が満たされていない 
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（3） 類似施設調査 

1） チンボラソ県 CS、SCS 

調査を行ったチンボラソ県の CS、SCS の概要を下表に示す。 

表2-13 チンボラソ県調査対象類似施設の概要 

第○区画 1 3

区名称 ｸﾏﾝﾀﾞ･ﾊﾟﾗﾀﾝｶﾞ区

SAN JUAN RIOBAMBA SAN ANDRES GUANO CUMANDA

サン･ファン リオバンバ サン･アンドレス グアノ クマンダ

第1次医療施設 第1次医療施設 第1次医療施設 第1次医療施設 第1次医療施設

現状 SCS CS SCS CS SCS

予定 CS TIPO　A CS TIPO　C CS TIPO　A CS TIPO　C CS TIPO　C

米州銀行（BID) 保健省で建設予定 - 保健省で建設予定 保健省で建設予定

機関名称
CS de SAN JUAN
サン･ファン郡CS

CS de RIOBAMBA no.1
リオバンバ郡第１CS

CS de ANDRES
サン･アンドレス郡CS

CS de GUANO
グアノ郡CS

CS de CUMANDA
クマンダCS

14,222人 36,394人 18,792人 50,883人 (Cumanda) 13,344人

既存 有 有 有 有 有

既存の老朽度 中（内部）高（外部） 高 中 低 中

建設用地 有 有(同敷地の裏側） 無 有(但し他を検討） 有

土地所有権 保健省 保健省 ― 保健省 保健省

不要 不要 不明 不要
有
（但し少し不便な場所）

電気 低圧引込 低圧引込 低圧引込 低圧引込 低圧引込

ガス なし なし なし なし なし

給水/排水 あり あり あり あり あり

通信 なし 電話・TV 電話 電話・TV 電話・TV

17km ー 14km 5km 70～80km

市からの距離
街中心　から600ｍ
（街外れ）

　街中心から１km
街中心から500ｍ

　街中心から１km
街中心から900ｍ

道路状況 X　悪 ○　良 X　悪 X　悪 ○　良

△（街外れだが遠くは
ない）

○　良 X　悪 △(中心ではない） △(中心ではない）

8,400人 53,460人 8,964人 14,706人
25,000人

（周辺3市を含む）

5,720 91,250 16,800 34,675 53,655

440 7,604 1,400 2,890 4,471

医師:2名（常駐1、巡回1） 医師：8名 医師：3名
医師：5名

（常駐2名、巡回3名）

医師:6名

（院長1、農村医4、契約医1）

歯科医:1名 歯科医:3名 歯科医：1名 歯科医：2名（1名は契約） 歯科医:1名

看護師:1名（正） 精神科医：1名 看護師：2名（正2） 産科医：1名 産科医:1名

歯科助手:1名 看護師：9名（正3、准6） 歯科助手：1名 検査技師：1名 検査技師：1名

薬剤師：1名 薬剤師：1名
看護師：4名

（1名は契約、2名は見習い）

看護師:3名

（正1、准1、見習い1）

検査技師：3名 看護助手：1名 歯科助手:1名

歯科助手：2名 歯科助手：1名 事務:1名

薬剤助手：1名 薬剤師：1名 衛生検査官:1名

統計管理：3名 薬剤助手：1名

総務：1名 栄養士（水・木のみ）

衛生検査官：8名 衛生検査官:1名

5名 40名 8名 19名 15名

疾病 急性呼吸器系疾患 急性呼吸器系疾患 急性呼吸器系疾患 急性呼吸器系疾患
急性呼吸器系疾患、
(デング熱もあり）

死因 心肺疾患 老衰、呼吸器疾患

リオバンバ病院 リオバンバ病院 リオバンバ病院 リオバンバ病院 グアヤキルの病院へ

搬送時間 搬送手段 45分 歩15分（900m） 1.0時間 0.5時間 1.5～2.0時間

レファー人数 （人/月） 18～20人/月 380～400人/月 40人/月 100人/月 80人/月

現有機能

1）診察 ○ ○ ○ ○ ○

2）分娩/出産 ｘ ○ ｘ ○（緊急時のみ） ○

3）処置/治療 ○ ○ ○ ○ ○

4）予防接種 ○ ○ ○ ○ ○

5
区

グアノ･ペニペ区

グレード

リオバンバ･チャンボ区

保健区人口（2012）

周辺住民のアクセス

リオバンバからの距離

インフラ状況

郡

建設予定(資金）

建設中の仮CS用建物

主要疾病･死因

裨益人口（万人）

外来患者数（人/年）

月間外来患者数

人員配置

合計

保健医療活動

レファラル先
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① クマンダ SCS（調査対象類似施設） 

クマンダ郡唯一の保健施設であり、また近隣 3県含む 4県からの患者が集まる重要 SCS

である。老朽化も激しかったため要請にあがったが、緊急に整備する必要があることか

ら保健省で建設することになり、要請が取り下げられた。施設は、この地域の SCS の一

般的なプラン構成である。 

 

② リオバンバ No1 CS、No3 CS、グアノ CS、サン･ファン SCS、サン･アンドレス SCS（調

査対象類似施設） 

a) CS:リオバンバ No1 CS、No3 CS は、リオバンバ市内に位置する CS で、比較的規模が

大きいため設備はそろっている。裨益範囲外の患者も来院しており、待合はかなり

混雑している。グアノ CS はグアノ郡に位置する CS で比較的新しく設備も整ってい

るが、築年数の割りに傷みがある。グアノ CS、リオバンバ No1 CS は当初要請施設

であり、老朽化も激しい。リオバンバ No.3CS は、2009 年開院で、比較的新しい。

維持管理等を担当する第 1保健事務所を 1階に併設している。 

 

b) SCS:サン･ファン SCS、サン･アンドレス SCS は当初の要請施設である。サン・ファ

ン SCS は内外部ともかなり老朽化が激しい。サン･アンドレス SCS も劣化はしている

が、使用に支障があるほどではない。サン・ファン SCS とサン･アンドレス SCS はこ

の地域の SCS の一般的なプラン構成である。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図2-10 調査対象類似施設の配置状況   

リオバンバ･チャンボ区

グアノ･ペニペ区

クマンダ・パラタンガ区

コルタ・グアモテ区 

アラウシ・チュンチ区

ペニペ郡 

グアノ郡

チャンボ郡

リオバンバ郡 
コルタ郡 

グアモテ郡 

アラウシ郡 

チュンチ郡 

パラタンガ郡 

クマンダ郡 
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2） リオバンバ病院、コルタ病院（上位レベル医療保健施設） 

① リオバンバ病院は 1997 年開院の総合病院であり、内科、外科、産婦人科、小児科、リ

ハビリ科、入院施設が備わっている。手術、画像診断等も行っている。現状はリオバ

ンバ郡のトップリファラル病院であり、チンボラソ県のトップリファラルでもある。 

 

② コルタ病院はコルタ郡の第二次レベルの総合病院である。リオバンバ病院より小規模

であるが、同様に内科、外科、産婦人科、小児科、リハビリ科、入院施設が備わって

おり、手術、画像診断も行っている。同敷地内に保健センターの役割を担う建物が併

設されている。 

 

3） 建設中、竣工直後 CS （ラッソ CS、パトゥタン CS、ローマ・グランデ CS、ケソ CS） 

保健省作成の CS 基準図面を元にチンボラソ県周辺で建設中であった 4CS を見学した。 

 

① 建設中 CS 

ラッソ CS、ケソ CS は C タイプ、パトゥタン CS は B タイプで、いずれも躯体が出来上

がったところであった。工期 4ヶ月程度で竣工予定であったが工事が遅れていた。 

配管は埋め込みで、X 線室の壁はレンガあるいはコンクリートブロック積みとなって

いた。屋根は屋根用のブロックで施工されており、屋根を支える梁は現場によって、異

なり、RC のところと、鉄骨のところがあった。 

② 竣工直後 CS 

ローマ・グランデ CS は A タイプの CS であった。開院したてであったが、かなり待合

は混雑しており、住民に認知されている。 

外壁は基本的に塗装であるが、一部アルミパネルが使用されている。内部仕上げは、

床がタイル、壁がモルタルに塗装、一部タイルである。 

 

③ 設備状況（ローマ・グランデ CS） 

既に開院しており、設備状況が調査可能であったローマ・グランデ CS について記す。 

a) 電気・電灯設備 

高圧電力が別棟の電気室に引込まれ、トランスにより低圧されて施設各所に供給さ

れている。停電対策として 150kVA のディーゼル発電機が発電機室に設置され、停電時

には自動的に発電機回路に切り替わる。 

照明器具は角型のルーバー付蛍光灯とダウンライト式蛍光灯が主体であり照度は高

く、玄関の庇には LED 照明が設置されている。部分的にトップライトにより昼光を取

り入れ、照明の補助となっている。また、バッテリータイプの非常用照明が壁に設置

されている。 

b) 電話設備 

無線式の固定電話が 1台設置されている。 

c) TV 共聴設備 

壁掛式テレビが待合スペースに設置されている。 
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d) 警報監視設備 

ITV 装置がエントランスや外部に設置されており、受付うしろにあるパネルスペー

ス内のモニターに表示され、記録もされている。また、人感センサーが各室に設置さ

れ、また防犯センサーが外部に設置されて警報が表示される。 

e) 自動火災報知設備 

煙感知器と押しボタンによる火災報知設備が設置され、火災報知盤は受付うしろに

あるパネルスペース内に設置されている。 

f) 入退室管理設備 

生体認証付の入退室管理装置が受付近くに設置されている。 

g) 給水設備 

地下式のコンクリート製受水槽が設置され、空気タンク付の加圧ポンプにより各所

に給水されている。 

h) 排水設備 

トイレにフラッシュバルブ式洋風大便器やシングルレバータイプの洗面器が設置さ

れている。 

トイレなどからの生活排水は外部の浄化槽によって処理されているが、処理方式や

処理後の放流先は不明である。 

i) 給湯設備 

CS 施設では電気温水器 2台によるセントラル給湯が行なわれ、ラインポンプによっ

て湯が循環されている。宿直室のシャワールームにはヒーターが組み込まれたシャワ

ーヘッドが設置され給湯が行われている。 

j) ガス設備 

宿直室の調理用として LP ガスシリンダーがキッチン内に置かれている。 

k) 消火設備 

消火器などの消火設備は設置されていない。 

l) 廃棄物処理 

廃棄物は分別収集がなされている。 

m) 空調設備 

パネルスペースには発熱する盤類が設置されていることから、壁掛タイプの冷房専

用エアコンが設置されている。 

パネルスペース以外は基本的に自然換気となっており、窓を開けて換気を行う。 
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２－２ プロジェクトサイト及び周辺の状況 

 

２－２－１ 関連インフラの整備状況 

 

（1） カルピ CS 

カルピ CS はチンボラソ県都リオバンバ市の北東に位置するカルピ地区の一次保健医療施

設として整備される。カルピ地区はチンボラソ山の麓の集落で、中心部に程近い町の入口の

スポーツ広場を計画用地としてカルピ CS を新設し、既存のカルピ SCS とリカン SCS が統合し

て移転する予定となっている。 

 

1） 電力 

電力会社 Empresa Eléctrica Riobamba S.A.(EERSA)により、カルピ地区に供給されてい

る。EERSA によると停電は年 6回程度(4～5 時間/回)。既存のカルピ SCS で電圧の実測を行

ったところ、平均して 111V で概ね±5%の変動率に収まっていたが、午前 7 時頃に 100V ま

で低下していた。 

建設予定地の近辺に高圧 13.8kV 電力線が配線されており、各所の柱上トランスにより変

圧されて近隣に送電されている。 

 

2） 通信 

電話会社 Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT)による電話回線網が整備

されている。建設予定地の前面道路に電話線が配線されている。 

 

3） 給水 

市水は敷地近くの丘にある配水場より、本計画地域へ自然流下方式により給水されてい

る。建設予定地の前面道路には市水管が埋設されていないため、相手国側工事による直近

の市水管からの分岐・延伸を要請した。 

市水は、配水場から 15km 離れた山麓の湧水を原水としており、塩素消毒を行っている。

調査期間中に市水の水質検査を ESPOCH（チンボラソ県工科大学）に依頼したところ、大腸

菌が検出され、残留塩素が基準値以下だった他、硝酸性窒素、リン酸が非常に高い値を示

したが、国内で独自に試験したところ、全硬度はやや高いものの、基準値以下であった。

既存の保健センターでは、飲料用水としてボトルウオーターが一般的に使われている。 

なお水道の水質改善に係る対応については 3-2-2-3-3 設備計画を参照のこと。 

 

4） 排水 

公共下水本管は近隣に300φ配管が通っているが、前面道路には布設されていないため、

相手国側工事による直近までの延伸を要請した。 

下水道インフラには下水処理場がなく、汚水排水は浄化されることなく河川に放流され

ている。雨水排水網はないため、建設予定地の雨水排水は隣接して流れる河川へ放流する。 
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5） 廃棄物処理 

廃棄物は環境衛生管理局が回収し、焼却せずに処分場に埋め立てている。既存 SCS では、

保健省のルールによる一般廃棄物と医療廃棄物の分別が行われている。 

 

図2-11 カルピ CS 給排水インフラの整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-12 カルピ CS 電力・通信インフラの整備状況 

電柱（既存）

MDF

：高圧電力

（既存）

：電話線

（既存）

計画地

： 給水管

（既存 ）

： 汚水排水管

（既存 ）

計画地
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（2） サンタ・ロサ CS 

サンタ・ロサ CS はチンボラソ県都リオバンバ市内に位置するサンタ・ロサ地区の一次保健

医療施設として整備される。既存はサンタ・ロサ SCS であり、市街地のテナントビル内で運

営されている。建設予定地は農牧省および環境省の敷地内にあり、完成後にサンタ・ロサ SCS

は移転する計画となっている。 

 

1） 電力 

電力会社 EERSA により、サンタ・ロサ地区に供給されている。EERSA によると停電は年 3

～4 回程度(1～2 時間/回)。建設予定地近くの農牧省庁舎内で電圧の実測を行ったところ、

平均して 125V で概ね±5%の変動率に収まっていた。 

建設予定地の前面道路に高圧 13.8kV 電力線が配線されており、各所の柱上トランスによ

り変圧されて近隣に送電されている。 

 

2） 通信 

電話会社 Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT)による電話回線網が整備

されている。建設予定地の前面道路に電話線が配線されている。 

 

3） 給水 

市水は上下水道局 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Riobamba(EMAPAR)により、給水されている。建設予定地の前面道路には 63φの市水管が埋

設されている。 

市水は 1日の内、朝 2時間、昼 2時間、夜 2時間の通水を行っている。EMAPAR より入手

した水質検査結果によると、残留塩素が基準値以下で、全硬度量が非常に高かった。 

国内で独自に試験したところ、全硬度はやや高いものの、基準値以下であった。なお水

道の水質改善に係る対応については 3-2-2-3-3 設備計画を参照のこと。 

 

 

4） 排水 

公共下水本管は前面道路に 250φ配管が通っている。 

下水道インフラには下水処理場がなく、汚水排水は浄化されることなく河川に放流され

ている。雨水排水は、汚水と合流となっている。 

 

5） 廃棄物処理 

廃棄物は環境衛生管理局が回収し、焼却せずに処分場に埋め立てている。既存 SCS では、

保健省のルールによる一般廃棄物と医療廃棄物の分別が行われている。 
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： 給水管

（既存）

： 汚水排水管

（既存）

計画地

計画地

 

図2-13 サンタ・ロサ CS 給排水インフラの整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-14 サンタ・ロサ CS 電力・通信インフラの整備状況 

電柱（既存）

：高圧電力

（既存）

：電話線

（既存）

計画地計画地
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２－２－２ 自然条件 

 

（1） 気温、湿度 

リオバンバ市は南緯 1°40′東経 78°38′に位置し、標高が 2800ｍあるため高山気候に属する。

年間を通じて 14℃程度だが、日較差が大きく 0℃近くまで冷え込む時間帯もある。  

相対湿度は年間を通じて 84%程度と高めだが、これは気温が低いためであり、体感としては

比較的乾燥して感じられる。  
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（出典：エクアドル気象局データ 2000～2012） 

図2-15 リオバンバの気候（温湿度） 

 

 

（2） 降雨・風 

雨季と乾季があるが、リオバンバ市では雨季でも月間 100 ㎜を越えることはない。近年で

は明確な雨季・乾季の別がなくなっており、灌漑の必要性が高まっている。  

年間風速は 3.6m/s で、風向は山間部のため地形により異なるが、年間を通じて北風が多い

傾向がある。  
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図2-16 リオバンバの気候（雨と風） 
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（3） 日射・紫外線 

赤道直下のため太陽高度は高い。平均日射量は 4.48kWh/㎡で東京の約 1.2 倍であり、日射

しも強く、海抜が高いため紫外線も強い。 

 

（4） 地震 

2008 年以降にチンボラソ県で発生した地震歴によると、マグニチュード 4以上の地震が頻

繁に発生している。2007 年以前の地震歴が残っていないため大地震発生の有無や、建物被害

は不明であるが、地震に対する対策が必要である。 

 

 
図2-17 チンボラソ県の地震歴 

 

（5） 火山活動 

2009 年以降のチンボラソ県で発生した火山歴によると、年に数回の火山活動が発生してい

る。火山活動による地盤の揺れはあるようだが、具体的なマグニチュード、火山性地震によ

る建物被害などの記録は示されていない。 

 

チンボラソ県 

カルピ CS 

サンタ・ロサ CS 
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（6） 地盤 

カルピは地盤調査結果より、表層からの深さが９m 程度まではＮ値が 6～30 程度のシルト

質砂質土と砂質シルト層が互層となっており、それ以深は N値が 50 以上の非常に硬いシルト

質砂質土となっている。 

サンタ・ロサは地盤調査結果より、表層からの深さが４m 程度までＮ値が 8～20 程度のシ

ルト質砂質土となっており、それ以深は N値が 50 以上の非常に硬いシルト質砂質土となって

いる。 

 

 

図2-18 カルピ ボーリング柱状図 
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図2-19 サンタ・ロサ ボーリング柱状図 
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２－２－３ 環境社会配慮 

 

（1） 排水系 

リオバンバ市では、都市インフラとしての公共下水道が整備されており、上下水道局 EMAPAR

が管理している。下水について、河川放流、下水道放流の排水基準が定められているが、下

水処理場がないため、下水道から河川へ未処理の生活排水が放流されている。 

本計画では、敷地近くに公共下水道が布設されているので、下水道放流を行うが、「エ」国

の河川放流の排水基準を目標値として設定し、浄化槽により排水処理を行う。検査部門から

の排水に関しては、既存施設に倣い中和処理は行わない。なお、重金属、有機溶剤、および

感染系排水については、容器に貯留の上、専門業者に処分を委託することとする。 

 

（2） 廃棄物系 

廃棄物は環境衛生管理局が収集し、焼却せずに処分場に埋め立てている。既存 CS では、保

健省のルールによる一般廃棄物と医療廃棄物の分別が行われている。 

医療廃棄物は未処理のまま投棄されると、不正な再利用や土壌汚染、生態系の破壊を招き

かねない。特に感染性廃棄物は滅菌や焼却による処理が不可欠である。 

「エ」国では焼却炉の自家設置が禁じられているため、施設内での処理としてはオートクレ

ーブによる滅菌処理等が必要である。しかしながら、運用の難しさを考慮すると、各 CS の現

状の分別ルールを維持しながら、公共サービスもしくは外部委託による適切な収集・滅菌処

理が望ましい。保健省によると現在｢エ｣国の法律では、医療廃棄物は処理業者または、公

共事業者により処理することになっている。 

 

（3） 排気系 

本計画においては、自家発電機からの排出ガスが大気汚染の対象となるが、停電時および

試運転時のみの運用となるため、特に大きな問題とはならない。 

また、フロンによるオゾン層破壊、温室効果ガスによる地球温暖化が問題視されているが、

これに関連した本計画の設備としては、空調機等の冷媒があげられる。冷媒はオゾン破壊係

数、地球温暖化係数の極力小さなものを選定する。 
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２－３ その他 

 

プロジェクトの実施とグローバル一イシューとの関連性 

 

本プロジェクトの実施予定地のリオバンバ地域は山岳地帯にあり、先住民が多くまた貧困地帯

でもある。社会的・文化的背景から、保健医療施設に行きたがらない傾向があるため、出産も自

宅出産の割合が多い。そういった女性たちに出産、育児、幼児への予防接種等に対する正しい知

識を伝える場として、地域に根ざした第 1次レベルの保健医療施設は活用できると考えられる。 

社会的・文化的背景を十分に理解し、このプロジェクトを通じて、住民の保健意識の向上に貢

献するとともに、女性や母子にも使いやすい施設とすることで、女性の受診、検診率向上が期待

できる。 

 

 

 



 

 

 

第３章 プロジェクトの内容 
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第３章 プロジェクトの内容 
 

３－１ プロジェクトの概要 

 

（1） 上位目標とプロジェクト目標 

本プロジェクトは、国家計画、テリトリアル計画を踏まえ、地域医療の整備・リファラル

システムの構築・プライマリーへルスケアの実施のための第一次レベル保健医療施設の優先

的な拡充を支援するものである。要請された CS の施設・機材をライセンス基準に則って整備

することにより、住民への適切な保健医療サービスを提供し、同地域の保健医療サービスが

改善されることをプロジェクト目標としている。 

 

（2） プロジェクトの概要 

本プロジェクトは上記目標を達成するため、チンボラソ県リオバンバ郡内の２ヶ所の B タ

イプ保健センターを第一次レベルの保健医療施設として整備するものである。 

当初、「エ」国側より 4 ヶ所の CS の施設と機材の整備を要請された。そこで我が国は調査

団を派遣して、状況の確認と本計画推進の妥当性の確認を行った。 

調査団は現地調査及び保健省、地域保健調整局との協議を行うと共に本協力規模を踏まえ、

計画対象施設を 2ヶ所の CS に絞り込んだ。 

本無償資金協力では、上記目標を達成するために、対象 2ヶ所の CS の施設整備と機材整備

を行うと共に、機材の維持管理体制の強化についてのソフトコンポーネントを行うこととし

ている。これにより機材が長期間有効に活用され、効果的な診療活動が行われることが期待

されている。 

この中において協力対象事業は、カルピ CS、サンタ･ロサ CS それぞれの診療棟、機械棟を

建設し、各診療部門に機材を調達するものである。 

 

表3-1 カルピ CS の協力対象事業の概要 

事業構成 施設内容 

診療棟 

（平屋建/1,723.36 ㎡） 

外来部門：診察室（総合診療科、産婦人科、歯科、精神科）、薬局、

受付、応急措置部門 

リハビリ部門：診察室、リハビリ室、更衣室、他 

検査部門：ラボ、検体採取、結果分析室、他 

画像診断部門：X線検査室、超音波検査室、他 

管理・サービス部門：事務室、センター長室、情報室、死体安置室、

宿直室、スタッフ更衣室、他 

予防医学啓発室 

関連施設 

（平屋建/235.10 ㎡） 

機械棟：機械室、消火ポンプ室、医ガスボンベ庫、ジェネレーター室、

トランス室 

浄化槽 

合計 1,958.46 m2 

医療機材 
上記施設の運営に関わる一般外来、歯科、応急措置、画像診断、臨床

検査、リハビリ及び死体安置室の機材 
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表3-2 サンタ･ロサ CS の協力対象事業の概要 

事業構成 施設内容 

診療棟 

（2階建

/1,817.84 ㎡） 

１階 

(1,499.34 ㎡) 

外来部門：診察室（総合診療科、産婦人科、歯科、精神科）、薬局、

受付、応急措置部門 

リハビリ部門：診察室、リハビリ室、更衣室、他 

検査部門：ラボ、検体採取、結果分析室、他 

画像診断部門：X線検査室、超音波検査室、他 

管理･サービス部門：死体安置室、スタッフ更衣室、他 

予防医学啓発室 

２階 

(318.50 ㎡) 
管理部門：事務室、センター長室、情報室、宿直室 

関連施設 

（平屋建/235.10 ㎡） 

機械棟：機械室、消火ポンプ室、医ガスボンベ庫、ジェネレーター室、

トランス室 

浄化槽 

合計 2,052.94m2 

医療機材 
上記施設の運営に関わる一般外来、歯科、応急措置、画像診断、臨床

検査、リハビリ及び死体安置室の機材 
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３－２ 協力対象事業の概略設計 

 

３－２－１ 設計方針 

 

（1） 基本方針 

1） 保健省作成の CS 基準図面をベースにした施設計画 

保健省は CS の整備のためにライセンス基準を設け、それに則した各タイプ CS の基準図

面を作成している。この基準図面をベースに、ゾーニング、動線、メンテナンスのしやす

さ、将来対応等日本の知見や技術をとりいれた計画とする。 

 

2） 第一次レベルの保健医療サービスの強化 

本計画はチンボラソ県リオバンバ郡住民の保健医療サービスへのアクセス向上のため、

対象 CS を第一次レベルの保健医療施設として機能を満たすようにゾーニングの明確化、患

者と医療従事者の動線の分離化等を整備する。 

 

3） 裨益対象地域住民の疾病予防・健康促進に係る意識向上 

CSの裨益対象エリアにおけるコミュニティの出身者で構成されるコミュニティヘルスワ

ーカー（TAPS：Técnicos de Atención Primaria en Salud）は、各人の出身コミュニテ

ィにおいて保健医療に係る啓発活動を実施している。TAPS の活動の拠点となる予防医学啓

発室を各 CS に計画することにより、保健医療分野の予防と健康促進・改善に資する活動を

促進することとなり、地域住民の意識向上が期待される。 

 

4） 施設マスタープラン 

両施設への整備計画の策定にあたっては、機能別ゾーニング（施設マスタープラン）を

確定した上で、それに基づいた計画とする。なおカルピ CS については敷地に余裕があるこ

とから、将来の増築も可能な計画とする。 

 

5） 計画施設の規模設定 

規模設定に際しては、チンボラソ県の過去の患者数や人口と、各施設の裨益人口を基に

算出した予想患者数から、施設完成 4年後の 2020 年の予想患者数に基づき、規模を設定す

る。 

 

6） 建物の階数 

カルピ CS は十分な計画敷地が確保できることから、医療サービスの効率化を考慮し平屋

建てとする。サンタ・ロサ CS は、計画敷地が限られていることから 2 階建てを採用する。

なお 2 階部分は患者が利用しない管理諸室を配置することで、維持管理費用を必要とする

エレベーター等は設置しない。 
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7） 院内感染防止対策 

院内感染予防の観点から、患者と医療従事者等との動線交差の回避を図った計画とする。 

 

8） 環境への配慮 

両施設及びその周辺地への環境汚染防止に配慮した計画とする。 

 

9） ジェンダーへの配慮 

第一次レベルの保健医療施設において、予防、健康促進が主要なサービスであるため、

利用者は母子が多いという状況を考慮し、施設設計においてはジェンダーへの配慮を行い、

母子が利用しやすい計画とする。 

 

10） 技術的・財務的自立発展性 

施設および機材計画にあたっては、現在の運営能力（医療従事者数、技術水準、財務的

負担能力、消耗品・交換部品の入手状況等）を基に、技術的・財務的自立発展性を確保で

きる範囲に限定する。建設資機材の選定にあたっては、堅固な材料、メンテナンスフリー

に近い材料、竣工後の保守管理を容易にするために、可能な限り現地調達できる修繕交換

の容易な材料から選定する。 

 

11） 機材計画 

施設計画に基づき、第一次レベル保健医療サービスを提供するために必要な機材を計画

する。また、機材選定にあたっては、対象施設の医療従事者の技術レベル、運用能力に見

合った内容とする。 

 

12） ソフトコンポーネント 

対象施設において、設備及び機材が長期間有効に活用され、効果的な診療活動が行われ

るよう、機材の日常点検、保守管理及び適正な操作の指導等の施設・機材の継続的な維持

管理体制の構築をソフトコンポーネントにて行う。 

 

13） 運営委員会の設立の提案 

本計画を円滑に進めるため、問題解決を含めた意志決定を行う「プロジェクト運営委員

会」の設置を提案する。保健サービス供給担当次官室、第三地域保健調整局、国際関係・

協力局等から構成される予定である。 

 

14） 他ドナーの活動状況 

他ドナーの活動状況を把握し、これらの機関のプロジェクトとの間で支援内容が重複し

ないように留意する。 
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（2） 自然条件に対する方針 

1） 気温・湿度 

リオバンバ郡の年間平均 高気温は約 25℃、平均 低気温は約 4℃、相対湿度は平均 84%

程度である。寒冷な気候に属し、冷房要求はない。現地では空調設備はなく、自然換気が

一般的である。 

本計画では、原則として空調設備は設置せず、自然通風を確保して十分な換気ができる

計画とする。ただし、診察室等の脱衣が想定される部屋には、採暖を考慮する。 

 

2） 降雨量 

年間降雨量は、東京の年間平均降雨量 1500mm に対して年間 590mm と少なく、雨季でも月

に 100mm を越えず、洪水等の豪雨リスクはない地域である。 

 

3） 日射・紫外線 

南緯 1 度 40 分と赤道に近いため、日照時間は 1 日平均 12 時間と長く、日射は年間

1,635kWh/㎡と強い。年間を通じて日中は太陽高度が高いため、水平面の日射制御が重要で

ある。朝夕の太陽が低い時間帯の、東西面への日射に配慮する。 

屋根、外壁、外部配管等直射日光の当たる部分の材料は劣化しにくい材質を選択する。 

 

4） 風 

山岳地のため風向は地形により異なるが、全体の傾向としては年間を通して北風が多い

が、穏やかな気候であり、窓を開けて自然換気を行える施設計画とする。  

 

（3） 社会経済条件に対する方針 

国税統計局（INEC）で入手した建設物価指数によると、建設資材の単価については 近の

2 年間（2011 年１月から 2013 年１月）は年毎に 5～10％上昇しており、住宅で 5％、学校建

築で 10％の上昇である。一方、会計監査局（CGE：Contraloria General del Estado）で入

手した労務単価の上昇も 5～8％である。従って毎年 5～10％の物価上昇があると考えられる。 

積算においては、IMF 資料を基に、積算時点（2013 年 4 月）から想定入札時点（2014 年 11

月）までの物価変動予想値を設定し、積算単価に反映させる。 

 

（4） 建設事情に対する方針 

本計画の対象地のひとつであるリオバンバ市内では建設中の建物があり、建設現場は整理

整頓されている。首都キトでは高層ビルも建ち並び、一定の建設技術はあると見て取れる。

ただし、一般的には仕事を受注した時点で数社がコンソーシアムを組んで対応する場合もあ

ることから、力量の見極めが必要である。「エ」国の建設資材は、多くはアメリカより輸入さ

れ、資材販売店やショールームも整備されており建設資機材の入手に不安はない。 

 

（5） 業界の特殊事情・商習慣に対する方針 

リオバンバ市の建設資材店の中には大規模なチェーン店があり、スタンダード品は常時ス

トックされ、注文品でも１～2 日で取り寄せが可能である。また、アルミ製品などは型材か
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ら製作されており、建設資材の入手は比較的容易であるため、なるべく資材は現地調達とす

る。 

 

（6） 現地業者の活用に係わる方針 

首都キトの建設現場では現地労務者により工事作業が行われてはいるが、「エ」国は海外へ

の出稼ぎが多く、労働力不足になりがちである。キトから車で 4 時間かかる地方都市のリオ

バンバでは経験を積んだ技能労務者の調達がさらに困難であり時間を要することから、施工

計画の策定においては手配に十分な時間をとる。 

 

（7） 実施機関の運営・維持管理能力に対する方針 

1） 施設計画 

本計画において排水処理設備、太陽熱温水器、中央式医療ガス供給設備等を導入するた

め、維持管理スタッフには新たな知識・技術が要求される。「エ」国側は、維持管理スタッ

フに対し、施設を適切に運営するための十分な訓練を施すことが求められる。医療機材（X

線装置等）を含め、これらの特殊な設備・機器についてはメーカーまたは代理店とのメン

テナンス契約を結ぶことが望ましい。 

本計画の策定に際しては、維持管理の容易さとランニングコストの低減が求められるこ

とから、適切な品質を有する機器を選定するとともに可能な限り現地で維持管理ができる

調達品を採用する。 

 

2） 機材計画 

機材計画の策定にあたっては、第一次レベルの保健医療施設である CS における医療従事

者の技術レベルで使用可能な機材を選定する。 

また、医療機器メーカー又は代理店の技術者によるメーカー点検が必要な機材（血球計

数装置や X線一般撮影装置の CR 装置等）については代理店とメンテナンス契約を締結する

ことを原則とする。「エ」国に存在する機材代理店が円滑かつ経済的に保守・維持管理がで

きる機材を優先する。 

 

（8） 施設・機材等のグレードの設定に係わる方針 

1） 施設計画 

保健施設の設計は、「エ」国で使用されている下記基準に準拠する。また環境配慮、院内

感染の防止、身体障害者への配慮、災害時にも対応可能な施設計画とする。 

・ INEN（INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION） 

・ REGLAMENTO DE PREVENCION,MITIGACION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

 (消防法規) 

「エ」国保健省作成の CS 基準図面の部門構成・機能レベル、ライセンス制度等を参考に、

各部門・各室ごとにその要求性能に見合ったグレードを設定することによって、その費用

対効果を 大限に発揮できる施設内容とする。 
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2） 機材計画 

新規導入機材となる X 線一般撮影装置、超音波診断装置や臨床検査用機材などは、機材

調達業者による操作及びメンテナンスの指導で問題なく使用できる機種・仕様の機材を選

定する。 

現地の対象地域の電力事情を踏まえて、電圧変更により損傷を受ける恐れのある患者監

視装置、心電計、血球計数装置等には AVR（自動電圧安定装置）を備える。また、超音波

診断装置や CR 装置等は、停電時にデータが消去されないように UPS（無停電電源装置）を

備える。蒸留水製造装置は、経済的かつ継続的に使用できるように、極力硬度成分を少な

くする必要があり、軟水器を備える。 

 

（9） 工法/調達方法、工期に係る方針 

1） 工法に係る方針 

現地で一般的な低層建物の施工方法は、基礎、柱および梁を鉄筋コンクリート造とする

ラーメン構造であり、壁は構造フレームの中に、レンガ積み、又はコンクリートブロック

積みとしている。本計画においては、この現地工法を基本とした RC のラーメン構造に、コ

ンクリートブロック積みとして計画する。 

 

2） 調達方法に係る方針 

機材については、基本的かつ維持管理も容易な機材が大半であることから、原則として

現地及び日本から調達する。しかしながら、アフターケアに関してメーカー代理店が必須

となる機材や、対象調達国を現地及び日本に限定することにより、入札での競争が成立せ

ず、公正な入札が確保できなくなることを避けるために、第三国製品の調達も可能とする。 

 

3） 工期に係る方針 

計画地は降雨量が少なく、雨が降っても建設に支障の起きるほどではないが、海外への

出稼ぎ者が多い国であるため、労務者確保が容易でないことを考慮し本計画における工期

を 14 ヵ月と設定する。リオバンバ市内では給水制限が行われており（朝・昼・夕の 6時間

のみ給水）、むしろ工事用水の確保が工期に影響する可能性がある。 
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３－２－２ 基本計画（施設計画／機材計画） 

 

３－２－２－１ 協力対象事業の全体像（要請内容の検討） 

 

（1） 要請内容の変遷 

準備調査時における要請内容と対象範囲の絞込みの変遷を図 3-1 に示す。なお経緯につい

ては次ページ以降に詳述する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-1 要請の絞込み 

2012年6月

要請施設名 優先度 対象施設 タイプ

1 リオバンバ No.1 CS 　C 4,086 1 カルピCS B

2 グアノCS 　C 4,086 1 サンタ・ロサCS B

3 サン･ファンCS 　A 815 2 コルタCS B

4 サン･アンドレスCS 　A 815 機能

A 外来

A 応急措置

2013年2月 A 画像診断

要請施設名 A 検査（ラボ）

1 クマンダCS C 4,086 A リハビリ

カルピCS A 管理

(カルピ・リカンCS) A 発電機室

3 サンタ・ロサCS B 2,477 A 電気室

A 機械室

＋ A 受水槽

コルタCS A 医師宿直室

(2013.3.14申出） B 駐車場

上記施設に必要

な機材

　

タイプ 規模（㎡）

タイプ 規模（㎡）

施設/部門の絞込み基準（準備調査）
　・ライセンス基準を満たすため必要な施設/部門
　・保健医療活動に直接関係する施設/部門
　・医療サービス提供に必要な施設/部門
　・高い施工技術を要する施設/部門

代替 B 2,477

2 B 2,477

　最終要請　(2013年3月20日）

上記施設に必要な機材

上記施設に必要な機材

上記施設に必要な機材

サイトの絞込み基準（準備調査）
　・保健政策との整合性
　・計画敷地が適切に確保されること
　・「エ」国政府あるいは他ドナー整備計画との重複
　・「エ」国政府の整備のスケジュールに合致するか。
　・人口密度
　・疫学的疾病状況
　・アクセス状況
　・老朽化
　・事業規模
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1） 施設計画 

① 当初要請内容 

当初要請内容（2012 年 6 月付）は、山岳地域 10 県の中でも深刻な貧困問題を抱える

チンボラソ県内の 4 ヶ所の CS（C タイプ 2 ヶ所、A タイプ 2 ヶ所）を「テリトリアル計

画」に基づいた、ライセンス基準に合致する CS としての機能を備えることを目指し、そ

れら対象施設の建設、医療機材の調達に対するものであった。 

 

当初要請保健センター 

・リオバンバ No.1 CS ：リオバンバ郡  ＜C タイプ＞ 

・グアノ CS：グアノ郡  ＜C タイプ＞      

・サン・ファン CS：サン・ファン郡  ＜A タイプ＞  

・サン･アンドレス CS：サン・アンドレス郡  ＜A タイプ＞ 

 

図3-2 チンボラソ県対象施設分布図 

* CS. de San Juan

** CS. de Santa Rosa

** CS. de Calpi

***CS. de Colta

* 2012年6月要請サイト

2013年2月要請サイト

2013年3月要請サイト

協力対象サイト

** CS. de Cumanda

**

***

* CS. de Riobamba 

No.1

* CS. de San Andres

* CS. de  Guano
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② 変更要請内容 

協力準備調査出発前の 2013 年 2 月に要請内容の変更が示された。同じチンボラソ県内

の 3ヶ所の CS が新たに要請された。 

・クマンダ CS：クマンダ郡  ＜C タイプ＞ 

・カルピ CS(カルピ･リカン CS) ：リオバンバ郡  ＜B タイプ＞ 

・サンタ・ロサ CS：リオバンバ郡 ＜Bタイプ＞ 

 

準備調査は2013年3月4日～4月2日にかけて実施され、要請内容の確認が行われた。 

その結果、直ちに整備が必要とされるリオバンバ No.1 CS、グアノ CS は政策的に優先

度が高いため「エ」国側で整備を行うこととなった。また、サン・ファン CS は他の国際

協力機関からの融資を受けて「エ」国が整備することから要請対象外となった。一方サ

ン・アンドレス CS は用地確保が明確でないことから、本計画の対象とはなり得ないこと

が判明した。 

新たに要請された 3 ヶ所の CS については、 主に以下の観点から総合的に協議が行わ

れた。 

< 対象 CS の絞込み基準 > 

・保健政策との整合性 

・計画敷地の確保 

・｢エ｣国政府あるいは他ドナーによって現在進められている整備計画との重複 

・｢エ｣国政府の整備スケジュールとの整合性 

・人口密度 

・疫学的疾病状況 

・アクセス状況 

・老朽化 

・事業規模 

 

その結果、クマンダ CS も政策的に優先度が高いことから 2013 年中の完工が必須であ

り、JICA の無償資金協力のスケジュールに合致しないことがわかった。そのため、2013

年 3 月 14 日にコルタ CS：コルタ郡＜B タイプ＞がクマンダ CS の代替として要請された

が、カルピ CS、サンタ・ロサ CS に次ぐ優先度として位置づけられた。しかしながらコ

ルタ CS は、用地確保がなされていないことから対象外と判断され、本計画対象 CS はカ

ルピ CS とサンタ･ロサ CS の 2 サイトに絞り込まれた。 

上記の観点から、両 CS とも B タイプ CS として整備するため、外来部門、応急措置部

門、画像診断部門、検査部門（ラボ）、リハビリ部門が医療に直接関係する施設として、

また、管理部門、発電機室、機械室、電気室、受水槽、宿直室がサービス提供に必要な

施設として協力対象に含められた。 
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2） 機材計画 

① 当初の要請内容 

要請書に、「一般医療機材」、「専門医療機材」、「医療施設用家具備品」、「基礎家具備

品」にグループ分けされた機材・家具・備品リストが添付されていたが、A、B、C タイ

プ毎の機材内容は示されていなかった。現地調査では、本計画の対象となる Bタイプ CS

の基準機材リストを入手し、この機材リストをもとに精査、解析を行い、「エ」国保健省

の機材担当者と協議を行った。その結果、基準機材リストに対して追加要請された機材

と削除された機材を以下に示す。 

表3-3 追加要請機材リスト 

部門 追加要請機材 使用目的等 

外
来
診
療･

歯
科･

処
置 

産婦人科診断器具セット 産婦人科診断を行う 

救急カート 救急患者の処置を行う 

心電計 救急患者等の不整脈、心拍数等の診断を行う 

処置器具セット 患者の処置を行う 

小手術器具セット 救急患者の小手術を行う 

血圧計（携帯用） 救急患者の血圧を測定する 

喉頭鏡 気管挿管などで喉頭を展開する 

パルスオキシメータ 患者の酸素飽和度を測定する 

歯科用基本器具セット 歯科診断を行う 

抜歯用器具セット 抜歯を行う 

充填用器具セット 歯の治療を行う 

歯周外科用器具セット 歯周外科治療を行う 

予防歯科用器具セット 虫歯予防措置を行う 

臨
床
検
査 

血球計数器 血液の赤血球数、白血球数等を測定する 

半自動生化学分析装置 血液などの体液成分を測定する 

血沈台 赤血球の沈降速度を測定する 

血球計算盤 赤血球、白血球等の数を測定する 

臨床検査小物器具セット 臨床検査を行う 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン 

ADL・作業療法用機材注） ADL（日常生活動作）及び作業療法トレーニングを行う 

早期神経刺激・言語療法

用機材注） 

早期神経刺激及び言語療法トレーニングを行う 

理学療法用機材注） 運動療法トレーニングを行う 

精神療法用機材注） 精神療法のリハビリテーションを行う 
注）ミニッツ署名時に機材名が決まっていなかったためミニッツ署名後確認することにした。 

 

表3-4 本計画で削除した機材とその理由 

対象外とした機材 主な理由 

家具・備品 先方にて調達可能である 

死体冷蔵庫 使用頻度が低いため、代替機材として死体用ストレッチャー

を要請機材リストに含めた。 
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② 終要請機材 

現地調査での協議において合意され、2013 年 3 月 20 日に調査団と「エ」国側との間

で署名されたミニッツに記載されている 終要請機材内容は下表のとおりである。 

 

表3-5 終要請機材内容 

番号 機材名 
優先
順位

外来診療・処置 

1 吸引器 A 

2 体重計、成人用 A 

3 体重計、小児用 A 

4 キャスター付汚物缶 A 

5 検診台 A 

6 ストレッチャー A 

7 救急カート A 

8 診察器具セット A 

9 除細動装置 A 

10 胎児ドップラー A 

11 心電計 A 

12 処置器具セット A 

13 小手術器具セット A 

14 家族計画用機材 A 

15 踏台、2段 A 

16 血圧計 A 

17 血圧計、スタンド型 A 

18 ステンレス戸棚 B 

19 カルテ棚 B 

20 乾熱滅菌器 A 

21 高圧蒸気滅菌器 A 

22 酸素流量計 A 

23 聴診器 A 

24 搬送用インキュベータ B 

25 産婦人科診断器具セット A 

26 診察灯 A 

27 移動式手術灯 A 

28 喉頭鏡 B 

29 回診用診察器具セット A 

30 診察台 A 

31 処置台 A 

32 メーヨー器械台 A 

33 器械台（A） A 

34 器械台（B） A 

35 脳麻痺患者用椅子 B 

36 搬送用モニター B 

番号 機材名 
優先
順位

37 ネブライザー A 

38 シャウカステン A 

39 パルスオキシメータ A 

40 踏台、1段 A 

41 キックバケツ A 

42 尿ビン・便容器掛け B 

43 手洗スタンド A 

44 点滴スタンド A 

45 蘇生器、成人用 A 

46 蘇生器、新生児用 A 

47 冷蔵庫 A 

48 車椅子 A 

49 タンカ A 

50 身長計、成人用 A 

51 身長計、小児用 A 

52 ワクチン搬送クーラーボックス B 

53 壁掛式吸引器 B 

54 患者搬送用人工呼吸器 B 

55 器械戸棚 A 

歯科診療 

56 アマルガメータ A 

57 可視光線治療器 A 

58 歯科用 X線撮影装置 A 

59 高圧蒸気滅菌器 A 

60 歯科用器具セット A 

61 抜歯用器具セット A 

62 閉塞用器具セット A 

63 治療器具セット B 

64 予防歯科用器具セット B 

65 シャウカステン A 

66 歯科用 X線フィルム現像機 A 

67 歯科ユニット A 

68 器械戸棚 A 

画像診断 

69 超音波診断装置 B 

70 超音波診断装置、カラードプラー B 

71 デジタル X線一般撮影装置 A 
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番号 機材名 
優先
順位

72 ドライプリンター B 

73 X 線小物器具セット A 

74 シャウカステン B 

75 診察台 A 

76 CR 装置 B 

臨床検査 

77 プレート振とう器 A 

78 試験管振とう器 A 

79 電子天秤 B 

80 恒温水槽 A 

81 遠心機 A 

82 コロニーカウンター B 

83 冷凍庫 B 

84 血球計数装置 B 

85 半自動生化学分析装置 B 

86 血沈台 B 

87 乾熱滅菌器 A 

88 高圧蒸気滅菌器、縦型 B 

89 インキュベータ B 

90 血球計算盤 B 

番号 機材名 
優先
順位

91 臨床検査小物器具セット A 

92 ピペット A 

93 検診台、簡易型 A 

94 ヘマトクリット遠心機 A 

95 双眼顕微鏡 A 

96 血球カウンター A 

97 冷蔵庫 A 

98 ロールミキサー B 

99 採血用椅子 A 

100 冷蔵庫用温度計 B 

101 器械戸棚 A 

その他 

102 死体用ストレッチャー B 

103 ADL・作業療法用機材 B 

104 早期神経刺激・言語療法用機材 B 

105 理学療法用機材 B 

106 精神療法用機材 B 

備考： 優先順位 A: 必要機材 

優先順位 B：日本での解析が必要機材 
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（2） 施設計画 

1） 施設要請内容の検討 

「エ」国側からの 終要請内容に対する検討結果は、以下のとおりである。 

 

① 協力の背景 

a) カルピ CS とサンタ･ロサ CS を協力対象とする経緯 

施設整備の政策的な優先度等から、対象施設の変更が複数回なされた。また、｢エ｣

国政府の緊急整備のスケジュールは、日本の無償資金協力スケジュールと合致し

ないため、緊急整備の求められる施設は協力対象から除外した。地域医療の充実

と「エ」国政府の掲げる地域医療リファラル体制整備の観点から、妥当性、必要

性、有効性が高い施設を対象とすることとした。 

終的に、リオバンバ郡カルピ地区のカルピ CS（リカン地区、リカン SCS との

統合）と、同郡リオバンバ市内のサンタ・ロサ CS の２CS を B タイプとし、本計画

の整備対象とした。 

 

対象 CS はテリトリアル計画に基づき裨益対象エリアが変わるため、裨益対象人

口が増加することが予想される。特にカルピ CS の裨益エリアには先住民が多く、

保健啓発活動の成果により患者数増加が見込まれる。既存施設では対処しきれな

いことが予想されるため、必要性が高い。また施設が整備されれば、対象 CS の裨

益範囲にありながら現状他の CS を利用していた患者のうち、第一次レベルの患者

を本計画対象 CS において診療出来るようになることから有効性も高いといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-3 対象 CS 位置図 

リオバンバ市 

リカン 

カルピ 

リカン SCS 

カルピ SCS 

既存 SCS 

計画 CS 

カルピ CS(計画) 

サンタ・ロサ CS(計画) 

カルピ CS 裨益範囲 

サンタ･ロサ CS

 裨益範囲

サンタ・ロサ SCS(既存) 
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b) 上位計画に基づく CS の種別と機能 

テリトリアル計画 

保健セクターにおけるテリトリアル計画において、第一次レベルの保健医療施設

として地域の４つの特性（①地理的、人口統計的②疫学的特徴③需要供給分析④

等時性）を機能に反映した A～C の 3 タイプの CS を設けることとしている。また

このテリトリアル計画に基づいて、今までの区域分けを見直し、新しい区画を策

定した。テリトリアル計画により新たに設定された区画から、カルピ CS とサンタ・

ロサ CS は B タイプの CS として分類されることとなった。 

 

ライセンス制度 

保健省は保健医療施設の質を保証するため、 低基準としてライセンス制度を設

置しており、全ての医療施設は毎年ライセンスを取得する必要がある。 

ライセンス制度に基づき CS の種別（A～Cタイプ）が定められており、各タイプ

の CS の機能は下表の通りである。保健省はこの機能表に基づいた CS の基準図面

を作成している。 

表3-6 CS のタイプと機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 対象施設/部門の絞込み基準 > 

・ライセンス基準を満たすために必要な施設/部門 

・保健医療活動に直接関係する施設/部門 

・サービス提供に必要な施設/部門 

・高い施工技術を要する施設/部門 

 

c) 既存施設の現況とライセンス制度との整合性 

カルピCSの裨益範囲には既存施設として、カルピSCSとリカン地区のリカンSCS 

が存在しており、両施設を統合してカルピ CS として整備する。カルピ SCS は現在

保健センターより下位の SCS として機能しており、提供する医療サービスは外来

とサンプル採取のみのである。別機能の施設を無理に改修するなどしたことから、

部屋のレイアウトも患者と医療従事者の動線が交錯する等、使い勝手が悪い。そ

Aタイプ Bタイプ Cタイプ サンタ･ロサ地区

人口10.000人ま で
人口10.001～25.000

人

人口25.001～50.000

人
カルピSCS リカンSCS

サンタロサ

SCS

外来

応急措置

サンプル採取

研究室、分析

画像診断

リハビリ

救急医療

産院（分娩対応）

保健センター 既存

カルピ地区
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の上全般的に老朽化が顕著であり、B タイプ CS として必要な機能が満たされてい

ないことから、ライセンスも取れる状況にない。一方リカン SCS は外来機能に加

え、研究室を有しているが、その他の Bタイプ CS に必要な機能が満たされていな

いため、現状ではライセンスを取れる状況にない。 

サンタ・ロサ SCS は老朽化が進んでいた以前の建物から 2012 年 12 月にテナント

ビルの 2 階部分の 1 フロアに移転して運営しているため、老朽化の問題はないも

のの提供できる医療サービスは外来のみでラボや X 線検査室など B タイプにある

べき機能を有していないことから、カルピ SCS、リカン SCS 同様、ライセンスも取

れる状況にない。 

 

既存施設は下記のような機能上の支障があり、早急な整備が必要である。 

・施設内における患者、職員、物品の動線交差による院内感染や医療事故などの発生

する危険性がある。 

・汚物、排水の未処理放流等による周辺環境への悪影響が懸念される。 

 

本計画の整備にあたっては、保健省作成の CS 基準図面をベースに日本の知見と

経験を生かして下記の改善提案を行う。 

・スムーズな医療活動を考慮した動線とゾーニングの整理 

・維持管理のしやすさを考慮した水廻りの集約と配管計画 

・自然換気、自然採光を 大限取入れた省エネルギー計画 

・周辺環境に悪影響を及ぼさない排水計画 

 

d) 予防医学啓発室の設置 

カルピ地区、サンタ・ロサ地区は先住民が多い土地である。先住民は文化の違い

から医療施設へ行きたがらない傾向にあり、保健省は先住民の医療サービスへの

アクセスの向上を目的として、予防医療の重要性を啓発する活動を行う TAPS

（Técnicos de Atención Primaria en Salud）の養成を進めている。その TAPS の

活動をバックアップするために活動の拠点となる予防医学啓発室を配置すること

は CS のモデル的事例として高い妥当性があると判断する 

 

② 要請施設/部門の必要性・妥当性の検討 

カルピ CS 

a) 外来部門（外来・応急措置） 

前述のように既存施設は、別用途の施設を改修して使用しているため、医療従事

者の動線と患者動線が交錯している。また築年数は不明だが老朽化は顕著である。

患者数はヒアリングからはさほど多くないように見受けられたが、これは需要は

あるものの、現在の診察数と医師数ではこれ以上の患者を受け容れられないため

断っているからである。さらに将来リカン SCS と統合するため、リカン地域の患

者も受け容れる必要がある。以上から、外来部門を本計画の対象とすることは妥

当である。 
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応急措置部門は現状では備わっていないが、B タイプの CS としては必要な機能

であるため本計画の対象とすることは妥当である。 

 

b) 中央診療部門(検査、画像診断、リハビリ) 

既存カルピ SCS の建物には、画像診断部門、検査部門(ラボ)もないため、サンプ

ル採取は行うが、検査自体は他の医療施設にサンプルを送ってる。画像診断が必

要な場合も他の医療施設に患者が行くことになっている。現状では時間もかかり、

患者の利便性も悪い。現在リカン SCS に検査部門(ラボ)はあるが、カルピ CS に統

合されるためリカン SCS で検査することができなくなる。検査、画像診断部門は B

タイプ CS として必要な機能であり、応急措置を備えた場合にも早期の適切な判断

のために必要となることから、本計画の対象とすることは妥当である。 

リハビリ部門に関して｢エ｣国保健省として、B タイプ CS に含むべき機能として

いるため、本計画の対象とすることは妥当と判断された。 

 

c) 管理・サービス部門（管理・医師宿直室・発電機室・電気室・機械室・受水槽） 

新規建設施設となるため、施設運営のための管理諸室と、設備関連緒室を計画す

ることは妥当と判断された。医師宿直室は応急措置室が時間外の対応も行うこと

から、施設運営に欠かせないため本計画の対象とすることは妥当である。 

 

サンタ･ロサ CS 

a) 外来部門 （外来・応急措置） 

既存施設であるサンタ・ロサ SCS は、市街地のテナントビルの１フロアを使用し

ているため全体的に手狭であり、待合は患者で混雑している。外来機能とサンプ

ル採取以外の Bタイプ CS に必要な機能が満たされていないため、外来部門を整備

することは妥当である。応急措置部門は現状では備わっていないが、B タイプの

CS としては必要な機能であるため本計画の対象とすることは妥当である。 

b) 中央診療部門(検査、画像診断、リハビリ) 

既存サンタ・ロサ SCS には、画像診断部門、検査部門(ラボ)を有しない。検査は

他の医療施設に患者を紹介している。画像診断が必要な場合も他の医療施設に患

者が行くことになっている。現状では時間もかかり、患者の利便性も悪い。また B

タイプ CS として必要な機能であり、応急措置を備えた場合も早期の適切な判断の

ために必要となることから、本計画の対象とすることは妥当である。 

リハビリ部門に関して｢エ｣国保健省として、B タイプ CS に含むべき機能として

いるため、本計画の対象とすることは妥当と判断された。 

c) 管理・サービス部門（管理・医師宿直室・発電機室・電気室・機械室・受水槽） 

新規建設施設となるため、施設運営のための管理諸室と、設備関連緒室を計画す

ることは妥当と判断された。医師宿直室は応急措置室が時間外の対応も行うこと

から、施設運営に欠かせないため本計画の対象とすることは妥当である。 
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③ 人材・予算の観点からの妥当性の検討 

a) 人材の検討 

「エ」国保健省により、テリトリアル計画実施に際し、ライセンス基準に準じ

CS の各タイプ（A,B または C）に必要な保健人材及びその人数が示されている。こ

れに基づき、カルピ CS 及びサンタ・ロサ CS 両施設それぞれの対象人口から必要

な人員を算出した。現在、「エ」国では同テリトリアル計画実施に伴う保健人材の

増加に対応するため“現状の保健人材の更なる活用”、“育成”、“新規雇用”とい

う 3つの方策から人材増を計画・実施中である。また、これらの方策に加え、「エ」

国では保健医療人材の不足を補うため、国外で勤務する人材を「エ」国へ呼び戻

して自国で働いてもらうプログラムも実施中であり、保健人材の需要にも対応で

きると考えられる。 

b) 予算の検討 

「エ」国保健省ではテリトリアル計画実施（2012 年より）に伴い、その予算確

保が進められている。本テリトリアル計画は国家計画に沿うものでもあり、「エ」

国における保健予算の今後の増額は現実性のあるものであると考えられる。また、

本計画で整備を行うカルピ CS 及びサンタ・ロサ CS は既に本計画に伴う用地確保

も成されていること、新たな人材となるコミュニティヘルスワーカー（TAPS）の

養成も始まっており、両施設完工後に生じる予算措置も実施されると考えられる。 

 

2） 施設/部門要請検討結果 

 “直接医療に関る施設”、“サービス提供に必要な施設”、“ライセンス基準を満たすた

めに必要な施設”、といった観点から無償資金協力の必要性・妥当性を判断すると、Bタイ

プ CS が有するべき機能を持った診療部門（外来診療、中央診療）、と管理・サービス部門

（管理、機械棟、医師宿直室）、予防医学啓発室を協力対象範囲に含めるのが妥当である。 
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（3） 機材計画（医療機材の範囲） 

現地調査の結果、「エ」国と合意した施設建設に沿った機材調達は、表 3-7 の部門・部屋が

対象となる。 

表3-7 機材調達対象部門 

機材調達対象部門 機材整備が対象となる部屋等 

1．外来診療 準備室、診察室、処置室、薬局、カルテ室、歯科診療室 

2．画像診断 X 線検査室、遠隔医療室、超音波検査室 

3．臨床検査 臨床検査室、検体採取室 

4．リハビリテーション 早期神経刺激・言語療法 

5．その他 死体安置室 

 

1） 機材選定の基本方針 

本計画で整備される機材の選定にあたっては、施設計画に含まれる部門の医療サービス

に必須なものであることと同時に、以下の観点を勘案して行う。 

① B タイプ CS の基準機材であり、リファラル体制・医療ニーズに合致する機材 

② 対象施設の機能・活動内容に整合する機材 

③ 対象施設の医療従事者の技術レベルで十分に操作可能な機材 

④ 交換部品、試薬及び消耗品の調達が容易であり、運営・維持管理が技術的、財務的に

可能な機材 

 

2） 機材検討の概要 

対象施設の各部門に対する要請機材について、検討結果を以下に述べる。 

 

① 外来診療・処置 

表3-8 外来診療・処置 

要請 
番号 

要請機材名 
優先 
順位 

要請
台数

計画台数 要請
番号

要請機材名 
優先 
順位 

要請
台数

計画台数
ｶﾙﾋﾟ
CS

ｻﾝﾀ･
ﾛｻ CS

ｶﾙﾋﾟ
CS

ｻﾝﾀ･
ﾛｻ CS

1 吸引器 A 1 3 3 29 回診用診察器具セット A 2 2 2 

2 体重計、成人用 A 7 7 8 30 診察台 A 11 9 10

3 体重計、小児用 A 7 4 5 31 処置台 A 1 1 1 

4 キャスター付汚物缶 A 14 14 15 32 メーヨー器械台 A 2 2 2 

5 検診台 A 2 1 1 33 器械台（A） A 5 4 4 

6 ストレッチャー A 1 1 1 34 器械台（B） A 14 11 12

7 救急カート A 1 1 1 35 脳麻痺患者用椅子 B 1 1 1 

8 診察器具セット A 5 4 5 36 搬送用モニター B 2 1 1 

9 除細動装置 A 1 1 1 37 ネブライザー A 2 2 2 

10 胎児ドップラー A 1 1 1 38 シャウカステン A 7 6 7 

11 心電計 A 1 1 1 39 パルスオキシメータ A 2 2 2 

12 処置器具セット A 2 3 3 40 踏台、1段 A 12 0 0 

13 小手術器具セット A 2 2 2 41 キックバケツ A 2 2 2 
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要請 
番号 

要請機材名 
優先 
順位 

要請 
台数 

計画台数 要請
番号

要請機材名 
優先 
順位 

要請 
台数 

計画台数
ｶﾙﾋﾟ
CS

ｻﾝﾀ･
ﾛｻ CS

ｶﾙﾋﾟ
CS

ｻﾝﾀ･
ﾛｻ CS

14 家族計画用機材 A 1 0 0 42 尿ビン・便容器掛け B 1 0 0 

15 踏台、2段 A 2 13 14 43 手洗スタンド A 2 2 2 

16 血圧計 A 2 2 2 44 点滴スタンド A 10 8 9 

17 血圧計、スタンド型 A 7 7 8 45 蘇生器、成人用 A 1 1 1 

18 ステンレス戸棚 B 2 2 2 46 蘇生器、新生児用 A 1 1 1 

19 カルテ棚 B 16 16 16 47 冷蔵庫 A 5 5 5 

20 乾熱滅菌器 A 1 0 0 48 車椅子 A 2 2 2 

21 高圧蒸気滅菌器 A 4 2 2 49 タンカ A 1 1 1 

22 酸素流量計 A 7 10 10 50 身長計、成人用 A 7 0 0 

23 聴診器 A 12 7 8 51 身長計、小児用 A 7 7 8 

24 搬送用インキュベータ B 1 0 0 52
ワクチン搬送クーラー
ボックス B 3 0 0 

25 産婦人科診断器具セット A 2 3 3 53 壁掛式吸引器 B 6 0 0 

26 診察灯 A 12 11 12 54 患者搬送用人工呼吸器 B 1 0 0 

27 移動式手術灯 A 1 1 1 55 器械戸棚 A 3 2 2 

28 喉頭鏡 B 1 1 1       

 

a) 吸引器は、当初予定していた施設側の中央吸引設備が中止になったため、処置室に

2台と準備室に 1台の計 3台を整備する。 

b) 成人用体重計は、カルピ CS の診察室 5室と準備室 2室、サンタ･ロサ CS の診察室 6

室と準備室 2 室に必要であり、それぞれ 7 台、8 台を整備する。成人用体重計は現

地の医療従事者が使い慣れている体重計・身長計一体型のものを計画し、成人用身

長計は対象外とする。小児用体重計に関しては、カルピ CS については準備室 2室で

共用する 1 台と診察室 5 室で共用する 3 台の計 4 台を整備する。サンタ･ロサ CS に

ついては、準備室 2 室で共用する 1 台と診察室 6 室で共用する 4 台の計 5 台を整備

する｡小児用身長計は、カルピ CS の診察室 5 室と準備室 2 室、サンタ･ロサ CS の診

察室 6室と準備室 2室に必要であり、それぞれ 7台、8台を整備する。 

c) キャスター付汚物缶は、カルピ CS については診察室（5室）に 5台、処置室に 3台、

超音波診断室に 1台、準備室（2室）に 2台、検体採取室に 3台の計 14 台を整備す

る。サンタ･ロサ CS に関しては診察室（6 室）に 6 台、処置室に 3 台、超音波診断

室に 1 台、準備室（2 室）に 2 台、検体採取室に 3 台の計 15 台を整備する。なお、

「キャスター」の必要性は高くないと判断しキャスターなしとする。 

d) 産婦人科診察室で使用する検診台、胎児ドップラーが必要であり、1 台ずつ整備す

る。また、産婦人科診断器具セットが必要であるため 3セットを整備する。 

e) 施設全体で共用するためのストレッチャー1台と車椅子 2台を整備する。 

f) 処置室用には、救急カート、除細動装置、心電計、移動式手術灯、喉頭鏡、脳麻痺

患者用椅子、処置台、蘇生器、成人用、蘇生器、新生児用、タンカが必要であり、1

台ずつ整備する。また、携帯用血圧計、メーヨー器械台、ネブライザー、パルスオ

キシメータ、キックバケツ、手洗スタンドが必要であり、2 台ずつ整備して共用す

る計画とする。3 台の各処置台には処置器具セットが 1 セットずつ必要であり 3 セ
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ット整備する。3 台の処置台のうちの 1 台では小手術器具セットを使用するので 2

セット整備する。 

g) 診察器具セットは、カルピ CS の 5つの診察室のうちの 4室、サンタ･ロサ CS の 6 つ

の診察室のうち 5室に 1台ずつ必要であり、それぞれ 4台、5台を整備する。 

h) 家族計画用機材については、主な内容が消耗品的なものであるため「エ」国側負担

とし、本計画では対象外とする。 

i) 2 段踏台は、各診察台、処置台、検診台に対して 1台ずつ必要であり、カルピ CS に

13 台、CS14 台整備する。 

j) スタンド型血圧計は、各診察室と準備室に必要であり、カルピ CS に 7 台、サンタ･

ロサ CS に 8 台を整備する。 

k) 滅菌済み機材等を保管するためにステンレス戸棚が準備室と処置室に必要であり、

計 2 台を整備する。また、処置等で使う器具や材料などを保管するための器械戸棚

が準備室に 1台、処置室に 1台必要であり、計 2台を整備する。 

l) 施設計画に基づきカルテ棚を 16 台整備する。 

m) 乾熱滅菌器に関しては、器具の滅菌にはより適している高圧蒸気滅菌器を代替機材

として整備することとし、本機材は対象外とする。 

n) 各種器具を滅菌するための高圧蒸気滅菌器が処置室に 1 台と準備室に 1 台必要であ

り、計 2台を整備する。 

o) 酸素流量計は、施設の設備計画に基づき、X 線撮影室、超音波検査室、処置室、準

備室及び特殊検体採取室に計 10 台整備する。 

p) 聴診器は、各診察室に 1台ずつと処置室に 2台（共用）必要となるので、カルピ CS

とサンタ･ロサ CS にそれぞれ 7台、8台を整備する。 

q) 搬送用インキュベータについては、対象施設には分娩部門がないため必要性が低く、

また二次病院まで比較的近く、小児救急患者は直ちにリファーすることが望ましい

ことなどから、本計画では対象としない。患者搬送用人呼吸器は専門医でないと使

用困難であり、リファーできる二次病院が比較的近いことなどから、必要性が低い

と判断し対象としない。搬送用モニターに関しては、搬送用ではなく処置室で使用

するための患者監視装置を 1台整備する。 

r) 診察台は、診察室、準備室室、処置室、リハビリテーション室に必要であり、カル

ピ CS に用に 9 台、サンタ･ロサ CS 用に 10 台を整備する。診察灯は、各診察室、準

備室、処置室及び特殊検体採取室の各診察台、検診台及び処置台に 1 台ずつ必要で

あり、カルピ CS に 11 台、サンタ･ロサ CS に 12 台を整備する。 

s) 回診用診察器具セットを 2セット整備して共用で使用する。 

t) 器具等を置くための器械台（A）が歯科診療室に 2台、検体採取室に 2台必要であり

計 4台を整備する。また器械台（B）が各診察室、準備室、特別検体採取室及び処置

室に必要であり、カルピ CS に 11 台、サンタ･ロサ CS に 12 台を整備する。 

u) シャウカステンは、カルピ CS については診察室 4室、処置室、遠隔医療室に必要で

あり計 6 台を整備する。サンタ･ロサ CS には診察室 5 室、処置室、遠隔医療室に必

要であり計 7台を整備する。 
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v) 各診察台、処置台、検診台に 2 段踏台を整備するので、1 段踏台は対象外とする。

また尿ビン・便容器掛けは保健センターでは必要性が低いので本計画では対象外と

する。 

w) 点滴スタンドは、各診察室、準備室及び処置室に必要である。カルピ CS に 8 台、サ

ンタ･ロサ CS に 9 台を整備する。 

x) 冷蔵庫は、準備室に 3 台（うち 1 台はワクチン保管用）、処置室に 1 台、薬品倉庫

に 1台必要であり、計 5台計画する。 

y) ワクチン搬送クーラーボックスは現地にて比較的安価で調達できるので「エ」国側

負担とし、本計画では対象外とする。また、施設側で吸引設備を設けないため壁掛

式吸引器は対象外とする。 

 

② 歯科診療 

表3-9 歯科診療 

要請 
番号 

要請機材名 
優先 
順位 

要請 
台数 

計画台数 要請
番号

要請機材名 
優先 
順位 

要請 
台数 

計画台数
ｶﾙﾋﾟ
CS

ｻﾝﾀ･
ﾛｻ CS

ｶﾙﾋﾟ
CS

ｻﾝﾀ･
ﾛｻ CS

56 アマルガメータ A 1 0 0 63 治療器具セット B 1 0 0 

57 可視光線治療器 A 2 2 2 64 予防歯科用器具セット B 1 0 0 

58 歯科用 X線撮影装置 A 1 1 1 65 シャウカステン A 1 0 0 

59 高圧蒸気滅菌器 A 1 1 1 66 歯科用 X線フィルム現像機 A 1 1 1 

60 歯科用基本器具セット A 1 1 1 67 歯科ユニット A 2 2 2 

61 抜歯用器具セット A 1 0 0 68 器械戸棚 A 1 1 1 

62 閉塞用器具セット A 1 0 0 - 蒸留水製造装置 - 0 1 1 

 

a) 歯科ユニットは、施設計画に基づき 2 台整備する。また、各歯科ユニットに可視光

線治療器が必要であり 2台整備する。 

b) アマルガメータに関しては、アマルガムが水銀の合金であり取り扱いが難しいこと、

また人体への害が懸念されているため、多くの国で使われなくなってきている。し

たがって、日本では 8 年前にすべてのメーカーが製造を中止している。また日本以

外の多くのメーカーも製造中止しており、本計画での調達は困難であり対象外とす

る。 

c) 施設計画に基づき、デジタル式の歯科用 X 線撮影装置を 1 台整備する。また、デジ

タル式の歯科用 X 線撮影装置には診断画像デジタル化装置が必要であり、要請の歯

科用X線フィルム現像機ではなく、歯科用デジタル式X線センサーを1台整備する。 

d) 高圧蒸気滅菌器は、1台整備して共用する計画とする。 

e) 歯科用基本器具セットについては、10 人程度の患者の診療・処置ができる鉗子類を

1 セット整備する。ただし、現地特有の小物器具や消耗品類は「エ」国側負担とす

る。なお、抜歯用器具セット、閉鎖用器具セット、治療器具セット及び予防歯科用

器具セットに関しては、抜歯などに必要と判断される鉗子類は歯科用基本器具セッ

トに含めることとし、独立した器具セットは整備しない。 

f) シャウカステンは、歯科ユニットに付属させることとし単独のシャウカステンは対

象外とする。 
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g) 滅菌済の歯科器具や歯科治療で使用する材料などを保管するための器械戸棚を 1 台

整備する。 

h) 歯科ユニットに使用する蒸留水を製造するための蒸留水製造装置を 1台整備する。 

 

③ 画像診断 

表3-10 画像診断 

要請 
番号 

要請機材名 
優先 
順位 

要請
台数

計画台数 要請
番号

要請機材名 
優先 
順位 

要請
台数

計画台数
ｶﾙﾋﾟ
CS

ｻﾝﾀ･
ﾛｻ CS

ｶﾙﾋﾟ
CS

ｻﾝﾀ･
ﾛｻ CS

69 超音波診断装置 B 1 1 1 73 X 線小物器具セット A 1 1 1 

70 
カラードプラー超音波
診断装置 B 1 0 0 74 シャウカステン B 1 0 0 

71 
デジタル X線一般撮影
装置 A 1 1 1 74 診察台 A 1 1 1 

72 ドライプリンター B 1 1 1 76 CR 装置 B 1 1 1 

 

a) 超音波診断装置は、産科診断及び腹部診断行うために必要であり 1 台整備する。し

かしカラードプラー超音波診断装置の必要性は低いと判断し、対象外とする。 

b) 施設計画に基づきデジタル式の X 線一般撮影装置を 1 台整備する。これに関連して

CR 装置、ドライプリンターが 1 台ずつ必要であり、X 線一般撮影装置の構成機材と

して整備する。 

c) X 線撮影を行うにために専用のエプロンなどの小物器具が必要であり、X線小物器具

セットを 1式整備する。 

d) 超音波検査を行うには診察台が必要であり 1台整備する。 

 

④ 臨床検査 

表3-11 臨床検査 

要請 
番号 

要請機材名 
優先 
順位 

要請
台数

計画台数 要請
番号

要請機材名 
優先 
順位 

要請
台数

計画台数
ｶﾙﾋﾟ
CS

ｻﾝﾀ･
ﾛｻ CS

ｶﾙﾋﾟ
CS

ｻﾝﾀ･
ﾛｻ CS

77 プレート振とう器 A 1 1 1 90 血球計算盤 B 1 1 1 

78 試験管振とう器 A 1 1 1 91 臨床検査小物器具セット A 1 1 1 

79 電子天秤 B 1 1 1 92 ピペット A 1 1 1 

80 恒温水槽 A 1 1 1 93 検診台 A 1 1 1 

81 遠心機 A 1 2 2 94 ヘマトクリット遠心機 A 1 1 1 

82 コロニーカウンター B 1 1 1 95 双眼顕微鏡 A 3 3 3 

83 冷凍庫 B 1 1 1 96 血球カウンター A 1 1 1 

84 血球計数装置 B 1 1 1 97 冷蔵庫 A 1 1 1 

85 半自動生化学分析装置 B 1 1 1 98 ロールミキサー B 1 1 1 

86 血沈台 B 1 1 1 99 採血用椅子 A 2 2 2 

87 乾熱滅菌器 A 1 1 1 100 冷蔵庫用温度計 B 1 0 0 

88 高圧蒸気滅菌器、縦型 B 1 1 1 101 器械戸棚 A 1 1 1 

89 インキュベータ B 1 1 1 - 蒸留水製造装置 - 0 1 1 
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a) マイクロプレート内のサンプルや三角フラスコの試薬等の混合を行う際に使用する

プレート振とう器と、試験管の試薬などを混合する際の試験管振とう器が必要であ

り 1 台ずつ整備する。また、試薬などの質量測定をするための電子天秤と恒温保持

のための恒温水槽が必要であり、1台ずつ整備する。 

b) 血液分離や固形成分の沈殿などを行う際の遠心機が必要である。生化学・血液検査

用と尿検査用が必要であり、2 台を整備する。また、血液のヘマトクリット値を測

定するためにヘマトクリット遠心機が必要であり、1台整備する。 

c) 血液検査で欠かせない血球計数装置と半自動生化学分析装置を 1 台ずつ整備する。

また、血液検査を行う際に必要な血沈台、血球計算盤、血球カウンター、ロールミ

キサーを 1台ずつ整備する。 

d) 細菌検査を行う際に必要なコロニーカウンターとインキュベータを 1 台ずつ整備す

る。 

e) 血液検査、便検査、尿検査用の双眼顕微鏡が必要であり、3台整備する。 

f) 施設計画に基づき、特殊検体採取室用の検診台 1台と採血用椅子 2台を整備する。 

g) 検査後の容器の滅菌などのため縦型高圧蒸気滅菌器と検査機器や容器などの滅菌の

ため乾熱滅菌器が必要であり、1台ずつ整備する。 

h) 臨床検査では、ピペットとガラス器具などを含む臨床検査小物器具セットが必要で

あり、1式ずつ整備する。 

i) 試薬などを保管するための冷蔵庫が必要であり、1 台整備する。またワクチンを保

管するための冷凍庫が必要であり、1台整備する。なお冷蔵庫用温度計に関しては、

温度表示計付き冷蔵庫を整備することとし、対象外とする。 

j) 臨床検査で使用する各種材料を保管するための器械戸棚を 1台整備する。 

k) 検査器具の洗浄後のすすぎと試薬作成のために蒸留水が欠かせない。したがって、

蒸留水製造装置を 1台整備する。 

 

⑤ その他機材 

表3-12 その他機材 

要請 
番号 

要請機材名 
優先 
順位 

要請
台数

計画台数 要請
番号

要請機材名 
優先 
順位 

要請
台数

計画台数
ｶﾙﾋﾟ
CS

ｻﾝﾀ･
ﾛｻ CS

ｶﾙﾋﾟ
CS

ｻﾝﾀ･
ﾛｻ CS

102 

死体用ストレッチャー 

B 1 1 1 105

理学療法用機材（エルゴ
メータ、マルチ・スト
ロングスマシン、マッ
ト） 

B 1 0 0 

103 ADL・作業療法用機材 B 1 0 0 106 精神治療用機材 B 1 0 0 

104 
早期神経刺激・言語療法
用機材（聴力検査機器） B 1 1 1       

 

a) 施設計画に基づき、死体用ストレッチャーを 1台整備する。 

b) ADL・作業療法用機材は、現地にて比較的安価で調達可能な機材・家具・備品であり

「エ」国側負担とする。したがって本計画では対象としない。 
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c) 早期神経刺激・言語療法用機材については、聴力検査機器を本計画で整備する。聴

力検査機器以外は現地にて比較的安価で調達できる機材・家具・備品であり「エ」

国側負担とする。 

d) 理学療法用機材（エルゴメータ、マルチ・ストロングスマシン、マット）について

は、必要性は認められるが、予測される機材活用頻度等の観点からの優先順位と限

られた予算の中での検討の結果本計画での対応は困難である。したがって、理学療

法用機材は「エ」国の自助努力で調達することとする。 

e) 精神療法用機材は、現地にて比較的安価で調達可能な機材・家具・備品であり「エ」

国側負担とする。したがって本計画では対象としない。 

 

3） 必要性・妥当性の検討 

前述の要請機材の検討結果を踏まえ、下記に示す機材選定基準に従って、さらに機材ご

との必要性・妥当性を詳細に検討した。 

① 本計画で協力対象となっている外来診療、画像診断、臨床検査他においての医療サー

ビスを提供するために必要不可欠な機材であること。 

○ 本計画で求められている医療サービスを提供するのに必要な機材 

△ 必要性はあるが使用頻度が低い、他の機材で代替可能な機材、又は「エ」国の自

助努力で調達すべき機材と判断されるもの 

× 本プロジェクトで求められている医療サービスを提供するのに妥当性が低いと判

断される機材 

② 技術レベルに合致した機材であること。 

○ 対象施設における医療従事者の技術レベルで使用可能な機材 

△ 機材調達時にトレーニングを受けることにより使用可能となる機材 

× 対象施設における医療従事者の技術レベルでは運用が困難な機材 

③ 運営・維持管理の可能な機材であること。 

○ 対象施設の運営・維持管理体制、予算で対応可能な機材 

△ 第 1 保健区管理事務所の維持管理技術者または代理店の技術者による定期点検に

て維持管理が可能な機材 

× 運営・維持管理費が高額なため、現状では運用が困難と判断される機材 

（総合評価） 

○ 本計画での調達が妥当であると判断される機材 

× 本計画で対象外とする機材 

これらの検討結果一覧を表 3-13 に示す。 
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表3-13 要請機材検討結果表 

要請 
番号 

機材名 
優先 
順位 

要請
台数

評価項目 総合
評価

計画台数
備 考 

① ② ③
ｶﾙﾋﾟ
CS

ｻﾝﾀ･ﾛ
ｻ CS

外来診療・処置 

1 吸引器 A 1 ○ ○ ○ ○ 3 3 
計画台数については｢機材検

討の概要｣参照 

2 体重計、成人用 A 7 ○ ○ ○ ○ 7 8 要請番号 50 の機能を兼ねる

3 体重計、小児用 A 7 ○ ○ ○ ○ 4 5 
計画台数については｢機材検

討の概要｣参照 

4 キャスター付汚物缶 A 14 ○ ○ ○ ○ 14 15 “キャスター”なしとする 

5 検診台 A 2 ○ ○ ○ ○ 1 1 計画台数は施設計画による 

6 ストレッチャー A 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

7 救急カート A 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

8 診察器具セット A 5 ○ ○ ○ ○ 4 5 

9 除細動装置 A 1 ○ △ △ ○ 1 1 

10 胎児ドップラー A 1 ○ ○ △ ○ 1 1 

11 心電計 A 1 ○ △ △ ○ 1 1 

12 処置器具セット A 2 ○ ○ ○ ○ 3 3 

13 小手術器具セット A 2 ○ ○ ○ ○ 2 2 

14 家族計画用機材 A 1 △ ○ ○ × 0 0 ｢機材検討の概要｣参照 

15 踏台、2段 A 2 ○ ○ ○ ○ 13 14
計画台数については｢機材検

討の概要｣参照 

16 血圧計 A 2 ○ ○ ○ ○ 2 2 

17 血圧計、スタンド型 A 7 ○ ○ ○ ○ 7 8 

18 ステンレス戸棚 B 2 ○ ○ ○ ○ 2 2 

19 カルテ棚 B 16 ○ ○ ○ ○ 16 16

20 乾熱滅菌器 A 1 ○ ○ ○ ○ 0 0 要請番号 21 で代替 

21 高圧蒸気滅菌器 A 4 ○ ○ ○ ○ 2 2 ｢機材検討の概要｣参照 

22 酸素流量計 A 7 ○ △ ○ ○ 10 10

23 聴診器 A 12 ○ ○ ○ ○ 7 8 

24 搬送用インキュベータ B 1 × ○ ○ × 0 0 ｢機材検討の概要｣参照 

25 産婦人科診断器具セット A 2 ○ ○ ○ ○ 3 3 

26 診察灯 A 12 ○ ○ ○ ○ 11 12

27 移動式手術灯 A 1 ○ ○ △ ○ 1 1 

28 喉頭鏡 B 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

29 回診用診察器具セット A 2 ○ ○ ○ ○ 2 2 

30 診察台 A 11 ○ ○ ○ ○ 9 10

31 処置台 A 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

32 メーヨー器械台 A 2 ○ ○ ○ ○ 2 2 

33 器械台（A） A 5 ○ ○ ○ ○ 4 4 

34 器械台（B） A 14 ○ ○ ○ ○ 11 12

35 脳麻痺患者用椅子 B 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

36 搬送用モニター B 2 △ △ △ ○ 1 1 
搬送用ではなく処置室で使

うために 1台整備する 

37 ネブライザー A 2 ○ ○ ○ ○ 2 2 

38 シャウカステン A 7 ○ ○ ○ ○ 6 7 

39 パルスオキシメータ A 2 ○ ○ ○ ○ 2 2 

40 踏台、1段 A 12 ○ ○ ○ ○ 0 0 要請番号 15 で代替 

41 キックバケツ A 2 ○ ○ ○ ○ 2 2 
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要請 
番号 

機材名 
優先
順位

要請
台数

評価項目 総合
評価

計画台数
備 考 

① ② ③
ｶﾙﾋﾟ
CS

ｻﾝﾀ･ﾛ
ｻ CS

42 尿ビン・便容器掛け B 1 × ○ ○ × 0 0 必要性が低い 

43 手洗スタンド A 2 ○ ○ ○ ○ 2 2 

44 点滴スタンド A 10 ○ ○ ○ ○ 8 9  

45 蘇生器、成人用 A 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

46 蘇生器、新生児用 A 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

47 冷蔵庫 A 5 ○ ○ ○ ○ 5 5 

48 車椅子 A 2 ○ ○ ○ ○ 2 2 

49 タンカ A 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

50 身長計、成人用 A 7 △ ○ ○ × 0 0 要請番号 2で代替 

51 身長計、小児用 A 7 ○ ○ ○ ○ 7 8 

52 
ワクチン搬送クーラーボ

ックス 
B 3 △ ○ ○ ○ 0 0 

｢エ｣国の自助努力で調達する

こととする 

53 壁掛式吸引器 B 6 × ○ ○ × 0 0 
施設側で中央吸引設備が整備

されないため 

54 患者搬送用人工呼吸器 B 1 × ○ ○ × 0 0 ｢機材検討の概要｣参照 

55 器械戸棚 A 3 ○ ○ ○ ○ 2 2 同上 

歯科診療 

56 アマルガメータ A 1 △ ○ ○ × 0 0 ｢機材検討の概要｣参照 

57 可視光線治療器 A 2 ○ ○ ○ ○ 2 2 

58 歯科用 X線撮影装置 A 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

59 高圧蒸気滅菌器 A 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

60 歯科用器具セット A 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

61 抜歯用器具セット A 1 △ ○ ○ × 0 0 ｢機材検討の概要｣参照 

62 閉塞用器具セット A 1 △ ○ ○ × 0 0 同上 

63 治療器具セット B 1 △ ○ ○ × 0 0 同上 

64 予防歯科用器具セット B 1 △ ○ ○ × 0 0 同上 

65 シャウカステン A 1 △ ○ ○ × 0 0 必要性が低い 

66 
歯科用 X 線フィルム現像

機 
A 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

フィルム現像機ではなく、画

像診断デジタル化装置が必要

67 歯科ユニット A 2 ○ ○ ○ ○ 2 2 

68 器械戸棚 A 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

- 蒸留水製造装置 - 0 ○ △ △ ○ 1 1 必須機材であるため追加 

画像診断 

69 超音波診断装置 B 1 ○ △ △ ○ 1 1 

70 
超音波診断装置、カラー

ドプラー 
B 1 △ △ △ × 0 0 要請番号 69 で代替 

71 
デジタル X 線一般撮影装

置 
A 1 ○ △ △ ○ 1 1 

72 ドライプリンター B 1 ○ △ △ ○ 1 1 要請番号 71 の構成とする 

73 X 線小物器具セット A 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

74 シャウカステン B 1 △ △ △ × 0 0 必要性が低い 

75 診察台 A 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

76 CR 装置 B 1 ○ △ △ ○ 1 1 要請番号 71 の構成とする 

臨床検査 

77 プレート振とう器 A 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

78 試験管振とう器 A 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

79 電子天秤 B 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

80 恒温水槽 A 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 
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要請 
番号 

機材名 
優先 
順位 

要請
台数

評価項目 総合
評価

計画台数
備 考 

① ② ③
ｶﾙﾋﾟ
CS

ｻﾝﾀ･ﾛ
ｻ CS

81 遠心機 A 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

82 コロニーカウンター B 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

83 冷凍庫 B 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

84 血球計数装置 B 1 ○ △ △ ○ 1 1 

85 半自動生化学分析装置 B 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

86 血沈台 B 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

87 乾熱滅菌器 A 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

88 高圧蒸気滅菌器、縦型 B 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

89 インキュベータ B 1 ○ △ △ ○ 1 1 

90 血球計算盤 B 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

91 臨床検査小物器具セット A 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

92 ピペット A 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

93 検診台、簡易型 A 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 要請番号 5と仕様を統一 

94 ヘマトクリット遠心機 A 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

95 双眼顕微鏡 A 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

96 血球カウンター A 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

97 冷蔵庫 A 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

98 ロールミキサー B 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

99 採血用椅子 A 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

100 冷蔵庫用温度計 B 1 △ ○ ○ × 0 0 
温度表示機能を有する冷蔵庫

を整備するため 

101 器械戸棚 A 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

- 蒸留水製造装置 - 0 ○ △ △ ○ 1 1 必須機材であるため追加 

その他 

102 死体用ストレッチャー B 1 ○ ○ ○ ○ 1 1 

103 ADL・作業療法用機材 B 1 △ ○ ○ × 0 0 
｢エ｣国の自助努力で調達する

こととする 

104 
早期神経刺激・言語療法

用機材（聴力検査機器） 
B 1 ○ △ △ ○ 1 1 

｢聴力検査機器｣以外の機器は

｢エ｣国の自助努力で調達する

こととする 

105 

理学療法用機材（エルゴ

メータ、マルチ・ストロ

ングスマシン、マット） 

B 1 △ ○ ○ × 0 0 ｢機材検討の概要｣参照 

106 精神療法用機材 B 1 △ ○ ○ × 0 0 
｢エ｣国の自助努力で調達する

こととする 
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３－２－２－２ 敷地・施設配置計画 

 

（1） カルピ CS 

1） 敷地形状・周辺環境・地盤 

カルピ CS は、県都であるリオバンバ市の北東に位置するカルピ地区の第一次レベル保健

医療施設として計画する。現在運営されているカルピ SCS とリカン SCS が統合されカルピ

CS となる計画である。 

敷地はゆがんだ五角形のような形状をした約 9,000 ㎡の土地である。現在はスポーツ広

場として利用されており、敷地内にスポーツ器具や観客席が設置されている。敷地周囲に

は、前面道路が敷地北側に位置し、現カルピ SCS が道路をはさんで北側にあり、河川と用

水路が敷地南側に流れている。 

地盤調査結果より、地盤は表層からの深さが 9ｍ程度まではシルト質砂質土と砂質シル

ト層が互層となっており、それ以深は非常に硬いシルト質砂質土である。 

 

2） インフラ整備状況 

電力は電力会社 EERSA により、カルピ地区に供給されている。EERSA によると、停電は

年 6 回程度(4～5 時間/回)である。既存のカルピ SCS で電圧の実測を行ったところ、平均

して 111V で概ね±5%の変動率に収まっていたが、午前 7 時頃に 100V まで低下していた。

建設予定地の近辺に高圧 13.8kV の電力線が配線されており、各所の柱上トランスにより変

圧されて近隣に送電されている。通信インフラは電話会社 CNT による電話回線網が整備さ

れている。建設予定地の前面道路に電話線が配線されている。 

市水は敷地近くの丘にある配水場より、本計画地域へ自然流下方式により給水されてい

る。建設予定地の前面道路には市水管が埋設されていないため、相手国側工事による直近

の市水管からの分岐・延伸を要請した。市水は、配水場から 15km 離れた山麓の湧水を原水

としており、塩素消毒を行っている。調査期間中に市水の水質検査を ESPOCH（チンボラソ

県工科大学）に依頼したところ、大腸菌が検出された他、硝酸性窒素、リン酸が極めて高

い値を示し、有機物により汚染されている可能性が高い。 

市水を持ち帰り、国内で独自に試験したところ、全硬度はやや高いものの、基準値以下

であった。 

下水について、公共下水本管は近隣に口径 300φの配管が敷設されているが、前面道路

にはないため、相手国側工事による直近までの延伸を要請した。カルピ地区の下水道イン

フラには下水処理場がなく、汚水排水は浄化されることなく河川に放流されている。また、

雨水排水網はないため、建設予定地の雨水排水は隣接して流れる河川へ放流する。 

廃棄物は環境衛生管理局が収集し、焼却せずに処分場に埋め立てている。既存 SCS では、

保健省のルールにより一般廃棄物と医療廃棄物の分別が行われている。 
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図3-4 建設予定地を含むカルピ CS 周辺図 
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3） 土地利用計画 

前述のような既存施設の現状や本計画施設の要請内容の分析結果から、保健省作成の CS

基準図面をもとに保健省との共同作業によりカルピ CS 整備のための土地利用計画を作成

し、この計画を踏まえて本計画施設を配置する。計画にあたり主な留意点は下記のとおり

である。 

 

① 動線、医療サービスの効率化 

動線の合理化と明快な機能配置によるゾーニング計画 

② 将来的な拡張への対応 

③ 患者数の増加等に対応するスペースの確保 

④ 適正な施設規模の確保 

裨益対象人口から将来の患者数を予測し、必要諸室数を算定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-5 カルピ CS の施設整備基本計画 
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4） 施設配置計画 

計画対象となる施設は、医療サービス（外来、リハビリ、検査、画像診断、管理）を行

う診療棟及び、設備関連緒室を配置した機械棟の 2 棟である。機械棟は騒音・振動に配慮

し分棟配置とした。敷地が平坦かつ充分な広さがあることから、2 棟ともに平屋建ての計

画とする。施設出入口は前面道路と接道する敷地北側に設ける。 

診療棟は患者の視認性と利便性を考慮し敷地中央に配置した。また裨益人口から適正規

模となるように計画したため、保健省作成の CS タイプ B 基準図に比べ小規模であるので、

将来的な拡張が可能となるよう東西に増築対応エリアを確保する。構内道路は診療棟、将

来増築対応エリアの周囲にゆとりをもって計画することで、診療棟の四周からのアクセス

が可能となる。診療棟への出入口を外来患者が利用する主出入口、緊急搬送・時間外診療

に対応する応急出入口、スタッフが利用する管理用出入口と利用者に応じて設けることで、

各々の動線が分離した円滑なアプローチ計画とする。身障者用駐車場は患者用出入口付近

に計画し、利用者の負担を軽減する。 

非常用発電機、受水槽等を設置する機械棟は、車両がアクセスしやすく、かつインフラ

の引きこみルートが 短となる位置に計画した。浄化槽は、公共下水が延伸されたときの

直近になる場所で、地中に設置する。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-6 カルピ CS の施設配置計画 
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（2） サンタ･ロサ CS 

1） 敷地形状、周辺環境、地盤 

サンタ･ロサ CS はリオバンバ市内の比較的中心部に位置するサンタ・ロサ地区の第一次

レベルの保健医療施設として計画する。既存のサンタ･ロサ SCS は現在市街地のテナントビ

ル内で運営されており、完成後に移転する計画となっている。 

建設予定地は農牧省、環境省の敷地内の一画であり、方形に近い形状をした約 4000 ㎡の

土地で北に向かって一部が高く傾斜している。敷地内には樹木や、使用されていない構内

道路、コンテナ等が既存である。敷地東側に道路が接道し、北側に環境省、西側に農牧省

の既存施設や畑、南側に駐車場が位置する。 

地盤調査結果より、地盤は表層からの深さが４m程度までシルト質砂質土となっており、

それ以深は非常に硬いシルト質砂質土である。 

 

2） インフラ整備状況 

電力は EERSA により、サンタ・ロサ地区に供給されている。EERSA によると停電は年 3

～4回程度(1～2 時間/回)。建設予定地と同区画の農牧省庁舎内で電圧の実測を行ったとこ

ろ、平均して 125V で概ね±5%の変動率に収まっていた。建設予定地の前面道路に高圧

13.8kV 電力線が配線されており、各所の柱上トランスにより変圧されて近隣に送電されて

いる。通信インフラは CNT による電話回線網が整備されている。建設予定地の前面道路に

電話線が配線されている。 

市水は上下水道局(EMAPAR)により給水されており、朝 2 時間、昼 2 時間、夜 2 時間の断

続的な通水を行っている。建設予定地の前面道路には口径63φの市水管が埋設されている。

EMAPAR より入手した水質検査結果によると、全硬度量が極めて高く、軟水化処理が必要で

ある。 

市水を持ち帰り、国内で独自に試験したところ、全硬度はやや高いものの、基準値以下

であった。 

公共下水本管は前面道路に口径 250φの配管が通っている。下水について、下水処理場

がなく、汚水排水は処理されずに河川に放流されている。雨水排水は、汚水と合流となっ

ている。 

廃棄物はカルピと同様、環境衛生管理局が収集し、焼却せずに処分場に埋め立てている。

既存 SCS では、保健省のルールによる一般廃棄物と医療廃棄物の分別が行われている。 
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図3-7 建設予定地を含むサンタ･ロサ CS 周辺図 
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3） 土地利用計画 

前述のような既存施設の現状や本計画施設の要請計画案の分析結果から、保健省作成の

CS 基準図面をもとに保健省との共同作業によりサンタ・ロサ CS 整備のための土地利用計

画を作成した。この土地利用計画を踏まえて本計画施設を配置する。計画にあたり主な留

意点は下記のとおりである。 

 

① 動線、医療サービスの効率化 

動線の合理化と明快な機能配置によるゾーニング計画 

② 適正な施設規模の確保 

裨益対象人口から将来の患者数を予測し、必要諸室数を算定 

③ 施設出入口の分離 

環境省・農牧省の出入口とは分離した出入口を確保する独立性、利便性の高い計

画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-8 サンタ･ロサ CS の施設整備基本計画 
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4） 施設配置計画 

本計画対象となる施設は、カルピ CS 同様、医療サービス（外来、リハビリ、ラボ、画像

診断、管理）を行う診療棟、及び騒音、振動に配慮し分棟配置とした機械棟の 2棟である。

計画地は若干の高低差があり、限られた敷地であることから、診療棟は一部 2 階建て、機

械棟は平屋建てで計画する。施設出入口は前面道路と接道する敷地東側に設ける。 

診療棟はカルピ CS 同様に患者の視認性と利便性を考慮し敷地中央に配置し、構内道路は

診療棟の周囲に計画し、診療棟の四周からのアクセスが可能となる。出入口は、診療棟の

多数の患者が利用する主出入口、緊急搬送・時間外診療に対応する応急出入口、医療従事

者が利用する管理用出入口と利用者に応じて設けることで、動線が分離した円滑なアプロ

ーチ計画とする。身障者用駐車場は主出入口付近に計画し、利用者の負担を軽減する。 

非常用発電機、受水槽等を設置する機械棟は、車両がアクセスしやすく、かつインフラ

の引きこみルートが 短となる位置に計画した。浄化槽は、公共下水道本館の直近で、敷

地の地中に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-9 サンタ・ロサ CS の施設配置計画 
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３－２－２－３ 施設計画 

 

３－２－２－３－１ 建築計画 

 

（1） 対象施設の裨益人口と患者数予測 

1） 裨益人口 

患者数は人口に比例すると推測できるため、対象 CS であるカルピ CS とサンタ･ロサ CS

のテリトリアル計画により新たに設定された 2020 年の裨益人口から裨益人口に対する総

患者数の割合を推定する。 

「エ」国では現在全国で CS の整備を行っていることから、保健省は各 CSの裨益人口の

将来予測を算出している。本計画施設の完成予定（2016 年）から 4 年後の 2020 年のデー

タが確認できたことから、2020年の裨益人口予測にチンボラソ県の過去 5年間の裨益人口

に対する総患者数の割合の平均をかけて将来の患者数を算出している。 

各 CS の 2020年の予測裨益人口は下表の通りである。この数字は患者数と医療施設の診

察室数の予測に採用する。 

表3-14 対象施設の裨益人口予測 

施設 2012年 2015年 2020年
06D01C02
06D01C14

06D01C10
06D01C11
06D01C12

サンタ・ロサCS

カルピCS

28,003

22,425

裨益人口 29,106 31,050

裨益人口 23,393 25,101

対象地区

 
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓNDIRECCIÓN NACIONAL DE PRIMER NIVEL 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL PROVINCIA : CHIMBORAZO 

 

2） 裨益人口に対する総患者数の割合 

チンボラソ県の総患者数と裨益人口とその割合を下表に示す。 

表3-15 チンボラソ県の総患者数と裨益人口、割合 

 

 

 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN,  

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN 
 

 PERSONAS ATENDIDAS POR PAIS, PROVINCIA CHIMBORAZO Y CANTONES AÑOS 2007-2012 
PROYECCIONES POBLACIÓN AÑOS 2007-2012 

 

ここで算出されたチンボラソ県の裨益人口に対する総患者数の割合 131.06％を各 CS の

部屋数算出に使用する。 

 

（2） 両 CSにおける医療活動の前提条件 

両 CSとも保健省の定める Bタイプの CSとして計画する。基本的に、Bタイプ CSは毎日 12

時間稼動することとしているが、実際は平日の午前中から夕方までに患者の来院は集中して

いる。算定には、集中する時間帯、曜日を実稼働日数・時間として使用する。 

 

2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
総患者数(人） 473,438 648,968 626,319 628,700 706,986
裨益人口(人） 449,271 455,212 476,255 481,498 486,680
総患者数/裨益人口（％） 105.38% 142.56% 131.51% 130.57% 145.27% 131.06%

過去5年平均
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各部門の年間稼働日数と稼働時間は下記の通りである。 

 

表3-16 稼働日数、時間 

内容 日／年 時間／日

総合診療科 365(226) 12(8)

産婦人科 365(226) 12(8)

歯科 365(226) 12(8)

精神科 365(226) 12(8)

応急措置（時間外も対応） 365 12(8)

内容 日／年 時間／日

リハビリ部門 365(226) 12(8)

画像診断部門 365(226) 12

検査部門(ラボ） 365(226) 12

外来部門　稼働日数・時間

中央診療部門　稼働日数・時間

226 日 =週末(土曜・日曜）、祝日を除いた毎日
(　)内は実稼動日数･時間

 

（出典：保健省ヒアリングによる） 

 

（3） カルピ CSの施設計画 

1） 規模の検討 

① 患者数 

想定年間患者数（人/年）＝ 想定裨益人口(人)x チンボラソ県の総患者数/裨益人口の 5

年平均（％） 

表3-17 カルピ CSの想定年間患者数(2020年) 

 

 

 

② 規模の算定 

以上のような設計条件をもとに、対象 CSに関する各必要諸室数の算定を行った。 

 

③ 外来部門 

1室で診る患者１人当たりの平均診察処置時間は保健省で総合診療科 15分・室/人と

定められている。以上の条件で算出される計画室数は下表の通りである。 

 

日平均患者数（人/日）＝ 年間患者数(人/年)÷年間稼働日数（日/年） 

診察処置人数（人/室・日）＝ 開院時間（分/日）÷ 1室で診る患者 1人当たりの平均 

診察時間（分・室/人） 

必要室数(室)＝ 2020年の予測日平均患者数（人/日）÷ 診察処置人数（人/室･日） 

 

裨益人口(人）
2012年

想定裨益人口(人）
 2020年

総患者数/裨益人口
(％）

想定患者数(人）
 2020年

カルピCS 22,425 25,101 131.06 32,897
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表3-18 カルピ CSの外来部門における診察室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 各科診察室数 

保健省が定める Bタイプ CSが持つべき外来部門の診察室として、総合診察科、産婦人

科、歯科、精神科がある。中央診療部門ではリハビリ部門、 画像診断部門（X線検査室、

超音波室）となっている。 

 

歯科については、機材が異なるため必要診察室数とは別に算出する。現在の使用状況

から調整して歯科２ユニット（1室）とする  

精神科、リハビリ部門は既存施設では有しないため、保健省基準図面室数に基づき各 1

室ずつとする。 

超音波室は保健省基準図面では 2 室であるが、近隣地域の第二次レベル保健医療施設

であるコルタ病院における超音波検査は平均 2人/週のみという現状を考慮し、本計画で

は 1室とする。  

 

表3-19 カルピ CSの各科診察室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ）内は歯科ユニット数 

 

日
平

均
患

者
数

(人
/
日

）

診
察

処
置

時
間

(分
・
室

/
人

)

診
察

処
置

人
数

（
人

/
日

・
室

）

必
要

室
数

　
（
室

）

計
画

室
数

　
（
室

）

A B C D=A/B E F=C/E G=D/F

1 カルピCS 32,897 226 480 145.6 15 32 4.5 5

診察室

2
0
2
0
年

予
測

年
間

外
来

患
者

数
　

（
人

/
年

）

年
間

稼
動

日
数

　
（
日

/
年

）

開
院

時
間

　
（
分

/
日

）

一般 7 4

産科/婦人科
Obstetricia/Gi

2 1

1(１台） 1(3台）

0 1

3 11

0 1

X線検査室 0 1

超音波室 0 2

外来部門

中央診療
部門

総合
診療科

計画室数
Número de

外来部門診察室合計 7

2
total

5

歯科
 Odontología

1(2台）

診察科 現状室数
保健省

基準図面室数

カルピCS

精神科
 Psiquiatría

1

リハビリ部門
Rehabilitacion

1

1画像診断
部門 1
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2） 必要床面積 

前述のように算出された各室の必要室数等から、建築計画上必要とされる延べ床面積を

算定する。本計画対象施設の各室床面積の設定にあたっては、「エ」国保健省作成の Bタイ

プ CS基準図面、ライセンス基準、及び日本の医療施設床面積（日本建築学会設計資料集成

他）を参考にする。 

さらに、各室で想定されている医療機器レイアウトや患者数・医療従事者数等を総合的

に勘案して、各室の必要床面積を設定する。 

表3-20 カルピ CS 計画対象施設の各室床面積 

 外来部門 管理部門
内部構成 室 床面積（㎡） 内部構成 室 床面積（㎡）

受付 12.00 4.00 × 3.00 事務室 24.00 6.00 × 4.00

カルテ庫 24.00 8.00 × 3.00 センター長室（含むWC-1） 26.00 5.20 × 5.00

薬局 24.00 4.00 × 6.00 情報室 30.00 4.00 × 7.50

薬局倉庫 9.00 3.00 × 3.00 スタッフ休憩室兼食堂 22.50 3.00 × 7.50

準備室-1 21.60 3.60 × 6.00 スタッフ控室 12.50 2.50 × 5.00

準備室-2 21.60 3.60 × 6.00 死体安置室 15.00 3.00 × 5.00

診察室-1 21.60 3.60 × 6.00 洗浄室-2 12.00 2.40 × 5.00

診察室-2 21.60 3.60 × 6.00 倉庫-1 20.00 4.00 × 5.00

診察室-3 21.60 3.60 × 6.00 倉庫-4 5.00 2.00 × 2.50

診察室-4 21.60 3.60 × 6.00 掃除用具庫 3.00 2.00 × 1.50

診察室-5(含むWC-2) 21.60 3.60 × 6.00 一般ごみ庫 9.00 2.50 × 3.60

歯科 35.00 7.00 × 5.00 医療ごみ庫 9.00 2.50 × 4.60

歯科X線室 6.00 3.00 × 2.00 宿直室　DK 21.00 4.20 × 5.00

コンプレッサー室 4.00 2.00 × 2.00 寝室-1 14.00 2.80 × 5.00

精神科 精神科診察室 15.00 5.00 × 3.00 寝室-2 14.00 2.80 × 6.00

応急措置室 60.00 6.00 × 10.00 シャワー・トイレ室 7.50 ×

患者受入スペース 31.50 4.50 x 7.00 スタッフ更衣室（M） 10.50 3.00 × 3.50

エントランスホール 112.00 8.00 x 14.00 スタッフ更衣室（F） 10.50 3.00 × 4.50

待合-1,2（受付･薬局、外来） 210.00 7.00 × 30.00 WC (M) 20.00 4.00 × 5.00

待合-3(応急･画像診断･ラボ） 90.00 5.00 × 18.00 WC (F) 25.00 5.00 × 5.00

廊下-1 48.00 3.00 × 16.00 スタッフWC （M） 12.00 3.00 × 4.00

廊下-2 24.00 3.00 × 8.00 スタッフWC（F） 15.00 3.00 × 5.00

855.70 HCWC-1 5.00 2.00 × 2.50

HCWC-2 5.00 2.00 × 2.50

予防医学啓発室 WC-3 10.00 2.00 × 5.00

床面積（㎡） 廊下3 77.60 2.00 × 38.50

56.00 8.00 × 7.00 廊下4 37.30 2.00 × 18.80

472.40

中央診療部門
内部構成 室 床面積（㎡） 設備諸室

待合-4（リハビリ科） 24.00 3.00 × 8.00 床面積（㎡）

リハビリ科診療室 20.00 5.00 × 4.00 8.00 2.00 × 4.00

更衣室-1 6.00 2.00 × 3.00 3.50 1.00 × 3.50

更衣室-2 6.00 2.00 × 4.00 MR 4.00 2.00 × 2.00

倉庫-2 8.00 4.00 × 2.00 PS 19.26 1.00 × 19.26

リハビリ室 52.50 7.00 × 7.50 34.76

116.50

ラボ-1(生化学/血液) 18.00 4.00 × 4.50 1,723.36 （㎡）

ラボ-2(尿) 18.00 4.00 × 5.50

洗浄室-1 7.50 2.50 × 3.00

倉庫-3 9.00 3.00 × 3.00 関連施設
結果分析室 9.00 3.00 × 4.00 床面積（㎡）

検体採取室-1 8.00 2.00 × 4.00 医ガスボンベ倉庫 21.90 3.00 × 7.30

検体採取室-2 12.00 3.00 × 4.00 消火ポンプ室 21.90 3.00 × 7.30

ラボ受付 7.50 2.50 × 3.00 機械室 66.80 9.15 × 7.30

廊下－5 13.50 1.50 × 9.00 ジェネレーター室 52.56 7.20 × 7.30

WC-４ 7.50 2.50 × 3.00 トランス室 41.98 5.75 × 7.30

110.00 205.13

超音波検査室 12.50 2.50 × 5.00 浄化槽 29.97 5.55 × 5.40

コントロール室 18.00 3.00 × 6.00 235.10

X線検査室 27.50 5.50 × 5.00

遠隔治療室 20.00 4.00 × 5.00

78.00 1 ,958 .46 （㎡）

304.50

サイズ

外来受付

応急措置部門

薬局

総合診療科

歯科

予防医学啓発室

サイズ

外来部門　合計

共用部

サイズ室

サイズ

サイズ

サイズ

管理

共用部

管理部門　合計

CALPI　診療棟　延床面積

宿直室

中央診療部門　合計

室

EPS

MDF

設備諸室　合計

内部構成

画像診断部　合計

機械棟

機械棟　合計

リハビリ部門　合計

CALPI　総床面積

リハビリ部門

検査部門

画像診断部門

検査部門　合計

関連施設　合計
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3） 施設構成（機能） 

本計画の施設構成は以下の通りである。 

表3-21 カルピ CS 計画対象部門の施設構成 

部門/階 構成内容 

外来部門 1階 
外来受付、薬局、診察室（総合診療科、産婦人科、

歯科、精神科）、応急措置部門 

中央診療部門 1階 画像診断部門、リハビリ部門、検査部門 

予防医学啓発室 1階 予防医学啓発室 

管理部門 1階 管理諸室、宿直室 

関連施設 
機械棟（医ガスボンベ庫、消火ポンプ室、機械室、

ジェネレーター室、トランス室）、浄化槽 

医療機材 外来部門、画像診断部門 

 

4） 平面計画 

診療棟は利用しやすいよう敷地中央に配置し、機械棟は発電機等の騒音に配慮し、独立

して診療棟後方に配置する。 

診療棟の平面構成は、中庭を中央に配置し、その周囲に外来部門、中央診療部門、管理

部門を計画することで、明快な部門配置とする。各部門は診療棟外周に設けられた出入口

に対応して配置することで、利用者に応じた動線の分離、アプローチの短縮化を図り、効

率のよい医療活動が行える計画とする。多数の外来患者が利用する主出入口、外来部門は

施設出入口近くに配置する。応急出入口、応急措置室は緊急搬送・時間外診療患者に対応

するため、一般患者動線との交錯を避け、診療棟東側に配置する。管理用出入口、管理部

門は患者動線との交錯を避けるよう診療棟南東側に配置する。待合はひとつのまとまった

空間として計画し、各部門が兼用することで、効率の良い合理的な計画とする。 

 

 

 



図 カルピ 施設平面計画
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待合

受
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① 外来部門・予防医学啓発室の考え方

外来部門は、待合スペースを東西に長い軸線状に配置し、待合スペースに対面するように

受付、薬局、総合診療科、歯科、応急措置室を配置する平面構成とする。待合と各部門の診

察室を並置することで、待合から診察室までの患者の動線を短くし、患者の負担を軽減する。

予防医学啓発室は利用者の視認性が高いエントランスホールから目視できる位置、かつ利用

者の入退出時に外来患者との動線が交錯しないよう、待合から離れた位置に計画する。

外来部門は外来受付、薬局、総合診療科、歯科、精神科、及び応急措置室によって構成さ

れる。この内、準備室・診察室については、窓側に医療スタッフ専用の動線を計画し、患者

との動線を分離して医療活動の効率化を図る。精神科は患者のプライバシーに配慮して、個

別の待合を設けた独立性の高い配置としている。応急措置室は緊急搬送や時間外診療の患者

に対応できるよう、一般車両動線とは独立した車寄せを設け、施設東側に配置する。応急出

入口から措置室までは動線を最短とし、迅速な措置が可能な計画とする。また、診察後の処

置を行う室としても利用できるよう、診察室からも近い位置に配置する。

予防医学啓発室はスライディングウォールによって室内を分割して利用でき、異なる内容

の活動を同時に開催することが可能な計画とする。また、職員の会議スペースとしても利用

することができるよう管理部門に隣接して配置し、施設の有効利用を図る。

患者用のトイレは衛生の保全と臭気に配慮し、診療棟西側に集約配置し、床下にはピット

を計画することで床下配管のメンテナンスが容易な計画とする。また、多目的トイレを設け、

ベビーベッドを設置することでオムツ替えや授乳等にも利用できるよう配慮する。

図 カルピ 外来部門
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② 中央診療部門の考え方

中央診療部門は画像診断部門、検査部門、リハビリ部門から構成される。画像診断部門・

検査部門は共に総合診療科や応急措置室と連携した医療行為が行われるので、外来部門から

利用しやすく、視認性の高い位置に配置する。

画像診断部門はコントロール室、超音波検査室、 線検査室、遠隔治療室によって構成さ

れる。超音波室、 線検査室は一般患者及び緊急搬送・時間外対応患者の双方の利用に配慮

し、一般外来診察室と応急措置室から利用が容易な位置に配置する。コントロール室は超音

波検査室と 線検査室との間に設け、一括管理を可能にし、少ないスタッフでも運営しやす

い計画とする。

リハビリ部門はリハビリ科診察室、更衣室、リハビリ室で構成される。診察に関わる室が

多いので、リハビリ待合を介して諸室を関連付け、効率的な空間利用が可能な室配置とする。

リハビリ科診察室、リハビリ室ともに中庭に面することで、良好な採光・通風が確保でき、

室内環境にも配慮する。

検査部門はラボ受付を中心とし、左右に検体採取と分析諸室に振り分けて室を配置するこ

とで、患者と医療従事者のゾーニングを明確に分離し、利用しやすい計画とする。

図 カルピ 中央診療部門

画像診断部門

待合

応急

受付

ﾗﾎﾞ



③ 管理部門の考え方

管理部門は、センター長室、事務室、情報室、死体安置室など事務・管理系諸室、スタッ

フの更衣室・トイレ・休憩室、宿直室、倉庫、ごみ庫、洗浄室などサービス系諸室から構成

される。

管理部門には出入り口を ヶ所設け、患者動線との交錯を避ける計画とする。医療ごみ庫、

一般ごみ庫、死体安置室、洗浄室は集約配置し、直接外部に繋がるサービス動線を確保する

ことで、円滑かつ患者の目にふれない搬出入を可能とする。

図 カルピ 管理部門
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5） 立面計画（形状・仕上げ材） 

構造は現地で一般的で施工が容易、かつ強度が高い鉄筋コンクリート造のラーメン構造

とし、外壁はコンクリートブロック組とする。仕上げは基本的にモルタル下地ペイント仕

上げとし、主出入口周辺等は一部タイル仕上げとする。屋根は経済性と施工の容易さを考

慮して陸屋根形状とし、仕様は RCスラブとする。床も同様に仕様は RCスラブとする。 

外周には設備配管用のパイプスペース(PS)を配置し、メンテナンス時に医療活動への影

響が小さくなるよう配慮する。外部建具は対候性のあるアルミ製建具を採用する。居室に

設ける窓は開閉式とし、気候に応じて通風量の調節を可能とする。同様に中庭にも開閉式

の開口を大きくとり、エントランスホールや廊下といった共用部にも採光や通風を十分に

確保できる計画とする。 

 

6） 断面計画 

諸室の必要天井高、天井内の設備配管用スペース、小屋裏通風用スペースを考慮して、

基本階高を 3.80ｍとする。経済性とメンテナンス性の観点から床下設備配管スペースを集

約しピット部分を最小限に抑えた計画とする。 

廊下や患者待合は、ガラスブロックを設置したハイサイドライトを立ち上げ自然採光を

確保し、外気に面した開口を開閉することで自然通風を確保する。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-14 カルピ CS診療棟の断面図 
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（4） サンタ･ロサ CSの施設計画 

1） 規模の検討 

① 患者数 

想定年間患者数（人/年）＝ 想定裨益人口(人)x チンボラソ県の総患者数/裨益人口の 5

年平均（％） 

 

表3-22 サンタ･ロサ CSの想定年間患者数(2020年) 

 

 

 

② 規模の算定 

以上のような設計条件をもとに、対象保健センターに関する各必要諸室数の算定を行

った。 

 

③ 外来部門 

1室で診る患者１人当たりの平均診察処置時間は保健省で総合診療科 15分・室/人  

と定められている。以上の条件で算出される計画室数は下表の通りである 

 

日平均患者数（人/日）＝ 年間患者数(人/年)÷年間稼働日数（日/年） 

診察処置人数（人/室・日）＝ 開院時間（分/日）÷ 1室で診る患者 1人当たりの平均 

診察時間（分・室/人） 

必要室数(室)＝ 2020年の予測日平均患者数（人/日）÷ 診察処置人数（人/室･日） 

 

表3-23 サンタ･ロサ CSの外来部門における診察室 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 各科診察室数 

保健省が定める Bタイプ CSが持つべき外来部門の診察室として、総合診察科、産婦人科、

歯科、精神科がある。中央診療部門ではリハビリ部門、 画像診断部門（X線検査室、超音

波室）となっている。 
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歯科については、機材が異なるため必要診察室数とは別に算出する。現在の使用状況か

ら調整して歯科２ユニット（1室）とする  

精神科、リハビリ部門は既存施設では有しないため、保健省基準図面室数に基づき各 1

室ずつとする。 

超音波室は保健省基準図面では 2 室であるが、近隣地域の第二次レベル保健医療施設で

あるコルタ病院における超音波検査は平均 2 人/週のみという現状を考慮し、カルピ CS 同

様本計画では 1室とする。  

表3-24 サンタ･ロサ CSの各科診察室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ）内は歯科ユニット数 

 

2） 必要床面積 

前述のように算出された各室の必要室数等から、建築計画上必要とされる延べ床面積を

算定する。本計画対象施設の各室床面積の設定にあたっては、「エ」国保健省成の Bタイプ

保健センター基準図面、ライセンス基準、及び日本の医療施設床面積（日本建築学会設計

資料集成他）を参考にする。 

さらに、各室で想定されている医療機器レイアウトや患者数・医療従事者数等を総合的

に勘案して、各室の必要床面積を設定する。 
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表3-25 サンタ・ロサ CS 計画対象施設の各室床面積 

 外来部門 管理部門
内部構成 室 床面積（㎡） 内部構成 室 床面積（㎡）

受付 12.50 2.50 × 5.00 事務室 28.00 4.00 × 7.00

カルテ庫 26.40 5.50 × 4.80 センター長室(含むWC-6) 30.00 4.00 × 7.50

倉庫-4 12.10 2.00 × 6.05 情報室 24.80 4.00 × 6.20

薬局 25.00 5.00 × 5.00 スタッフ休憩室兼食堂 20.00 4.00 × 5.00

薬局倉庫 12.50 2.50 × 5.00 スタッフ控室 18.00 3.60 × 5.00

準備室-1 21.60 3.60 × 6.00 死体安置室 15.00 3.00 × 5.00

準備室-2 21.60 3.60 × 6.00 洗浄室-2 15.00 3.00 × 5.00

診察室-1 21.60 3.60 × 6.00 倉庫-1 12.50 2.50 × 5.00

診察室-2 21.60 3.60 × 6.00 倉庫-5 8.00 2.00 × 4.00

診察室-3 21.60 3.60 × 6.00 倉庫-6 4.00 2.00 × 2.00

診察室-4 21.60 3.60 × 6.00 掃除用具庫 2.00 1.00 × 2.00

診療室-5 21.60 3.60 × 6.00 一般ごみ庫 10.00 2.00 × 5.00

診療室-6(含むWC-1) 21.60 3.60 × 6.00 医療ごみ庫 10.00 2.00 × 5.00

歯科 45.00 6.00 × 7.50 階段 30.00 2.00 × 15.00

歯科X線室 4.50 2.00 × 2.25 WC-4 4.00 2.00 × 2.00

コンプレッサー室 3.00 2.00 × 1.50 WC-5 4.00 2.00 × 2.00

精神科 精神科診療室 18.00 3.00 × 6.00 宿直室　DK　エントランス 33.20 4.00 × 8.30

応急措置部門 応急措置室 60.00 6.00 × 10.00 寝室-1 13.50 2.70 × 5.00

エントランスホール 112.00 7.00 × 16.00 寝室-2 12.80 3.20 × 4.00

待合-1（受付･薬局） 56.00 8.00 × 7.00 シャワー・トイレ室 9.00 2.00 × 4.50

待合-2(外来) 204.00 8.00 × 25.50 共用部 スタッフ更衣室（M） 24.00 4.00 × 6.00

待合-3(応急･画像診断･ラボ） 85.00 5.00 × 17.00 スタッフ更衣室（F） 24.00 4.00 × 6.00

廊下-1 70.00 3.50 × 26.50 WC (M) 22.00 4.00 × 5.50

廊下-2 45.00 2.25 × 20.00 WC (F) 22.00 4.00 × 5.50

963.80 StaffWC （M） 10.00 2.50 × 4.00

StaffWC （F） 10.00 2.50 × 5.00

予防医学啓発室 HCWC-1 4.00 2.00 × 2.00

床面積（㎡） HCWC-2 4.00 2.00 × 2.00

56.00 8.00 × 7.00 WC-2 5.00 2.00 × 2.50

SK 2.00 1.00 × 2.00

廊下3 8.00 2.00 × 4.00

中央診療部門 廊下5 32.20 2.00 × 16.10

内部構成 室 床面積（㎡） 471.00

待合-4（リハビリ科） 12.00 2.00 × 6.00

リハビリ科診療室 16.00 5.00 × 3.20 設備諸室
更衣室-1 6.00 2.00 × 3.00 床面積（㎡）

更衣室-2 6.00 2.00 × 4.00 EPS 7.50 1.50 × 6.00

倉庫-3 7.50 1.50 × 5.00 MDF 7.00 2.00 × 3.00

リハビリ室 45.50 7.00 × 6.50 MR 5.00 2.00 × 2.50

93.00 設備スペース 12.00 2.00 × 6.00

ラボ-1(生化学/血液) 18.00 5.00 × 3.60 PS 16.54 1.00 × 16.54

ラボ-2(尿) 18.00 5.00 × 3.60 48.04

洗浄室-1 10.50 3.00 × 3.50

倉庫-2 6.00 3.00 × 2.00 1,817.84 （㎡）

結果分析室 9.00 3.00 × 3.00

検体採取室-1 12.50 2.50 × 5.00 関連施設
検体採取室-2 12.50 2.50 × 5.00 内部構成 室 床面積（㎡）

ラボ受付 10.00 2.50 × 4.00 機械棟 医ガスボンベ庫 21.90 3.00 × 7.30

廊下－4 10.50 1.50 × 7.00 消火ポンプ室 21.90 3.00 × 7.30

WC-3 9.00 2.00 × 4.50 機械室 66.80 9.15 × 7.30

116.00 ジェネレーター室 52.56 7.20 × 7.30

超音波検査室 10.00 2.50 × 4.00 トランス室 41.98 5.75 × 7.30

コントロール室 12.00 3.00 × 4.00 205.13

X線検査室 28.00 3.50 × 8.00 浄化槽 29.97 5.55 × 5.40

遠隔治療室 20.00 4.00 × 5.00 235.10

70.00

279.00 （㎡）

サイズ

サイズ

画像診断部門　合計

2 ,052 .94

画像診断

中央診療部門　合計 SANTA ROSA　総床面積

関連施設　合計

機械棟　合計

リハビリ部門

検査部門　合計

予防医学啓発室

管理部門　合計

室

サイズ

リハビリ部門　合計

検査部門

SANTA ROSA　診療棟　延床面積

設備諸室　合計

サイズ

外来部門　合計

サイズ

サイズ室

共用部

外来受付

薬局

管理

宿直室

総合診療科

歯科
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3） 施設構成（機能） 

本計画対象部門の施設構成は以下の通りである。 

表3-26 サンタ・ロサ CS 計画対象部門の施設構成 

部門/階 構成内容 

外来部門 1階 
外来受付、薬局、診察室（総合診療科、産婦人科、

歯科、精神科）、応急措置部門 

中央診療部門 1階 画像診断部門、リハビリ部門、検査部門 

予防医学啓発室 1階 予防医学啓発室 

管理部門 1,2階 管理諸室、宿直室 

関連施設 
機械棟（医ガスボンベ庫、消火ポンプ室、機械室、

ジェネレーター室、トランス室）、浄化槽 

医療機材 外来部門、画像診断部門 

 

4） 平面計画 

敷地が幾分狭いことから、診療棟は 2 階建てとし敷地中央に配置、機械棟は発電機等の

騒音等に配慮し、診療棟とは独立して診療棟後方に配置する。 

診療棟の平面構成は、1 階中央に中庭を配置し、その周囲に外来部門、中央診療部門、

一部管理部門を配置することで、明快な部門配置とする。2 階には管理部門のみを配置す

ることで、管理者と患者の利用ゾーンを明確に分離し、運営の簡便化に配慮する。 

各部門は診療棟外周に設けられた出入口に対応して配置することで、動線の分離、短縮

化を図り、効率のよい医療活動が行える計画とする。多数の外来患者が利用する主出入口、

外来部門は施設出入口近くに配置する。応急出入口、応急措置室は緊急搬送・時間外診療

患者に対応するため、一般患者動線との交錯を避け、診療棟南側に配置する。管理用出入

口、管理部門は患者動線との交錯を避けるよう診療棟北側に配置する。2階の管理部門には、

管理用出入口から直接上がれる階段を設ける。待合はひとつのまとまった空間として計画

し、各部門が兼用することで、効率の良い合理的な計画とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



図 サンタ・ロサ 施設平面計画
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① 外来部門・予防医学啓発室の考え方

外来部門は、待合スペースを直角に曲げた形状で配置し、待合スペースに対面するように

受付、薬局、総合診療科、歯科、応急措置室を配置する平面構成とする。待合と各部門の診

察室を並置することで、待合から診察室までの患者の動線を短くし、患者の負担を軽減する。

予防医学啓発室は利用者の視認性を考慮し、エントランスホールから目視できる位置、かつ

多数の利用者の同時入退出を考慮し、啓発室利用者と外来患者の動線が交錯しないよう、待

合から離れた位置に計画する。

外来部門は外来受付、薬局、総合診療科、歯科、精神科、及び応急措置室によって構成さ

れる。この内、準備室、診察室、歯科については、窓側に医療スタッフ専用の動線を計画し、

患者との動線を分離して医療活動の効率化を図る。精神科は患者のプライバシーに配慮して、

個別の待合を設けた独立性の高い配置としている。応急措置室は緊急搬送や時間外診療の患

者に対応できるよう、一般車両動線とは独立した車寄せを設け、施設南西側に配置する。応

急出入口から措置室までは動線を最短とし、迅速な措置が可能な計画とする。また、診察後

の処置を行う室としても利用できるよう、診察室からも近い位置に配置する。

予防医学啓発室はスライディングウォールによって室内を分割して利用でき、異なる内容

の活動を同時に開催することが可能な計画とする。また、職員の会議スペースとしても利用

することができるよう管理部門に隣接して配置し、施設の有効利用を図る。

患者用のトイレは衛生の保全と臭気に配慮し、診療棟北東側に集約配置し、床下にはピッ

トを計画することで床下配管のメンテナンスが容易な計画とする。また、多目的トイレを設

け、ベビーベッドを設置することでオムツ替えや授乳等にも利用できるよう配慮する。

図 サンタ・ロサ 外来部門
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② 中央診療部門の考え方

中央診療部門は画像診断部門、検査部門、リハビリ部門から構成される。画像診断部門・

検査部門は共に総合診療科や応急措置室と連携した医療行為が行われるので、外来部門から

利用しやすく、視認性の高い位置に配置する。

画像診断部門はコントロール室、超音波検査室、 線検査室、遠隔治療室によって構成さ

れる。超音波室、 線検査室は一般患者及び緊急搬送・時間外対応患者の双方の利用に配慮

し、一般外来診察室と応急措置室から利用が容易な位置に配置する。コントロール室は超音

波検査室と 線検査室との間に設け、一括管理を可能にし運営しやすい計画とする。遠隔治

療室は、外気に面するよう中庭に面して配置する。

リハビリ部門はリハビリ科診察室、更衣室、リハビリ室で構成される。患者が利用する関

連諸室が多いので、リハビリ待合を介して諸室を関連付け、効率的な空間利用が可能な室配

置とする。リハビリ科診察室、リハビリ室ともに中庭に面することで、良好な採光・通風が

確保でき、室内環境にも配慮する。

検査部門はラボ受付を中心とし、左右に検体採取と分析諸室に振り分けて室を配置するこ

とで、患者と医療従事者のゾーニングを明確に分離し、利用しやすい計画とする。

図 サンタ・ロサ 中央診療部門
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③ 管理部門の考え方

管理部門は、センター長室、事務室、情報室、死体安置室など事務・管理系諸室、スタッ

フの更衣室・トイレ・控え室・休憩室、宿直室、倉庫、ごみ庫、洗浄室などサービス系諸室

から構成される。

階には清掃スタッフの控え室やごみ庫などサービス系諸室の一部を、 階には残りの管理

部門を配置し、用途に応じて ・ 階に室を振り分けて配置することで、運用に配慮した計画

とする。

階段室には管理用出入口を設け、患者動線と交錯することなく直接 階へとアプローチで

きる動線計画とする。また、死体安置室、洗浄室、医療ごみ庫、一般ごみ庫からも直接外部

に出ることができるサービス動線を確保し、円滑かつ患者の目にふれない搬出入を可能とす

る。

図 サンタ・ロサ 管理部門
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5） 立面計画（形状・仕上げ材） 

構造は現地で一般的で施工が容易、かつ強度が高い鉄筋コンクリート造のラーメン構造

とし、外壁はコンクリートブロック組とする。仕上げは大部分をモルタル下地ペイント仕

上げとし、主出入口周辺等は一部タイル仕上げとする。屋根は経済性と施工の容易さを考

慮して陸屋根形状とし、仕様は RCスラブとする。床も同様に仕様は RCスラブとする。 

1階外周もカルピ CS同様に、設備配管用のパイプスペース(PS)を配置し、メンテナンス

時に医療活動への影響が小さくなるよう配慮する。外部建具は対候性のあるアルミ製建具

を採用する。居室に設ける窓は開閉式とし、気候に応じて通風量の調節を可能とする。同

様に中庭にも開閉式の開口を大きくとり、エントランスホールや廊下といった共用部にも

採光や通風を十分に確保できる計画とする。2 階外壁は前面道路からの見え方を考慮し、

東側を建物の顔としてタイル張りとする。 

 

6） 断面計画 

諸室の必要天井高、天井内の設備配管用スペース、小屋裏通風用スペースを考慮して、

基本階高を 3.80ｍとする。経済性とメンテナンス性の観点から床下の設備配管スペースを

集約化し、ピットの部分を最小限に抑えた計画とする。 

1 階の廊下や患者待合は、ガラスブロックを設置したハイサイドライトを立ち上げ自然

採光を確保し、外気に面した開口を開閉することで自然通風を確保する。また階段室も自

然通風を確保するシャフトスペースとして利用し、1 階と 2 階共用部の換気を促す計画と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-19 サンタ・ロサ診療棟の断面図 
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３－２－２－３－２ 構造計画 

 

（1） 建設予定地の地盤状況 

地盤調査は地盤調査会社 GEOSUELOS CIA. LTDA.に委託した。調査結果をもとに建設予定地

の地盤状況を敷地ごとにまとめた。 

 

1） カルピ CS 

表層からの深さが 9ｍ程度まではＮ値が 6～30 程度のシルト質砂質土と砂質シルト層が

互層となっており、それ以深は非常に硬いシルト質砂質土となっている。 

 

2） サンタ・ロサ CS 

表層からの深さが 4ｍ程度までＮ値が 8～20 程度のシルト質砂質土となっており、それ

以深は非常に硬いシルト質砂質土となっている。 

 

3） 地盤調査会社による推奨許容地耐力 

各敷地の推奨許容地耐力を次表にまとめる。カルピ CSにおいては、ボーリング毎のＮ値

に若干ばらつきがあるため、ボーリング毎に推奨許容地耐力が求められている。 

 

表3-27 推奨許容地耐力 

敷 地 ボーリング No 基礎深さ(ｍ) 推奨許容地耐力(kN/m2) 

カルピ 

P-1 and P-2 2.0 250 

P-3 and P-4 1.5 180 

P-5 2.5 150 

サンタロサ - 1.0 250 

 

（2） 基礎計画 

1） カルピ CS 

表層からの深さが 2ｍ程度に存在するシルト質砂質土を支持層とする直接基礎とする。

Ｎ値が N=6 程度のため地耐力はあまり大きな値が取れないが、建物規模が平屋建てである

ため許容地耐力に対して必要な大きさの独立基礎として設計する。 

基礎底の深さは、地下ピット有無によらず一律 1FL-2.1ｍ（設計 GL-1.8ｍ）とし、礎柱

を基礎底深さまで延長させる計画とする。独立基礎と基礎梁の間は、打ち増しコンクリー

トにより補強する。 

 

2） サンタ・ロサ CS 

表層からの深さが 2m程度に存在するシルト質砂質土を支持層とする直接基礎とする。Ｎ

値が N=11程度のため地耐力はあまり大きな値が取れないが、建物規模が 2階建てであるた

め許容地耐力に対して必要な大きさの独立基礎として設計する。 

基礎底の深さは、地下ピットの有無によらず一律 1FL-2.1ｍ（設計 GL-1.6ｍ）とし、礎

柱を基礎底深さまで延長させる計画とする。独立基礎と基礎梁の間は、打ち増しコンクリ

ートにより補強する。 
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（3） 構造計画概要 

1） カルピ CS 

7.2ｍ×7.2ｍを基本グリッドとする平屋建てで、RC造の純ラーメン構造とする。外壁及

び間仕切壁は、基本的にブロックを用いた湿式壁とし、一部、Ｘ線検査室の放射線を遮蔽

するのに必要な壁は在来 RC壁として計画する。 

屋根は RC スラブとし、水勾配は屋根スラブを傾斜させて計画する。１階床も同様に RC

スラブとし、配管等で利用しているピット床は、有害な変形やひび割れを生じさせないた

めに RCスラブとし、それ以外は非構造床として計画する。 

 

2） サンタ・ロサ CS 

7.2ｍ×7.2ｍを基本グリッドとする２階建てで、外壁及び間仕切壁は、基本的にブロッ

クを用いた湿式壁とし、Ｘ線検査室の放射線を遮蔽するのに必要な壁は在来 RC壁として計

画する。Ｘ線検査室の配置計画上、在来 RC壁が耐震壁の扱いとなるため、平面的にバラン

ス良く耐震壁を確保した耐震壁付きラーメン構造として計画する。 

屋根・１階床・ピット床はカルピ CSと同様に計画する。 

 

（4） 設計荷重 

固定荷重、積載荷重、風荷重および地震荷重などの設計荷重は「エ」国の NORMA ECUATORIANA 

DE LA CONSTRUCCION(NEC-11 2011)および CODIGO DE PRACTICA ECUATORIANO(INEN 5 2001)を

もとに荷重を設定する。 

 

1） 固定荷重 

構造材料、仕上げ材料、その他建物に固定される設備配管・ダクトなどの重量から算定

する。 

 

2） 積載荷重 

設計用積載荷重として NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCION(NEC-11 2011)に示され

ている数値を用い、実情に応じて設定する。主要諸室の積載荷重を以下に示す。 

 

表3-28 主要諸室の積載荷重 

室   名 積載荷重 (N/㎡) 備   考 

診察室、応急措置室 2,900 「エ」国基準 

待合、エントランス、廊下 4,000 「エ」国基準 

予防医学啓発室（会議室） 2,400 「エ」国基準 

倉庫、カルテ庫 6,000 「エ」国基準 

機械室（機械重量を含む） 4,900 
日本国内の計算基準を準用 

(重量機械類は別途) 

中庭 4,800 「エ」国基準 
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3） 地震荷重 

NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCION(NEC-11 2011)によると地震荷重は以下の式となる。 

WW
R

S
IV

EP

a 


 )22.019.0(5.1 ～   










22.019.0 ～

EP

a

R

S
 

V  ： 地表レベルでの水平せん断力 

I  ： 建物重要度係数（=1.5：病院） 

aS  ： 弾性応答スペクトルに対応するスペクトル加速度 

( aa ZFS   [ cTT 0 ]) 

  ： 地方係数（=2.48 Provincias de la Sierra） 

Z  ： 地域係数（=0.40 RIOBAMBA：ZONE-Ⅴ） 

aF  ： 地盤種別による増幅係数（=1.20） 

R  ： 構造特性による低減係数（=6～7） 

P  ： 平面計画による特性係数（=0.9～1.0） 

E  ： 立面計画による特性係数（=0.9～1.0） 

W  ： 建物重量 

 

 

 

 

図3-20 地震地域係数図 
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4） 風荷重 

NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCION(NEC-11 2011)によると風荷重は以下の式となる。 

feb CCVP  2

2

1
  

P  ： 風圧力(N/m2) 

  ： 空気密度（= 一般的に 1.25 kg/m3) 

bV  ： 平均風速(m/s) 

eC  ： 地表面粗度と標高による係数 

fC  ： 風力係数 

 

表 3-29に示すように、本敷地近傍の調査データ(NASA の HP 参照)では、地表面から 50ｍの

高さでの月平均風速は 3.00（m/s）程度と非常に小さい。また、本建物は２階建て以下で

あり、水平荷重としては明らかに地震荷重が支配的となるため、風荷重の検討は省略する。 

表3-29 地表面 50ｍにおける月平均風速 

 

URL: https://eosweb.larc.nasa.gov/ 

 

5） 荷重の組み合わせ 

NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCION(NEC-11 2011)によると荷重の組み合わせは以下

となる。 

1. 1.4 D 

2. 1.2 D + 1.6 L + 0.5 (Lr or S or R) 

3. 1.2 D + 1.6 (Lr or S or R) + (L or 0.5 W) 

4. 1.2 D + 1.0 W + L + 0.5 (Lr or S or R) 

5. 1.2 D + 1.0 E + L + 0.2 S 

6. 0.9 D + 1.0 W 

7. 0.9 D + 1.0 E 

D ： 固定荷重 

L ： 積載荷重 

Lr ： 屋根の積載荷重 

S ： 雹荷重 

R ： 雨荷重 

W ： 風荷重 

E ： 地震荷重 

雨荷重については、屋根に雨水ドレーン管とオーバーフロー管を設け、雨水による負荷

が働かないようにすることで組み合わせ荷重からは省略する。雹荷重は設定しない。 

https://eosweb.larc.nasa.gov/
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３－２－２－３－３ 設備計画 

 

（1） 電気設備 

本計画における電気設備計画の方針を以下に挙げる。 

a.現地運営・維持管理体制を考慮し、極力取り扱い・操作の容易な機器・設備とする。 

b.高地(標高 2,800～3,000m)で、雨が少なく比較的乾燥した気候といった現地の気象条件

を考慮し、それに対応した設備とする。 

c.保健医療施設である CS の継続性の必要を考慮し、ランニングコストを抑えた設備とする。 

d.将来の施設設備の拡充をある程度見込んで容量を設定する。 

e.現地規格・法規及び施工実態に沿った計画とする。 

f.現地の電圧変動に対応できる計画とする。 

 

1） 電力供給設備 

カルピ CS及びサンタ・ロサ CSとも、近隣の EERSA の既存電力系統より 13.8kV 3φ3W 60Hz 

1 回線を、敷地境界部の引込柱を介した架空配線路にて敷地内に引き込む。 

敷地境界部以降は、埋設管路にて電気室内の受変電設備に引き込む。 

引込柱から電気室までの埋設管路は日本側工事、電力系統から受変電設備 1 次側への配

線工事及び接続は「エ」国側負担工事とする。 

 

2） 通信引込設備 

「エ」国側で CNT の配線網から架空配線により計画敷地内の MDF に引き込む。配線網か

ら計画施設内の新設 MDF までの配線・配管路・接続工事は「エ」国側負担とする。 

CS の必要外線数は院長室、受付等に将来の拡張を考慮した予備を見込んで想定し、日本

側で MDF、PABX、電話機を設置する。 

 

3） 受変電設備 

受変電設備はキュービクル式とし、屋内電気室に設置する。構成は CB 形を基本とし、DS、

VCB にてそれぞれ分界、保護機能を受け持たせ、変圧器 1 台にて 220V／127V3φ4W に降圧

して、施設内に配電する方式とする。 

変圧器の容量は診療棟の全ての負荷を賄うものとし、計画における容量は 200kVA とする。 
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図3-21 電力供給概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-22 インフラ計画図（カルピ CS） 
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図3-23 インフラ計画図（サンタ・ロサ CS） 

 

4） 非常用発電機設備 

EERSA によれば、停電はカルピ地区では 6 回／年、1 回 4～5 時間程度、サンタ・ロサ地

区では３～４回／年、1回 1～2時間程度想定されることから、停電時に備え、施設の機能

を最低限維持するために、非常用電源装置として本計画でディーゼル発電機を設置する。 

発電機負荷は停電時において CS の機能維持に必要な最低限の医療機材、防災負荷、動力

設備、保安照明、保安コンセントとする。想定負荷を積み上げ、現地で一般的に入手でき

る直近上位容量から発電機容量はカルピ CS、サンタ・ロサ CS のいずれも 200kVA とする。 

発電機の燃料槽の大きさは半年以上の停電時間相当分である 5hrx3 回=15 時間分(カルピ

CS)、2hrx2 回=4 時間分(サンタ・ロサ CS)とし、1000L タンク 1基にて容量を確保する。 

燃料供給方法は発電機室内に燃料槽を設け、発電機に供給する。燃料は現地で一般的な

軽油とする。燃料槽への燃料の補充は手動ポンプ等の人力によるものとする。 

停電時における商用電源から非常用発電機電源への切り替えは低圧側における電圧降下

によるものとする。また、切り替え動作は自動・手動を選択できるようにする。 

発電機は保守の容易なディーゼル式発電機とし、機械棟発電機室の中に収める。保守面

を考慮して電気室と同様に前面道路に向け搬入扉を設ける。 

冷却方式は水冷式では冷却水の保守管理の手間が増えるため、ラジエータ方式とする。 

 

5） 蓄電池設備 

受変電設備の操作電源として、蓄電池設備を受電盤に組み込む。電源は保守管理の容易

な MSE 型鉛蓄電池とする。 

非常照明・誘導灯用の蓄電池は非常照明に組み込むものとする。その他の予備電源とし

て電池を用いる機器・設備についても、個別に電池を持たせる。 

電柱、DS、フューズ

（日本側工事）

電柱（既存） MDF

Tr

架空

地中（配管・ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙを含む

ルートは日本側工事）

：高圧電力

（エクアドル側工事）

：高圧電力

（既存）

：電話線

（エクアドル工事）

：電話線

（既存）
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6） 接地設備 

用途・施設毎に接地設備を準備する。 

接地方式は接地極式とし、各建物の接地線を一旦接地端子盤に集約し接地極に落とす。

避雷器用、変圧器中性点用、漏電遮断器用接地はそれぞれ個別に取る。 

 

7） 電灯設備 

現地において一般的な蛍光灯器具を基本とし、部分的に省エネの観点から LED ダウンラ

イトにて補うものとする。照度設定は現地で標準とされるレベルとし全体的に JIS 基準の

6-7 割にて計画する。救急車の寄り付き部等にはサイン照明による応急措置の表示を計画

する。敷地出入口付近には、投光器による屋外照明を設ける。点灯制御は基本的にタンブ

ラスイッチによる現場制御とする。トイレについては人感センサーにより、照明器具の点

灯制御を行う。ホール、待合スペース等の照明制御は近傍の事務室、受付等にて行う。通

路部照明の制御は 3 路スイッチにより、通路の両端部からの制御を可能とする。照明器具

の点灯区分は細かく分け、日中の窓際等の不要部分の照明は適宜消灯し電力を節約できる

ようにする。 

管理諸室及び設備系諸室の照明については、保安負荷扱いとして、停電時に発電機から

電源を供給する。 

 

8） 非常照明・誘導灯 

現地法規に基づき、非常照明及び誘導灯を CS 内各所に配置する。 

非常照明は避難口とそこに至る通り道を照らすように廊下、通路部等に、誘導灯は自照

式のものを避難口に配置する。 

いずれも、バッテリーは機器組み込み型(20 分)とする。 

 

9） コンセント設備 

① 器具 

現地調査の結果、Type A コンセント(平形平行ピン) を基本とする。 

医療機器等の専用機器については専用にコンセントを用意する。保守・雑用コンセン

トは 25m につき 1口を目安に配置する。 

事務室内の執務机、受付の事務作業に供する箇所には、コンセント 4 口を用意する。

EPS、機械室等に保守用のコンセントを 1口以上配置する。 

② 保安回路 

非常用発電機負荷のコンセントについては他の商用電源コンセントと区別できるよう

にコンセントのフェースプレートの色で区別する。 

 

10） 電話交換機設備 

構内交換機（PABX）を事務エリアに設置する。MDF を隣に設置し、引き込み通信線と診

療棟との中継交換を行う。PABX はデジタル方式とし、現地基準に基づいたバックアップバ

ッテリーを持つものとする。 
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将来の増築部分との電話線接続を想定して、PABX、MDF の容量は計画値に 10％程の余裕

を持たせる。 

各区域、各階 EPS に端子盤を設け、電話機と PABX、MDF との中継場所とする。 

配線方式はケーブルラック及び電線管方式とし、ケーブルラック、配線、配管は日本側

工事とする。 

ケーブルラックは他の弱電設備配線と共用とし、強電用ケーブルラックとの共用は行わ

ない。 

電話アウトレットは受付、執務机に１つずつ設ける。 

電話機は日本側工事であるが、レイアウト変更に対応できるように壁掛/卓上両用形のも

のを選定する。 

 

11） 情報通信設備 

｢エ｣国側の要望に基づき、CSの EPS から情報通信機器用配管及びアウトレットを設ける。

配線及び通信機器は、「エ」国側工事とする。アウトレットは受付、執務机等、PC の作業

が想定される箇所に最低 1つ設ける。 

 

12） 放送設備 

一般放送用途の放送用アンプを事務室に設置し、CS の全館放送・呼び出しに用いる。 

また、各部門受付から待合室の患者の呼び出し用に受付と各部門待合室との間の独立し

た放送設備を個別に設置する。 

屋内スピーカーは天井付スピーカー、屋外スピーカーは壁付を基本とする。事務室及び

各部門受付のマイクロホンは卓上式とする。 

自火報設備との連動は行わない。 

 

13） 誘導支援設備 

患者用多目的トイレにトイレ呼出設備を設ける。トイレ近傍廊下に表示灯を、受付ない

し事務室に遠方表示を設ける。 

保守用途に事務室と機械棟との間にインターホン設備を設ける。 

 

14） TV 共聴設備 

診療棟屋上に地上波アンテナを設置し、ブースター・分配器を介して各端子盤へ、各端

子盤から待合スペース、予防医学啓発室の直列ユニットへ分配する。テレビは天井吊りで

あることを想定し、直列ユニットは基本的に各待合、スタッフ室の天井部に配置する。 

テレビ本体（盗難防止用の籠も）は「エ」国側工事とし、アンテナ、ブースター、分配

器、配管、配線、直列ユニットは日本側工事とする。 

 

15） 入退室管理設備 

建物外周部の出入口に入退室管理設備(「エ」国工事) 向けの空配管を設け、「エ」国側

工事のための配線路を設ける。 
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16） 監視カメラ設備設備 

CS 敷地出入口の監視カメラ設置のための配線路として空配管を設ける。 

 

17） 自火報設備 

現地法規・基準に則り、煙/熱感知器、手動警報機、受信機、ブザー又はベルからなる自

動火災報知設備を設置する。 

受信機は事務室に設置し、全施設の火災情報を集約する。近隣消防機関への移報、放送

設備・空調設備との連動は行わない。 

受信機は現地法規・基準に則り、バッテリーを装備するものとする。 

 

18） 警報監視設備 

事務室に受変電設備、空調衛生設備等の機器・設備からの警報を表示する警報盤を設置

する。発報後、担当者は現場に赴き対処する。なお、停電時に備え、非常用バッテリー（30

分）を装備する。 

 

19） その他設備 

職員出入口部に勤怠管理設備(「エ」国側工事)用の配管及び電源を日本側工事にて準備

する。 

 

（2） 機械設備 

本計画における機械設備計画の方針を以下にあげる。 

a．建物用途が保健医療施設であること、建物周辺の社会基盤設備が未整備である状況を考

慮して、インフラ断絶時にも一定期間の運営を可能とする安全かつ安定したシステムと

する。 

b．維持管理費の軽減化と保全性に配慮したシンプルなシステムとする。 

c.自然換気･太陽熱温水器等、建築計画を含め、計画地の自然環境を活かし環境性に配慮し

たシステムを構築する。 

 

1） 給水設備 

本計画では、上水のみの１系統にて給水する。 

水源は市水とし、計画敷地周辺の水道本管より市水を引き込み、一旦地下式貯水槽に貯

留後、加圧式にて各所に給水する。貯水槽容量は、断水の多い現地水道事情に配慮し、敷

地全体給水量の２日分を貯留する容量で計画する。 

市水を国内に持ち帰り水質検査を行った結果、２サイトとも全硬度が基準値以下だがや

や高い。有機物、残留塩素、大腸菌については採取から日数が経っているため評価不可能

であった。水道水質を基準値以下にまで改善するために、「エ」国側にてサイト内に浄水処

理設備を新設する。 

受水槽は地上式とし、水槽清掃時の断水を避けるため、二槽式とする。また、非常時の

対応として井戸の設置が望まれるが、設置する場合、削井は「エ」国側の工事とする。 



- 116 - 

計画敷地内の給水設備への給水は、日本側工事の範囲となるが、市水本管から敷地境界

線までの引込管及びメーター設置など、引込に必要な工事及び敷地外給水工事は「エ」国

側の工事範囲である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-24 給水･給湯設備概要 

 

2） 排水設備 

カルピ地区では汚水排水管のみが整備されているが、雨水排水の接続先として、排水本

管がない。このため、「エ」国側で最寄の河川への雨水放流許可を取得する。 

サンタ･ロサ地区では汚水・雨水合流の排水管が整備されている。 

放流水質基準は BOD100mg/L 以下を目標とし、敷地内に浄化槽を設置する。感染排水、検

査排水については、タンクに貯留して委託処分とする。 

本計画敷地内に設置する排水処理を含む排水設備は、日本側工事範囲となるが、敷地境

界線外の排水設備は「エ」国側工事である。 

 

 

「エ」国側 日本国側

トイレ 

パントリー 

一般排水 

浄化槽  

下水道 

雨水排水 

空調ドレン排水 

医療排水 ボトリング 業者回収 

 

図3-25 排水処理フロー 
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図3-26 上下水道 引き込みルート図（カルピ CS） 
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図3-27 上下水道 引き込みルート図（サンタ・ロサ CS） 
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3） 給湯設備 

原則として、給湯は貯湯式電気温水器にてシャワー・洗面器・洗浄室など必要な場所に

個別方式で供給する。宿直室系統、更衣室のシャワー系統には太陽熱温水器を補助熱源と

して設置する。 

 

4） 衛生器具設備 

大便器はロータンク式・洋式とし、紙巻器を付属とする。共用トイレの大便器はフラッ

シュバルブ式とする。 

小便器は壁掛ストール型を原則とするが、子供用は位置を低めに設置する。また、洗浄

装置は手動式フラッシュバルブ式とする。 

医療用洗面器用水栓は自動混合栓とする。 

 

5） 消火設備 

消火設備は基本的には「エ」国消防設置基準に従う。本計画では屋内消火栓（ホースリ

ール）と、消火器を設置する。 

 

6） 医療ガス設備 

本計画施設用に中央式医療ガス設備を計画する。医療ガスは酸素のみとして、室内にア

ウトレットを設置し、シリンダー及びマニフォールドは外部機械室に設置する。 

表3-30 医療ガスを必要とする諸室 

室 酸素（中央式） 吸引（機材） 
X線検査室 ○  

検体採取室 ○  

応急措置室 ○ ○ 

準備室 ○ ○ 

歯科診察室  ○ 

 

7） 廃棄物処理設備 

一般ゴミは両 CS ともリオバンバ市衛生環境管理局により収集され、処理場にて処分され

る。 

感染性廃棄物を含む医療廃棄物は、一般ゴミとは分別して衛生環境管理局により収集さ

れている。保健省によると、処理業者あるいは公共事業者が法律に基づき処理を行うこと

が義務付けられている。 

 

8） 空調設備 

建設が予定されているシエラ地方は一般的に空調設備（冷房及び暖房）が必要ない気候

のため、非空調、自然換気を基本として計画する。外気処理は行わない。 

情報室は機器発熱の処理のために冷房用エアコンを設置する。 

検査室系統は、換気回数と空気質を確保するために空冷ヒートポンプパッケージ型空調

機による外気処理を行う。 
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9） 換気設備 

以下の室では機械換気を行う。 

表3-31 換気方式と回数 

室名 換気方式 
換気回数 

[回／h] 
備考 

検査室 第 1種機械換気 2 
ﾏﾆｭｱﾙ発停 

外気取入口にﾌｨﾙﾀｰ装備 

薬品保管室 第 3種機械換気 2 
ｽｹｼﾞｭｰﾙ発停 

外気取入口にﾌｨﾙﾀｰ装備 

死体安置室 第 3種機械換気 10 
ﾏﾆｭｱﾙ発停 

外気取入口にﾌｨﾙﾀｰ装備 

便所 第 3種機械換気 15 ｽｹｼﾞｭｰﾙ発停 

洗浄室 第 3種機械換気 5 ｽｹｼﾞｭｰﾙ発停 

ｼｬﾜｰ室 第 3 種機械換気 5 ﾏﾆｭｱﾙ発停 

ｷｯﾁﾝ、 

休憩室 
第 3種機械換気 5 ﾏﾆｭｱﾙ発停 

ｺﾞﾐ庫 第 3種機械換気 15 ｽｹｼﾞｭｰﾙ発停 

ｼﾞｪﾈﾚｰﾀｰ室 第１種機械換気 － 
発電機の排気量、発熱量 

から算出 

MDF 

情報室 
第 3種機械換気 － 

機器発熱量から算出 

外気取入口にﾌｨﾙﾀｰ装備 
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３－２－２－３－４ 建設資材計画 

 

建設資材の選定にあたっては、維持管理の容易さに配慮して、「エ」国で一般に流通している材

料や工法を中心に採用する。カルピ CS、サンタ・ロサ CS の両施設に共通する基本的な資材選定

上の留意点は以下のとおりである。 

 

（1） 躯体 

1） 普通ポルトランドセメント 

普通ポルトランドセメント(規格は INEN)はオランダ系の「セメントコルシン」製。工場

はリオバンバ市に近いアンバト市にもある。 

 

2） 骨材 

骨材はリオバンバ市郊外で採掘されており、砂は川砂、砂利は砕石である。 

 

3） 水 

練混ぜ水は市水相当とし、回収水は原則として使用しない。 

 

4） 混和材料 

混和材料は原則使用しない。ただし、必要に応じて混和材料を使用する場合もある。 

 

5） レディーミクストコンクリート 

リオバンバ市郊外にはレディーミクストコンクリートを供給する会社があり、ミキサー

車およびコンクリートポンプ車もあることから、使用に問題はない。 

 

6） 鉄筋 

鉄筋は素材をアメリカより輸入して「エ」国で製品化されており、常時流通している。

「エ」国の商社「アンデック（ANDEC）」にて購入可能であり、問題はない。規格は INEN で

ある 

 

7） 鉄骨 

鉄骨も素材はアメリカより輸入されており、「エ」国で製品化されている。 (規格は ASTM) 

 

 



- 121 - 

（2） 外部仕上げ材 

1） 屋根 

屋根形状は陸屋根とし、スラブの仕様は RC とする。防水はアスファルト防水とする。建

物の老朽化を助長させる漏水を防止するために、水勾配は防水仕様を考慮して、適切な勾

配とする。 

 

2） 外壁 

メンテナンスの容易さを考慮し、外壁は現地で一般的なコンクリートブロック積みの上

にモルタル下地の塗装仕上げを主とする。ビジビリティの観点から、エントランス周辺等、

一部の外装にタイル張りを採用する。塗料は建物の劣化を防止するため、ひび割れに追従

できるタイプを選定する。 

 

（3） 内部仕上げ材 

1） 床 

維持管理の観点から、現地で一般的なタイル張りとする。 

 

2） 内壁 

便所やシャワー室等水周りの諸室は、拭き取りの容易なタイル張りとする。その他の一

般的な部分は、モルタル下地に塗装仕上げとする。 

放射線を扱う室は、放射線を防護できる鉄筋コンクリート壁とする。廊下の壁・柱の出

隅等のストレッチャーなどが接触する可能性のある部分は、手すり兼用のストレッチャー

ガードやコーナーガードを取り付ける。 

 

3） 天井 

① 一般的な諸室の天井は岩綿吸音板仕上げとする。 

② 便所やシャワー室等水廻りの諸室については、清掃が容易で清潔を保ちやすい珪酸カ

ルシウム板に塗装仕上げとする。 
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（4） 建具等 

一般的な外部建具と水廻りの建具には、耐候性、耐水性の観点からアルミ製建具を採用す

る。設備関連緒室の外部建具は防音と耐久性を考慮し、鋼製建具を採用する。内部建具は基

本的に軽量鋼製建具または鋼製建具とするが、Ⅹ線室等放射線防護の必要な部屋の建具には

鉛板を裏打ちする。ドアクローザー等の建具金物は基本的に現地調達とする。 

上述の仕上げ材料とそれに関連する工法をとりまとめて下記に示す。 

 

表3-32 仕上げ材料と工法 

部位 
現地工法 

（既存建物を含む） 
採用工法 採用理由 

屋根 
陸屋根、アスファルト防

水(シートタイプ) 

陸屋根、アスファルト防水

(シートタイプ)、保護コン

クリート 

メンテナンスが容易である。保護コン

クリートにより耐久性も高まる。 

外壁 
モルタル下地塗装仕上げ 

タイル 

モルタル下地塗装仕上げ

タイル 

現地で一般的な工法であり、メンテナ

ンスにも習熟している。 

床 タイル タイル 

現地で一般的に使用されている材料

で、メンテナンスや清掃が比較的容易

である。 

壁 
モルタル下地塗装仕上げ 

タイル 
モルタル下地塗装仕上げ

現地で一般的であり、メンテナンスが

比較的容易である。 

天井 岩綿吸音板 岩綿吸音板、ケイカル板
現地で一般的であり、メンテナンスが

比較的容易である。 

建具 

アルミ製窓 アルミ製窓 
アルミ製は現地で一般的であり、耐候

製に優れている。 

木製ドア 

鋼製ドア 

アルミ製ドア 

アルミ製建具 
耐候性、耐水性、操作性がよく、水廻

り、外部等に採用する。 

軽量鋼製建具 

耐久性、操作性がよく塗装塗替えによ

るメンテナンが容易。内部で患者が使

用する場所に採用する。 

鋼製建具 
防音性に優れており、機械室等や、患

者が出入りしない場所に採用する。

ステンレス製建具 
耐久性があり、掃除が容易であるので

応急措置出入口等に採用する。 

 

 

（5） 設備用資機材 

設備関係機器の多くは耐用年数が 10～15 年であり、建築用資材に比べると一般にかなり短

いのが特徴である。したがって、竣工引渡後「エ」国側で設備機器のリニューアルを含む維

持管理が円滑に実施できるように、可能な限り現地調達ないしは、機能確保の面では日本製

品を使用するものもある。この場合代理店選定等、維持管理・故障対策については十分検討

を行う。 

 

 



- 123 - 

３－２－２－４ 機材計画 

 

本計画において調達する計画機材リスト及び主要機材の仕様・使用目的等は以下のとおりであ

る。 

表3-33 計画機材リスト 

機材 

番号 
機材名 

設置場所 

合計

台数

外来診療 歯科診療 画像診断 臨床検査 リハビリ その他 

ｶﾙﾋﾟ

CS

ｻﾝﾀ・

ﾛｻ CS

ｶﾙﾋﾟ

CS

ｻﾝﾀ・

ﾛｻ CS

ｶﾙﾋﾟ

CS

ｻﾝﾀ・

ﾛｻ CS

ｶﾙﾋﾟ

CS

ｻﾝﾀ・

ﾛｻ CS 

ｶﾙﾋﾟ

CS 

ｻﾝﾀ・

ﾛｻ CS 

ｶﾙﾋﾟ

CS

ｻﾝﾀ・

ﾛｻ CS

1 吸引器 3 3           6 

2 体重計・身長計、成人 7 8           15

3 体重計、小児用 4 5           9 

4 汚物缶 14 15           29

5 検診台 1 1     1 1     4 

6 ストレッチャー 1 1           2 

7 救急カート 1 1           2 

8 診察器具セット 4 5           9 

9 除細動装置 1 1           2 

10 胎児ドップラー 1 1           2 

11 心電計 1 1           2 

12 処置器具セット 3 3           6 

13 小手術器具セット 2 2           4 

14 踏台 12 13       1 1   27

15 血圧計 2 2           4 

16 血圧計、スタンド型 7 8           15

17 ステンレス戸棚 2 2           4 

18 カルテ棚 16 16           32

19 高圧蒸気滅菌器 2 2 1 1         6 

20 酸素流量計 10 10           20

21 聴診器 7 8           15

22 産婦人科診断器具セット 3 3           6 

23 診察灯 11 12           23

24 移動式手術灯 1 1           2 

25 喉頭鏡 1 1           2 

26 回診用診察器具セット 2 2           4 

27 診察台 8 9   1 1   1 1   21

28 処置台 1 1           2 

29 メーヨー器械台 2 2           4 

30 器械台（A） 4 4           8 

31 器械台（B） 11 12           23

32 脳麻痺患者用椅子 1 1           2 

33 患者監視装置 1 1           2 

34 ネブライザー 2 2           4 

35 シャウカステン 6 7           13

36 パルスオキシメータ 2 2           4 

37 キックバケツ 2 2           4 

38 手洗スタンド 2 2           4 

39 点滴スタンド 8 9           17

40 蘇生器、成人用 1 1           2 

41 蘇生器、新生児用 1 1           2 

42 冷蔵庫 5 5     1 1     12

43 車椅子 2 2           4 
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機材 

番号 
機材名 

設置場所 

合計

台数

外来診療 歯科診療 画像診断 臨床検査 リハビリ その他 

ｶﾙﾋﾟ

CS 

ｻﾝﾀ・

ﾛｻ CS

ｶﾙﾋﾟ

CS

ｻﾝﾀ・

ﾛｻ CS

ｶﾙﾋﾟ

CS

ｻﾝﾀ・

ﾛｻ CS

ｶﾙﾋﾟ

CS

ｻﾝﾀ・

ﾛｻ CS

ｶﾙﾋﾟ

CS 

ｻﾝﾀ・

ﾛｻ CS 

ｶﾙﾋﾟ

CS 

ｻﾝﾀ・

ﾛｻ CS

44 タンカ 1 1           2 

45 身長計、小児用 7 8           15

46 器械戸棚 2 2 1 1   1 1     8 

47 可視光線照射器   2 2         4 

48 歯科用 X線撮影装置   1 1         2 

49 
歯科用デジタル式 X線セ
ンサー 

  1 1         2 

50 歯科器具セット   1 1         2 

51 歯科ユニット   2 2         4 

52 超音波診断装置   1 1       2 

53 X 線一般撮影装置     1 1       2 

54 X 線小物器具セット     1 1       2 

55 プレート振とう器     1 1     2 

56 試験管振とう器       1 1     2 

57 電子天秤       1 1     2 

58 恒温水槽       1 1     2 

59 遠心機       2 2     4 

60 コロニーカウンター       1 1     2 

61 冷凍庫 1 1         2 

62 血球計数装置     1 1     2 

63 半自動生化学分析装置       1 1     2 

64 血沈台       1 1     2 

65 乾熱滅菌器       1 1     2 

66 高圧蒸気滅菌器、縦型       1 1     2 

67 インキュベータ       1 1     2 

68 血球計算盤       1 1     2 

69 臨床検査小物器具セット       1 1     2 

70 ピペット       1 1     2 

71 ヘマトクリット遠心機       1 1     2 

72 双眼顕微鏡       3 3     6 

73 血球カウンター       1 1     2 

74 ロールミキサー       1 1     2 

75 採血用椅子       2 2     4 

76 蒸留水製造装置   1 1   1 1     4 

77 聴力検査機器     1 1   2 

78 死体用ストレッチャー         1 1 2 
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表3-34 主要機材の仕様等 

計画 

番号 
機材名 

計画 

台数 
仕   様 使用目的等 

9 除細動装置 2 

型式：二相性又は単相性型 

設定エネルギー：270 ジュール以上 

チャージ時間：10 秒以内 

外傷などに起因する心室細

動などを起こした場合、患

者を蘇生するために使用 

11 心電計 2 

型式：12 チャンネル用 

誘導：標準 12 誘導 

印字速度：5、10、20mm/秒程度 

不整脈、心拍数、心室肥大

などの診断するために使用

34 患者監視装置 2 

測定項目：心電図、呼吸、体温、SpO2 他 

モニター：8.4 インチ程度 

付属：カート 

救急患者の生体状態を監視

するために使用 

51 歯科ユニット 4 

主な構成：歯科ユニット、歯科用照明、バキ

ューム等各種装置、医師用椅子、コンプレッ

サー 

歯科ユニット：電動リクライニング式 

歯科用照明：LED 

歯科治療を行うために使用

52 超音波診断装置 2 

画像モード：Bモード、Mモード、カラー他

適用検査：産婦人科検査、腹部検査 

プローブ：2本（コンベックス、リニア） 

付属：プリンター 

産科診断、腹部診断など行

うために使用 

53 X 線一般撮影装置 2 

構成：本体、CR 装置、ドライプリンター 

本体の構成：X線管、操作パネル、ブッキー

テーブル、ブッキースタンド、 

CR 装置：撮影サイズ半切、大角、四切他、

処理能力約 48 枚/時間以上 

ドライプリンター：レーザー印刷方式、適用

フィルムサイズ 14”x 17” 

X 線一般撮影を行うために

使用 

62 血球計数装置 2 

検査項目：白血球数、赤血球数、血小板数等

17 項目程度 

データ出力：60 検体/60 分  

付属：LCD モニター、プリンター 

血液中の有形成分（赤血球、

白血球、血小板）を定量す

るために使用 

 

計画機材の試薬及び消耗品に関しては、対象区保健事務所における内部手続きなど（準備・入

札・調達業者選定）から試薬・消耗品を入手するまでに必要とされる 6 ヶ月分は本計画に含め、

それ以外については「エ」国側で調達する計画とする。なお交換部品については本計画では対象

外とする。 
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３－２－３ 概略設計図 

 

 

表3-35 図面リスト 

カルピ保健センター 

 施設名称 図面内訳 縮尺 ページ 

1 全棟 配置図 1/500 127 

2 診療棟 屋根伏図 1/300 129 

3 診療棟 １階平面図 1/300 131 

4 診療棟 断面図 1/300 133 

5 診療棟 立面図 1/300 135 

 

 

サンタ・ロサ保健センター 

 施設名称 図面内訳 縮尺 ページ 

1 全棟 配置図 1/500 137 

2 診療棟 屋根伏図 1/300 139 

3 診療棟 １階、2階平面図 1/300 141 

4 診療棟 断面図 1/300 143 

5 診療棟 立面図 1/300 145 
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・・・  

保健省 

戦略的保健開発調整総局 企画調整総局 

経営戦略調整総局  

通信・報道局 

法律顧問総局 

内部監査局 

管理財務調整総局 国際関係・協力局 

保健統括・サーベイランス 
担当副大臣 

総合ヘルスケア担当副大臣 

公衆衛生サーベ

イランス 
次官室 

公衆保健統括次

官室 
保健サービス供

給担当次官室

予防･健康増進

・平等化担当

次官室 

病院網・専門外来ケア局 

プライマリーヘルスケア局

サービス管理・品質局 

障害者・リハビリテー 
ション・特別介護局 

インフラ・機材・  
メンテナンス局

移動保健医療局 

健康増進教育局 

予防・健康増進局 

異種文化・権利・社会参加局 

地方分権プロセス 

第 1地域 
保健調整局 

第 3地域
保健調整局

第 2 地域 
保健調整局 

第 4地域
保健調整局

第 5地域
保健調整局

第 9域保  
健調整局  

第 1 保健区
事務所 

第 2保健区
事務所 

第 3保健区
事務所 

第 4保健区
事務所 

第 5保健区
事務所 

３－２－４ 施工計画／調達計画 

 

３－２－４－１ 施工方針／調達方針 

 

（1） 事業実施体制 

本計画は、日本国政府の閣議決定を経て、「エ」国との間で本計画に係る交換公文（E/N）

及び贈与契約（G/A）が締結された後、日本国政府の無償資金協力制度に従って実施される。 

本件の責任機関は保健省であり実施機関は保健省保健サービス供給担当次官室（プライマ

リーヘルスケア局）である。プライマリーヘルスケア局は第 3 保健地域調整局と第 1 保健区

事務所の協力のもと実施する。「エ」国側の契約当事者は保健省であり、本計画に関するコン

サルタント契約及び建設／機材契約を締結すると共に、本計画に関連する「エ」国側負担工

事を実施する。 

組織図は図 3-28 の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-28 事業実施体制図 
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（2） コンサルタント 

交換公文及び贈与契約が締結された後、保健省は日本国法人コンサルタント会社との間で、

詳細設計及び施工監理に係わるコンサルタント契約を締結する。コンサルタント契約書は

JICA から認証を得た上で発効される。本計画を円滑に実施するためには、贈与契約締結後速

やかにコンサルタント契約を行うことが重要である。コンサルタントは契約締結後、保健省

と協議の上、本調査報告書に基づいて入札図書（詳細設計図・仕様書等）を作成し、前述の

承認手続きに従って、「エ」国側の内容確認を行う必要がある。この入札図書内容に従って、

入札業務及び施工監理業務が実施される。 

 

（3） 工事請負業者 

本協力対象事業に係る工事は、施設の施工を行う建設工事と医療機材の調達・据付・試運

転を行う機材調達からなる。各工事の発注先は、一定の資格要件を有する日本国法人に限定

され、入札資格制限付一般競争入札によって請負業者が選定される。 

保健省は、入札により選定された建設工事及び機材調達業者とそれぞれ請負契約を締結し、

JICA から契約書の認証を受ける。この後、建設工事／機材調達業者は速やかにそれぞれの工

事に着手し、工事契約書に基づいた工事を遂行する。 

 

（4） 現地コンサルタントの活用 

工事監理については、現地工法を活用した工事が行なわれるため、日本人の常駐監理者以

外に現地の建築技術者、設備技術者を活用する。 

 

（5） 現地建築技術者の活用と日本の専門技術者派遣 

エクアドル国内に支店を置く日本企業は皆無であるが、現地には大手の建設会社もあり、

キト市内で大規模工事の多くを手掛けている。リオバンバ市内でも市庁舎・合同庁舎・ホテ

ル等の中層ビルがあり、本計画を実施するにあたり、技術的には問題がないと考える。しか

しながら、品質管理に不安な面もあるが、日本人技術者が工程・品質・安全管理面を中心と

したチェックや技術指導を細かく行い、日本の元請会社が現地建設会社を協力企業とする体

制で工事を進めることは十分可能である。 

｢エ」国内の建設現場では大半が現地労務者により工事作業が行なわれている。従って、首

都であるリオバンバ市内やその近郊においては、経験を積んだ技能労務者の調達に問題はな

いが、一部の特殊設備や高度な技術を必要とする工事については、必要に応じてペルーなど

の第三国や日本から専門技術者を派遣し、技術指導・施工管理を行う。 
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３－２－４－２ 施工上／調達上の留意事項 

 

（1） 仮設計画 

本協力対象事業のカルピ CS 及びサンタ・ロサ CS の両建設予定地は敷地境界に仮囲いを設

置すれば、第三者と工事関係者がクロスすることはない。前面道路は地域の生活道路として

使用しているのでゲートには常時警備員を配置する必要はある。昨今、隣国からの犯罪者が

増えていることからゲートの警備員には銃を携帯させる。サンタ・ロサ CS は敷地にさほど余

裕は無いが、敷地内及び隣接する空き地を利用して事務所・資材置き場等を確保する。仮設

用地の提供については、2013 年 4 月 2 日付テクニカルメモにてエクアドル国保健省へ要請済

みである。 

 

（2） 資材調達 

｢エ｣国内においては、輸入品を含め建設資機材の殆どが調達可能である。主な輸入国はア

メリカである。これら輸入品の多くは｢エ｣国内に代理店があり、多くの建築資材が国内市場

に日常的に流通している。従って、一般的な建築資材の調達に際しては、コストと竣工後の

保守管理を考慮し、なるべく現地で入手できる製品を用いることを基本とする。しかしなが

ら、医療施設としての性能を保つためのＸ線遮蔽扉等は、日本を含めた第三国からの輸入品

を検討する必要がある。 

 

（3） 特殊工法 

｢エ｣国には特殊な工法として、コンクリートスラブ用のアリヘラード工法がある。これは

スラブの軽量化のため、コンクリートブロックや発泡スチロールを躯体に埋め込むが、埋め

込み物の落下や強度確保のためにコスト高となるため採用は見送る。本計画においては建設

コスト低減の観点から、なるべく現地で入手できる材料・製品を利用し、現地業者により確

実に施工が可能であることを考慮し、特殊な工法は採用しない。 

 

（4） 機材調達 

調達機材の中には X 線一般撮影装置の据え付け工事、歯科ユニットや蒸留水製造装置に必

要な給排水設備工事など、建築工事との取り合いの発生するものがあり、コンサルタントは

施工業者間の調整、指示を行う必要がある。本計画では先方負担工事として、医療家具・備

品等の調達が含まれており、円滑な実施のために、計画対象施設との間で機材調達時期・工

程について協議し調整を行う必要がある。 
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３－２－４－３ 施工区分/調達・据付区分 

 

本協力対象事業を円滑に遂行するために、日本国側と｢エ｣国側との工事負担区分を明確にする。

その内容は以下のとおりである。 

表3-36 工事負担区分（カルピ CS 及びサンタ・ロサ CS） 

日本側負担工事 エクアドル国側負担工事 

 敷地の確保（住宅建設課：MIDUVI の承認） 

 環境評価、建築確認及び消防の申請と承認 

 

敷地の整地、既存施設等の撤去 
1) 敷地内構造物撤去 
2) 敷地内既存施設撤去 
3) 敷地内の既存の電気ケーブルの撤去・盛替 
4) 敷地内の電話ケーブルの撤去・盛替 
5) 敷地内の既存の給水管・水槽の撤去・盛替 
6) 敷地内の既存の排水管および桝の撤去・盛替 

 敷地周囲の門と塀、門衛所の建設 

道路の建設 
1)  敷地内の道路と駐車場 

 

敷地内の外構工事 
1)  舗装、外灯、雨水排水側溝 

敷地内の外構工事 
1) 植栽 

建物の建設  
1)  建築工事 
作り付け家具や病室の医療用カーテンを含む 

2)  電気設備工事 
   電力供給設備、非常用発電機設備、照明・コンセン
ト設備、通信設備、接地設備、放送設備、火災報知
設備、テレビ共聴設備、コンピュータネットインタ
ーホン、ワーク用配管設備（配管のみ） 

3)  機械設備工事 
    給水設備、排水設備、給湯設備、衛生器具設備、消
火設備、排水処理設備、空調・換気設備 

4)  特殊設備 
    非常用発電機設備、医療ガス設備、浄化槽設備、浄
水処理設備 

 

電気、電話、給水、排水、その他の供給施設 電気、電話、給水、排水、その他の供給施設 
1) 電力 
a. 高圧受電盤以降の全ての変圧器、電気配線、配
管、器具 

b. 引き込み柱、ハンドホールを含む敷地境界から
高圧受電盤の 1次側までの引込み用配管 

1) 電力 
電力系統から高圧受電盤の 1次側までの配線・接続
工事およびメーター設置工事 

2) 電話 
a. 敷地内、新築建物内の配線・配管 
b. 引き込み柱、ハンドホールを含む敷地境界から
MDF までの引込み用配管 

2) 電話 
a. 配線網から計画施設内の新設 MDF までの配線・
配管路・接続工事  

3) 給水 
a. 敷地内の供給設備：貯水槽、新設建物への給水

3) 給水 
a. 敷地までの市水引込み工事、上水道本管の延伸
工事 

b. 市水の接続工事およびメーター設置工事 
c. 要求水量を満たす供給水量の確保 
d. 要求水質を満たす浄水処理施設の設置 

4) 排水 
a. 敷地内の排水設備 

4) 排水 
a. 敷地までの排水管の接続、公設桝の設置工事  
b. 隣接地から敷地への雨水流入を防止する側溝等
の排水設備設置工事 

5) 家具と機材 
a.  カーテンレール、医療用カーテン 
b.  一部の医療用家具、固定家具。 
c.  医療機材の供給と設置 

5) 家具と機材 
a. カーテン、ブラインド、リネン 
b. 一般家具、AV 設備 
c.勤怠管理ｼｽﾃﾑ、機械警備ｼｽﾃﾑ、LAN ｼｽﾃﾑ 
d.医療家具及び備品 
e.移動式歯科治療器具等を含む日本側負担に含ま
れていない医療機材 
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本計画を円滑に推進するために重要な点は、建築、電気・機械設備の各種工事と機材据付工事

との工程管理である。工事関係者は、医療機材の設置条件・内容を十分理解した上で、施工工程

を調整していく必要がある。また、本計画では「エ」国側負担による既存建物の撤去、インフラ

整備、外構工事が実施されるため、双方の工事進捗状況の確認も重要である。インフラ整備（電

気、水道等）については、本工事が着工されるまでに実施されていることを「エ」国側と確約し

ている。設計説明時などに着工に間に合うようにするための綿密な打ち合わせを再度行って、支

障のないようにする必要がある。また各種インフラ整備工事に先立ち、既設建物への配管・配線、

給排水管の仮設工事が必要となる。 
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３－２－４－４ 施工監理計画／調達監理計画 

 

日本国法人コンサルタント会社は保健省とコンサルタント契約を締結し、本協力対象事業の詳

細設計（入札図書作成等）及び入札、施工監理業務を実施する。 

施工監理の目的は、工事が設計図書どおりに実施されているか否かを含めて、工事契約内容の

適正な履行を確保するためである。この施工監理は次の業務から構成される。 

 

（1） 入札及び契約に関する協力 

建設及び機材工事の請負業者を決定するのに必要な入札公告、入札参加願の受理、資格審

査、入札説明会の開催、入札図書の配布、応札書類の受理、入札結果の評価等の入札業務を

行う。更に落札した工事請負業者と「エ」国保健省との工事契約の締結に関する助言、協力

を行う。 

 

（2） 工事請負業者に対する指導、助言、調整 

施工工程、施工計画、建設資材調達計画、機材調達・据付計画等の検討を行い、工事請負

業者に対する指導、助言、調整を行う。 

 

（3） 施工図、製作図等の検査及び承認 

工事請負業者から提出される施工図、製作図、書類等を検討し、必要な指示の上、承認を

与える。 

 

（4） 建設資材、機材の確認及び承認 

工事請負業者が調達しようとする建設資材、機材と工事契約図書との整合性を確認し、そ

の採用に対する承認を与える。 

 

（5） 工事検査 

必要に応じ、建設資材及び機材の製造工場における検査、工事試験への立会い、品質及び

性能確保に関する検査を実施する。 

 

（6） 工事進捗状況の報告 

施工工程と施工現場の状況を把握し、工事進捗状況を両国関係機関に報告する。 

 

（7） 完成検査及び試運転 

建築及び関連設備、機材の竣工検査及び試運転検査を行い、工事契約図書に記載された性

能が確保されていることを確認し、検査報告書を保健省に提出する。 
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（8） 施工監理体制 

コンサルタントは、前述の業務を遂行するために、現場常駐監理者を配員する。更に、工

事の進捗に応じ各専門分野の技術者を現場に派遣し、必要な協議、検査、指導、調整を行う。

一方、日本国内にも担当技術者を配置し、技術的検討や現地との連絡業務などを実施する。

また、日本国側政府関係機関に対し、本協力対象事業の進捗状況、支払手続、竣工引渡し等

に関する必要事項を報告する。 

施工監理体制は下図のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-29 施工監理体制 
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３－２－４－５ 品質管理計画 

 

（1） コンクリート 

コンクリートの品質管理計画は｢エ｣国の基準（INEN、ASTM）を基本とするが、必要に応じ

て日本基準を取入れる。 

 

1） 計画調合 

計画調合は、試し練りにより設定する。試し練りは、計画スランプ、計画空気量、所要

気乾単位容積質量および調合強度が得られるまで行う。 

 

2） 養生 

供試体の養生は現場水中養生とする。養生温度はできるだけ建物等に近い条件になるよ

うにする。供試体の採取は打設日毎、かつ 150 ㎥に 1回とする。 

 

3） 調合強度 

調合強度の確認は、原則として、材齢 28 日の圧縮強度による。供試体の圧縮試験の確認

は大学等の第三者機関で行う。 

 

4） 塩化物量 

塩化物量の確認は日本で一般に行われている方法を用い、0.30kg/㎥以下であることを確

認する。 

 

（2） 鉄筋工事 

鉄筋の加工・組立における品質管理・検査はエクアドルの基準（INEN、ASTM）を基本とす

るが、必要に応じて日本基準を取入れる。 

施工者は、鉄筋組立後コンクリート打込み前に、工事監理者の配筋検査を受ける。検査箇

所は工事監理者の指示による。 

 

（3） 型枠工事 

型枠工事における品質管理・検査はエクアドルの基準（INEN、ASTM）を基本とするが、必

要に応じて日本基準を取入れる。 

施工者は、コンクリート打込み前に、せき板と最外側鉄筋との隙間について工事監理者の

検査を受ける。検査箇所は工事監理者の指示による。 

 

（4） 構造体コンクリートの仕上がり及びかぶり厚さの検査 

構造体コンクリートについての部材の位置・断面寸法、表面の仕上がり状態、仕上がりの

平坦さ、打込み欠陥部、及びかぶり厚さの検査はエクアドルの基準（INEN、ASTM）を基本と

するが、必要に応じて日本基準を取入れる。 

構造体コンクリートの仕上がり・かぶり厚さの検査結果が、規定に適合しない場合の措置

は工事監理者の指示による。 
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３－２－４－６ 資機材等調達計画 

 

（1） 建設資機材の調達 

本協力対象事業は保健医療施設の建設であることから、資機材調達にあたってはその施設

用途に合致するように、清潔さを保ち、清掃し易く、しかも堅牢な資機材の選定を行うもの

とする。なお資機材等の材料規格は、現地で一般的な INEN に適合したものとするが、基準の

ないものについては JIS に準じて選択する。その調達方針は以下のとおりである。 

 

1） 現地調達 

竣工後の修繕、維持管理を容易にするために、使用する資機材は可能な限り現地調達と

する。なお、輸入品であっても｢エ｣国内市場で自由に入手し得る資機材（輸入手続きをと

らなくても恒常的に市場に出回っているもの）は、現地製品として取り扱うこととする。

市場に流通している建築資材の多くはアメリカ製である。 

 

2） 輸入調達 

現地での入手が困難、要求品質を満たせない、供給量が不安定と判断される資機材につ

いては、アメリカなどの第三国や日本からの輸入調達とする。この場合、工事請負業者は

輸入・通関に関して保健省と連絡を取りながら、免税措置を含めた事前手続きを円滑に進

めることによって、工期の遅れを生じさないようにすることが重要である。 

 

3） 輸送計画 

リオバンバ郡が位置するチンボラソ県はアンデス山系であることから、第三国及び日本

から調達する建築資材の主な輸送ルートは、｢エ｣国の主要貿易港であるグアヤキル港から

計画地まで陸路で約 250 ㎞となる。道路状況は舗装されているので、国内輸送に関しては

問題ない。 
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4） 調達計画 

上記の検討を踏まえ調達される主要建設資機材を、現地調達、日本調達、第三国調達に

区分し、下表に示す。 

表3-37 主要建設資機材調達計画 

工事種別 材 料 
調達先 

備  考 
現地 日本 第三国

鉄筋ｺﾝｸﾘｰ

ﾄ工事 

ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ ○    

細骨材 ○    

粗骨材 ○    

ｺﾝｸﾘｰﾄ ○    

異形鉄筋 ○    

型枠 ○    

鉄骨工事 
鉄骨（小型で一般的な鋼

材） 
○    

組積工事 
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ ○    

ﾍﾞﾝﾁﾚｰｼｮﾝﾌﾞﾛｯｸ ○    

防水工事 
ｼﾘｺﾝ・ｼｰﾘﾝｸﾞ材（ｶﾞﾗｽ廻

り、ｻｯｼｭ廻り） 
○    

左官工事 ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ ○    

タイル工事 ﾀｲﾙ ○    

石工事 現場ﾃﾗｿﾞｰ ○    

木工事 造作用木材 ○    

屋根工事 金属折板 ○    

金属工事 

軽量天井下地 ○    

化粧金物・手摺 ○    

病室用ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ○    

ｱﾙﾐ製天井点検口、ｱﾙﾐ製

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ金物、ｸﾞﾚｰﾁﾝ

ｸﾞ、ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 

○    

木製建具

工事 
扉、建具枠 ○    

金属製建

具工事 

ｱﾙﾐ製建具 ○    

鋼製建具 ○    

軽量鋼製建具 ○    

Ｘ線遮蔽扉、窓  ○  特殊製品につき日本調達 

建具金物 ○   建具調達先に従う 

ガラス工事 
普通ｶﾞﾗｽ ６mm ○    

ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ ○    

塗装工事 
内部ﾍﾟｲﾝﾄ ○    

外部ﾍﾟｲﾝﾄ ○    

内装工事 

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 溶接工法 ○    

岩綿吸音板ｼｽﾃﾑ天井 ○    

硅酸ｶﾙｼｳﾑ板 ○    

PVC 天井廻り縁 ○    

仕上ﾕﾆｯﾄ

工事 

流し台・医療用流し台 ○    

吊り戸棚 ○    

木製造作家具 ○    

室名札、案内板等 ○    

外構工事 

インターロッキング ○    

縁石 ○    

亜鉛メッキグレーチンング ○    
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工事種別 材 料 現地 日本 第三国 備  考 

電気設備 

工事 

受変電 ○    

変圧器 ○    

発電機 ○    

盤類  ○  現地製品が無く品質面で日本調達。 

電線管 ○    

ボックス類 ○    

電線 ○    

ケーブル ○    

照明器具 ○    

配線器具 ○    

放送機器  ○  現地製品が無く品質面で日本調達。 

インターホン  ○  現地製品が無く品質面で日本調達。 

自動火災報知器 ○    

避雷機器 ○   引込線向 

給排水衛

生設備工

事 

 

 

 

 

 

FRP タンク ○    

ﾎﾟﾝﾌﾟ ○   ﾒﾝﾃﾅﾝｽ考慮で、現地調達。 

太陽熱温水器  ○  品質比較で日本製。 

電気温水器 ○   ﾒﾝﾃﾅﾝｽ考慮で、現地調達。 

衛生器具 ○ ○  
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ考慮で、現地調達。該当品が無い物は

日本調達。 

配管材 ○   規格・ﾒﾝﾃﾝｽ考慮で、現地調達。 

保温材 ○   規格・ﾒﾝﾃﾝｽ考慮で、現地調達。 

消火設備 ○   規格・ﾒﾝﾃﾝｽ考慮で、現地調達。 

空調換気

設備工事 

空調機 ○    

送排風機 ○   ﾒﾝﾃﾅﾝｽ考慮で、現地調達。 

冷媒菅・ﾄﾞﾚﾝ菅 ○    

制気口 ○    

ﾀﾞｸﾄ材 ○ ○  
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ等、該当品が無いものは日本調

達。 

ﾌｨﾙﾀｰ ○   品質比較で日本製。 

 浄化槽設備  ○  品質比較で日本製。 

 浄水処理設備  ○  品質比較で日本製。 

 医ガス設備  ○  品質比較で日本製。 
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（2） 医療機材の調達 

本計画において調達する機材は、原則として日本製品もしくは「エ」国製品とする。しか

しながら、歯科用デジタル式 X 線センサーや機材調達後の代理店によるアフターケアーが必

須となる血球計数器、半自動生化学分析装置などについては、調達対象を日本製品と「エ」

国製品に限定せず第三国製品の調達も検討する。また、日本国内において製造業者が限定さ

れる場合も入札における競争を阻害し公正な入札が実施できなくなるおそれがあることから、

第三国製品の調達を検討する。主要機材の検討調達先は以下の表に示すとおりである。 

 

 

 

表3-38 主要機材の調達計画一覧表 

機材名 
調達先 

現地 日本 第三国

検診台、踏台、診察台、小児用身長計 ○ ○ － 

吸引器、汚物缶、ストレッチャー、救急カート、胎児ドップラー、処置器

具セット、小手術器具セット、血圧計、スタンド型血圧計、ステンレス戸

棚、高圧蒸気滅菌器、酸素流量計、聴診器、産婦人科診断器具セット、診

察灯、回診用診察器具セット、メーヨー器械台、器械台（A）、器械台（B）、

ネブライザー、シャウカステン、パルスオキシメータ、キックバケツ、手

洗スタンド、点滴スタンド、成人用蘇生器、新生児用蘇生器、車椅子、器

械戸棚、歯科器具セット、歯科ユニット、超音波診断装置、X線一般撮影

装置、X線小物器具セット、プレート振とう器、試験管振とう器、恒温水

槽、遠心機、血球計数装置、血沈台、乾熱滅菌器、縦型高圧蒸気滅菌器、

血球計算盤、臨床検査小物器具セット、ヘマトクリット遠心機、採血用椅

子、蒸留水製造装置 

－ ○ － 

成人用体重計・身長計、小児用体重計、診察器具セット、除細動装置、心

電計、カルテ棚、移動式手術灯、喉頭鏡、処置台、脳麻痺患者用椅子、患

者監視装置、冷蔵庫、タンカ、可視光線照射器、歯科用 X線撮影装置、電

子天秤、コロニーカウンター、冷凍庫、半自動生化学分析装置、インキュ

ベータ、ピペット、双眼顕微鏡、血球カウンター、ロールミキサー、聴力

検査機器、死体用ストレッチャー 

－ ○ ○ 

歯科用デジタル式 X線センサー － － ○ 
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３－２－４－７ 初期操作指導・運用指導等計画 

  

（1） 初期操作指導 

機材の初期操作指導は、調達機材の搬入・据付時に機材調達業者の派遣する技師・技術者

が対象施設の医療従事者を対象に行う。指導内容は、原則として全機材について医療従事者

に対して、操作方法、取り扱いに関する注意事項及び日常点検、トラブルシューティング、

定期的な保守管理等について説明を行うものとする。 

 

（2） 運用指導等計画 

本計画では保健省 からの要請により、ソフトコンポーネントを活用して計画対象施設の医

療従事者を中心とした人員に対して機材の維持管理の指導を行う。指導内容は、機材保守管

理の重要性についてのセミナーの開催及び予備保守点検（Preventive maintenance）及び機

材の運用について訓練を行う。また、医療機材の予備保守点検及び定期点検の重要性が保健

省、第 3 地域保健調整局、第 1 保健区事務所ならびにカルピ CS 及びサンタ・ロサ CS 関係者

において認識されることを技術指導の目的の一つとしている。 
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３－２－４－８ ソフトコンポーネント計画  

 

（1） ソフトコンポーネントを計画する背景 

本計画は、チンボラソ県チャンボ・リオバンバ第 1保健区におけるカルピ CS 及びサンタ・

ロサ CS の 2 ヶ所の新医療施設の建設と両施設に必要な最小限の機材の整備を行い、同第 1保

健区の第一次レベル保健医療サービスの改善を図るものである。 

 

本計画の対象となる第 1 保健区には現在 20 ヶ所の CS と SCS があり、これらの全医療施設

の医療機材の維持管理を第 1 保健区事務所に所属する機材技術者 1 名だけで行っている。こ

の技術者は基本的機材の修理等を行うことができる比較的高い技術レベルを有しており、対

象既存保健センターの機材は比較的よく維持されているが、機材技術者のみならず医療スタ

ッフによる保守点検が強化され、そして機材の故障発生時への対応を迅速かつ的確に行うこ

とで、より長期間使用可能になるとともに、より質の高い医療サービスが提供できるように

なる。 

本計画によって施設規模がより大きくなり、新規機材が導入されて各種機材台数も増加す

るため、円滑な CS 運営のためには、医療機材の維持管理をより重視する必要がある。このよ

うな課題に対し本計画で調達される医療機材の維持管理が継続的に行われ、その使用年数が

最大限になるような技術支援を行うことが重要になる。 

本案件の責任機関である保健省は本計画に合わせて、カルピ CS 及びサンタ・ロサ CS を含

む第一次レベル保健医療施設の機材の運用維持管理を強化するために、第 1 保健区事務所の

機材技術者の増員を計画している。また、血球計数装置等の主要機材については代理店との

メンテナンス契約を結ぶ計画を検討している。しかしながら、第一次レベルの CS には維持管

理部門がなく専属の機材技術者もいないことから、調達機材の維持管理を持続的に上述の技

術者の人的補強とメンテナンス契約だけで行うのは十分でないと判断される。このような課

題を解決するためには、対象保健センターの機材の日常的保守点検の重要性を各医療スタッ

フが自覚し、維持管理技術能力の向上を図る必要がある。 

本計画で調達する機材の中には操作・維持管理が複雑な機材は含まれていないため、対象

施設の医療従事者による予防保守管理（Preventive maintenance）が定着し維持管理体制が

強化・維持されると判断される。調達機材を良好な状態で長期間使用できるように、保健省、

第 3 保健地域調整局及び第 1 保健区事務所における機材維持管理体制・能力に見合った内容

であり、かつ対象施設の医療従事者の能力に応じた予防保守管理強化のためのソフトコンポ

ーネントを実施する。 

本ソフトコンポーネントにおける技術指導の実施により、改善が期待される主な内容は以

下のとおりである。 

① 保健医療サービスの継続性の観点から、医療スタッフに機材の維持管理の重要性を認識

させ、意識を徹底させることで、スタッフの知識・技術レベルが向上する。 

② 機材の管理台帳、故障履歴、配置場所等が把握できる管理体制、試薬・消耗品を管理す

る在庫管理体制、保守点検および定期点検のシステム強化によって、より質の高い保健

医療サービスが提供できるようになる。 
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またソフトコンポーネント実施にあたっては、自立発展性を高めるため、計画作成は参加

型とし、ワークショップを行いながら計画・内容をまとめていく手法とする。なお、台帳な

どのフォーマットについては、第 1 保健区事務所等の書式がある場合は、それらの内容と齟

齬が生じないように注意する。 

 

（2） ソフトコンポーネントの目標 

① 医療機材の維持管理体制強化の重要性が第 1 保健区事務所ならびにカルピ CS 及びサン

タ・ロサ CS において認識される。 

② カルピ CS 及びサンタ・ロサ CS において機材維持管理体制が強化される。 

 

（3） ソフトコンポーネントの成果（直接的効果） 

表3-39 ソフトコンポーネントの直接的効果 

技術指導内容 直接的効果 

機材の維持管理体制強化

の重要性についての指導

・ 維持管理体制強化の重要性が認識される。 

・ 予防保守管理が十分認識される。 

・ 自立的な維持管理体制が強化される。 

機材の維持管理体制強

化・管理能力向上の指導

・ 医療スタッフの維持管理能力レベルが向上する。 

・ 機材の適切な維持管理が図られ、故障時の対応が向上し、保守点検及び定期点

検が実施されるようになる。 

機材の維持管理計画の策

定・予算の計上 

・ 次年度に必要な試薬・消耗品、予備品名称と数量、経費が把握でき、スムーズ

な執行ができるようになる。 

・ 年間の維持管理計画が作成され、予算化ができるようになる。 

 

（4） 成果達成度の確認方法 

表3-40 成果達成度の確認方法 

項  目 確認方法 

機材の維持管理体制強化の

重要性についての指導 
・ 各医療スタッフが行う日常保守点検の実施記録により履行状況を確認する。

機材の維持管理体制強化・管

理能力向上の指導 

・ 維持管理に係る機器台帳、各種フォーマット、保守管理点検及び定期的点検

記録書が整備、運用されていることを確認する。 

機材の維持管理計画の策

定・予算の計上 

・ 維持管理に必要な試薬・消耗品、予備品の管理体制が整備されていることを

確認する。 

・ 次年度の医療機材保守管理予算及び活動内容を確認する。 

 

（5） ソフトコンポーネントの活動（投入計画） 

表3-41 ソフトコンポーネントの活動内容 

項  目 活動内容 指導対象者 

機材の維持管理体

制強化の重要性に

ついての指導 

・ 継続的な医療サービスの観点から機材保守管

理の重要性についてセミナーを行う。 

・ 技術指導の実施計画内容・工程について説明

する。 

・カルピ CS 及びサンタ・ロサ CS の医療

スタッフ及び機材管理者 

・第 1保健区事務所の所長及び機材維持

管理担当者 

機材の維持管理体

制強化・管理能力向

上の指導 

・ 機材維持管理システムフロー、作業フローチ

ャート、各種フォーマットを作成する。 

・ 機器台帳を作成する。 

・ 機材操作・利用者に対し保守管理方法を指導

する。 

同上 

機材の維持管理計

画の策定・予算の計

上 

・ 試薬・消耗品、交換部品の発注・在庫管理の

手法の指導を行う。 

・ 年間機材維持管理計画作成の指導を行う。 

・ 年間機材予算作成の指導を行う。 

・カルピ CS の機材管理者 

・サンタ・ロサ CS の機材管理者 

・第 1保健区事務所の所長、事務長 
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（6） ソフトコンポーネントの実施リソースの調達方法 

本ソフトコンポーネントは、本計画コンサルタントが「エ」国において指導を行う直接支

援型とする。「エ」国には医療機材維持管理を専門に行っているローカルコンサルタント、医

療機材の維持管理会社はない。 

 

（7） ソフトコンポーネントの実施工程 

技術指導を行うコンサルタントは、最初に保健省、第 3 地域保健調整局、第 1 保健区事務

所、カルピ CS、サンタ・ロサ CS 関係者との合意に基づく指導・協力内容と全体スケジュー

ル（案）を策定し、順次、投入と成果を評価しながら技術指導を実施するものとする。技術

指導は施設建設および機材調達完了後の 1 年間の保証期間内に行うことを考えており、全体

の流れとして以下を想定している。 

 

1） 事前国内準備 

想定される維持管理体制に関する資料、各種フォーマット、業務フローチャート等を国

内にて準備し、最初のワークショップに事例として示せるようにする。また保健省、第 3

地域保健調整局を通じて、第 1保健区事務所および CS と活動計画日程を調整する。 

 

2） 1 回目現地指導 

各責任者、機材維持管理関係者および機材使用者に対し、ワークショップにより維持管

理体制強化にあたっての啓発を行うとともに、現状の維持管理業務の問題点を洗い出して

投入計画案作成の指導を行う。また、第 1 保健区事務所の維持管理体制が確立されている

か確認する。具体的にワークショップにて、整備された機材について、機器台帳等の作成

指導を行い、作成したフォーマットにて維持管理の運用を行うことを指導する。 

 

3） 国内作業 

第 1回目の技術指導の結果のまとめを行う。 

 

4） 第 2回目現地指導 

第 1 回目の現地指導で作成された各台帳・各種フォーマットの活用状況、問題点などに

ついて確認し、必要な修正を行い、国内作業で準備した最終指導項目に従い機材の維持管

理計画最終案作成を指導する。また調達された機材の保守管理状況について確認しながら

最終的な技術指導を行う。年間維持管理計画、維持管理予算計画（案）、予備品管理計画の

作成指導を行い、最終的な維持管理計画の報告を行う。 

 

5） 国内作業 

第 2回目の技術結果をまとめ、最終レポートとして報告書を作成する。 
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本件コンサルタントは日本からの機材維持管理者を 1 名派遣し、対象保健センター側への

技術移転を行う。 

表3-42 ソフトコンポーネントの実施工程表（案） 

 

 

 

 

 

 

 

（8） ソフトコンポーネントの成果品 

表3-43 ソフトコンポーネントの成果品 

項  目 成  果  品 

医療機材の維持管理体制の強化 

・ソフトコンポーネント実施計画書 

・保守的維持管理実施計画（案） 

・日常点検マニュアル、機器台帳、記録 

・予算計画書（案） 

・ソフトコンポーネント完了報告書 

 

（9） 相手国実施機関の責務 

本技術指導は、対象施設に整備される医療機材の運営維持管理体制能力を向上させ、安全

性及び持続性を確保するために実施する。そのため、各指導は可能な限り「エ」国側の自発

的な活動を促す手法をとることが重要となる。 

「エ」国側の責任機関である保健省はテリトリアル計画において、第一次保健医療施設に

整備される機材の維持管理に関し、保健省管轄下の保健区事務所に属する技術者の増員やメ

ーカー・代理店等の技術者による定期点検について検討しており、その内容と本コンポーネ

ントの内容との間に齟齬が生じないことを保健省及び第 3 地域保健調整局関係者が確認する

ことが必須である。特に機器台帳や各種フォーマットに関しては、先方で既に検討している

フォーマットがある場合には、そのフォーマット等との整合性を確認・調整を行い、ソフト

コンポーネントの実施後確実に定着するようにする必要がある。 

また、本技術指導は対象施設の医療スタッフが自ら行う機材の保守点検を主としているこ

とから、医療スタッフの受入体制と能力に見合った技術指導であることを保健省、第 3 地域

保健調整局及び第 1 保健区事務所の所長に確認することが必須である。さらに、本技術指導

が実施されることにより、第 1 保健区事務所、カルピ CS およびサンタ・ロサ CS の各責任者

が機材の保守管理の有効性を認識し、技術指導の内容に沿って活動を着実に実践していく必

要がある。 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

施設・機材引渡し後
保証期間

（保証期間：12ヶ月）

ソフトコンポーネント
（エクアドル現地）

1回目 2回目

▼ ▼
保証期間満了引渡し
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３－２－４－９ 実施工程 

 

交換公文及び贈与契約が締結された後の業務実施工程は、図 3-30 に示すとおりである。内容は、

コンサルタントによる詳細設計業務、入札業務、及び工事請負業者による工事とコンサルタント

による施工監理業務から構成される。 

 

（1） 詳細設計業務 

「エ」国保健省と日本国法人コンサルタント会社の間で、本計画の詳細設計（入札図書作

成）と施工監理に関するコンサルタント契約を締結し、JICAからその契約書の認証を受ける。

この後、コンサルタントは「エ」国保健省と協議の上、本調査報告書に基づいた入札図書を

作成し、「エ」国保健省の承認を得る。 

詳細設計（入札図書作成）にかかる期間は、４ヶ月と予想される。 

 

（2） 入札業務 

入札業務に係る期間は３ヶ月と予想される。 

 

（3） 工事請負業者による工事とコンサルタントによる施工監理業務 

工事契約を締結した後、工事請負業者は工事に着手する。同時にコンサルタントは施工監

理業務を開始する。 

工事期間は 14 ヶ月と予想され、その工事内容は以下のとおりである。 

 

表3-44 カルピ CS の協力対象事業の概要 

事業構成 施設内容 

診療棟 

（平屋建/1,723.36 ㎡） 

外来部門：診察室（総合診療科、産婦人科、歯科、精神科）、薬局、

受付、応急措置部門 

リハビリ部門：診察室、リハビリ室、更衣室、他 

検査部門：ラボ、検体採取、結果分析室、他 

画像診断部門：X線検査室、超音波検査室、他 

管理・サービス部門：事務室、センター長室、情報室、死体安置室、

宿直室、スタッフ更衣室、他 

予防医学啓発室 

関連施設 

（平屋建/235.10 ㎡） 

機械棟：機械室、消火ポンプ室、医ガスボンベ庫、ジェネレーター室、

トランス室 

浄化槽 

合計 1,958.46 m2 

医療機材 
上記施設の運営に関わる一般外来、歯科、応急措置、画像診断、臨床

検査、リハビリ及び死体安置室の機材 
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表3-45 サンタ･ロサ CS の協力対象事業の概要 

事業構成 施設内容 

診療棟 

（2階建

/1,817.84 ㎡） 

１階 

（1,499.34 ㎡）

外来部門：診察室（総合診療科、産婦人科、歯科、精神科）、薬局、

受付、応急措置部門 

リハビリ部門：診察室、リハビリ室、更衣室、他 

検査部門：ラボ、検体採取、結果分析室、他 

画像診断部門：X線検査室、超音波検査室、他 

管理･サービス部門：死体安置室、スタッフ更衣室、他 

予防医学啓発室 

２階 

（318.50 ㎡） 
管理部門：事務室、センター長室、情報室、宿直室 

関連施設 

（平屋建/235.10 ㎡） 

機械棟：機械室、消火ポンプ室、医ガスボンベ庫、ジェネレーター室、

トランス室 

浄化槽 

合計 2,052.94m2 

医療機材 
上記施設の運営に関わる一般外来、歯科、応急措置、画像診断、臨床

検査、リハビリ及び死体安置室の機材 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

現地調査 現地確認

(詳細設計：４ヶ月）

国内作業

入札

(入札：３ヶ月）

国内作業

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

（施設建設）

準備・仮設工事

土・基礎工事 (工事：14ヶ月）

躯体工事

設備・内装工事

（機材調達）

施
工
・
調
達

詳
細
設
計

入
　
　
札

製造・調達

輸送

据付・調整

輸送

 

図3-30 業務実施工程 
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３－３ 相手国側分担事業の概要 

 

「エ」国側で負担する主要事項は、以下のとおりである。 

 

（1） 手続き関連 

1） 本協力対象事業に関する建築許可に必要な許認可の申請及び取得 

2） 銀行取り極め（B/A）及び支払授権書（A/P）発行並びにそれらに伴う手数料の負担 

3） 輸入資機材の迅速な荷揚げ、免税措置、通関手続きの保証及び迅速な国内輸送の確保 

4） 認証された契約に基づく資機材の供給及び業務の遂行を図る日本人に対して、「エ」国へ

の入国及び同国での滞在に必要な便宜供与 

5） 認証された契約に基づく資機材の供給及び業務の遂行を図る日本人に対して、「エ」国内

での関税・各種税金の一切の免除 

6） 無償資金協力により建設された施設及び調達された機材の効果的な運用並びに維持管理

を図るための予算措置 

7） 本協力対象事業に関する電力、電話、下水道に関わる手続き・契約・負担金 

 

（2） 免税措置 

無償資金協力事業は免税が原則である。本計画に関連する日本法人、日本人、建設資材、

機材等に対して課せられる各種税金について免税されるように、保健省が関係機関に対して

必要な措置を講じることで合意されている。「エ」国で課される税金の免除・還付手続きは、

下図のように事前申請による免税・還付方式である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-31 免税措置概略 

海外調達 国内調達
関税 免除 付加価値税 還付

　　免税書（写し）の転送

　　免税書（写し）の転送

　　免税書（本書）の転送

（協議）

（局長） （局長）

免税方法（輸入品の場合） 還付方法（国内調達の場合）

航空貨物運送状、又は船荷証券 還付手続きを依頼

免税手続きを依頼 レシート等還付書類提出(⑦)

保健省国際協力局 保健省国際協力局

建設業者
通関輸入手続き

建設業者
積荷書類

請求書、積荷明細書 購入予定リスト作成(①)

（承認）

財務省 外務省
（次官）

（免税決済）

（局長）

（承認）

（承認）

（次官）

承認書類作成（③）

国税局

国内所得サービス局（国税局）

建設業者

⑩還付

⑦

④③

①

② ⑤

⑥ ①

② ⑤

⑥ ⑦

⑧

③ ④ ⑨
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

2014年 2015年 2016年
工事項目 

建設工事前 

「エ国」負担工事 

(CA0～9) 

建設工事中 

「エ国」負担工事 

(CA10～13) 

建設工事後 

「エ国」負担工事 

(CA14～16) 

（3） 関連工事 

「エ」国が負担する工事とスケジュールは下表の通りである。 

 

カルピ CS 

表3-46 カルピ CS の「エ」国側負担工事とスケジュール 

項     目 スケジュール

CA-0 環境評価、建築確認の申請と承認 

建設工事前 

～2014年11月

（予定） 

CA-1 既存スポーツ器具の撤去と整地 

CA-2 既存観客席,地下水槽の撤去 

CA-3 工事管理・工事監理用事務所スペースの敷地内あるいは敷地近傍での確保  

CA-4 既存フェンスを撤去  

CA-5  雨水排水路を確保 

CA-6  最寄の電柱までの高圧電線の延伸 

CA-7 市水本管の延伸、及び工事用水源の確保  

CA-8 下水道本管の延伸、工事用排水ルートの確保 

CA-9  隣接地から敷地への雨水流入を防止する側溝等の排水設備の設置 

CA-10 電力系統から高圧受電盤の 1次側までの配線・接続工事、メーター設置工事 

建設中 

～2015 年 7 月

(予定) 

CA-11 配線網から計画施設内の新設 MDF までの配線・配管路・接続工事 

CA-12  市水の接続工事、浄水処理施設の設置工事およびメーター設置工事 

CA-13  敷地までの排水管の接続、公設桝の設置工事 

CA-14 セキュリティーゲートと敷地周囲の塀の建設 
建設工事後 

～2016 年 4 月

(予定) 
CA-15 門衛所の建設 

CA-16 現存施設から新しい施設へ機材や家具の移設（｢エ」国側の必要に応じて） 
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建設工事前の「エ」国側負担工事 

建設中・建設工事後の「エ」国側負担工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-32 カルピ CS の「エ」国側工事 

河川放流の許可 

CA-1 

CA-2

CA-3 

CA-4 

CA-5 

CA-6 

CA-7 

CA-8 

CA-9 
CA-2 

建設期間中の仮設用敷地 

(約 1000 ㎡)の準備 

カルピ SCS 

高校 

警察署 

幼稚園 

CA-1 

CA-4 
用水路 

CA-12 

 M 

CA-12 

CA-13 
CA-14 

CA-15 

MDF 
CA-11 

CA-10 

カルピ SCS 

高校 

警察署 

幼稚園 

CA-16 

Tr 

用水路 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

2014年 2015年 2016年
工事項目 

建設工事前 

「エ国」負担工事 

(SA0～10) 

建設工事中 

「エ国」負担工事 

(SA11～14) 

建設工事後 

「エ国」負担工事 

(SA15～17) 

サンタ・ロサ CS 

表3-47 サンタ・ロサ CSの「エ」側負担工事とスケジュール 

項     目 スケジュール 

SA-0 環境評価、建築確認の申請と承認 

建設工事前 

～2014年 11月 

（予定） 

SA-1 既存建物の撤去 

SA-2 既存コンテナの撤去 

SA-3  既存樹木の撤去 

SA-4  既存構内通路舗装等の撤去 

SA-5  既存ゲートの移設（｢エ」国側で必要に応じて） 

SA-6 工事管理・工事監理用事務所スペースの敷地内あるいは敷地近傍での確保 

SA-7 既存フェンス等の撤去 

SA-8  工事用水源の確保 

SA-9  工事用排水ルートの確保 

SA-10  隣接地から敷地への雨水流入を防止する側溝等の排水設備の設置 

SA-11  電力系統から高圧受電盤の 1次側までの配線・接続工事、メーター設置工事 

建設中 

～2015年 7月 

（予定） 

SA-12  配線網から計画施設内の新設 MDFまでの配線・配管路・接続工事 

SA-13 市水の接続工事、浄水処理施設の設置工事およびメーター設置工事 

SA-14  敷地までの排水管の接続、公設桝の設置工事 

SA-15  セキュリティーゲートと敷地周囲の塀の建設 
建設工事後 

～2016年 4月 

予定 

SA-16  門衛所の建設 

SA-17 現在の施設から新しい施設へ機材や家具の移設（｢エ」国側の必要に応じて） 
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図3-33 サンタ・ロサ CS の「エ」国側工事 

SA-13 

建設中・建設工事後の「エ」国側負担工事 

SA11 

SA16 

M

MDF 

Tr 

SA13 

SA12 

SA15 

SA14 

SA-17 

建設工事前の「エ」国側負担工事 

SA-1 

SA-2 

SA-4 

SA-3 

SA-10 

SA-7 

SA-6 

SA-5 

SA-8 

SA-9 
SA-3 

SA-4 

建設期間中の仮設用敷

地(約 1000 ㎡)の準備

SA-4 
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３－４ プロジェクトの運営・維持管理計画 

 

（1） 要員計画 

2012 年から始まったテリトリアル計画では、その第一次施設の拡充に伴い、それに対応で

きるだけの医療従事者の確保が必要とされている。保健省はテリトリアル計画の実施に伴い、

その需要増が求められる保健医療人材に関し、“現状の保健人材の更なる活用”、“育成”、

“新規雇用”という 3つの方策からの人材増を計画・実施中である。 

“現状の保健人材の更なる活用”としては、医療人材の勤務時間を 4 時間/日から 8 時間/

日にすることを促進し、それに伴う給与に関しても国が負担することによって医療保健サー

ビス提供に係る保健人材の確保を図っている。また、保健人材の“育成“としては大学機関

との連携による医師の育成、他国（キューバ）での医師の育成などを実施している。さらに

“新規雇用”として、保健省として新規の保健人材の募集・採用を実施中である。 

これらの方策に加え、「エ」国では保健医療人材の不足を補うため、国外で勤務する人材を

「エ」国へ呼び戻し自国で働いてもらうプログラムを実施中である。現在、国外で働く医療

人材（医師、歯科医、看護師など）は 5,000 人以上に上り、特にスペイン、イタリア、キュ

ーバ、アルゼンチン、チリなどで多い。これは、「エ」国内に十分な数の職場（ポスト）がな

いことに大きく起因するが、現在、新たなポストや給与の提示を行い、帰還した人々の雇用

の場を作り出している。現在のテリトリアル計画が稼働する前からのプログラムであるが、

今後、保健センターの改修・整備・新築などにより、今まで以上に保健医療人材の確保が重

要であることから、今後の帰還作業の加速化を目指している。2013 年 3 月現在、同プログラ

ムにより約 280 名が既に「エ」国へ帰国し、約 250 名の「エ」国への帰還が確定し毎月 25～

30 名程度の保健人材が「エ」国へ帰還している。 

 

また、本計画で支援する保健センターの完工時における要員計画は以下のようになる。 

表3-48 要員計画（保健センター完工時） 

人員 
2016 年の人員数 

カルピ CS サンタ・ロサ CS 

管理者（所長） 1 1 

産婦人科医 1 1 

歯科医 4 4 

医師 10 7 

看護師 10 7 

ｺﾐｭﾆﾃｨﾍﾙｽﾜｰｶｰ（TAPS） 10 7 

精神医師 1 1 

精神リハビリ師 1 1 

検査技師 5 5 

放射線技師 2 2 

その他人員 8 8 

計 53 44 

   出典：「エ」国保健省 

 



（ ） 運営・維持管理計画

本施設工事及び機材工事の完成後、施設が有効に利用されるためには、「エ」国側の適切で

継続的な施設・機材維持管理が実施されることが最も重要である。

施設機能の持続的な維持管理を行うためには、各スタッフの意識改革と技術能力の向上、

第 保健区事務所を中心とした、第 保健地域調整局および保健省を含めた維持管理部門の

担当者の機能連携強化、一次レベル医療施設担当での機械担当テクニシャン・電気担当テク

ニシャン・機材テクニシャンの増員、予防保全を鑑みた維持管理活動を補完するツールの利

用、それを裏付ける年間予算及び維持管理計画の整備が肝要である。

なお、機材については維持管理の持続性を確保するためのソフトコンポーネントの導入を

計画する。

） 施設

両 が属する第 保健地域調整局の中にインフラ・機材・メンテナンス課があり、スタ

ッフは 名のみである。現状、各 の維持管理は第 保健事務所に所属するスタッフによ

り行われている。既存の ～ ヶ所の維持管理は、夜間を含めてスタッフ１人が担当

している。業務内容は建物の内装・外装、設備、機材の維持管理、各種消耗品の補充等で

ある。

管理スタッフは定期的に各 を訪れ、施設の状況を確認している。また設備的問題が発

生すると スタッフから第 保健事務所に連絡され、管理スタッフが修理に行くシステム

となっている。専門性の高い設備、機材等は管理スタッフでは対応できないため、業者・

メーカーに修理を依頼することになるが、メンテナンス契約は結んでおらず、そのたびに

業者を選定している。

また、光熱費等の維持管理費は管理スタッフではなく、第 保健事務所の財務スタッフ

が管轄している。テリトリアル計画の推進に伴い、保健省が人員の補強と維持管理予算の

増額を計画している。

本計画により が整備された際には、既存施設にはない設備・システムが増えるため（高

圧受電、非常用発電機、医ガス設備、浄化槽設備、太陽熱温水器、空調機）、維持管理スタ

ッフの技術向上が必要となる。 次レベル病院における維持管理組織表を示す。

図 の維持管理組織表
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かつては技術向上のための講習会が開催されていたようだが、現在は行われていない。 

｢エ」国が独自に進めている保健施設整備計画の推進に伴い、対象施設が拡充されるため、

保健省が人員の補強と維持管理予算の増額を計画している。 高圧受電、非常用発電機、医

療ガス設備、空調機については、｢エ」国が新規に整備している CS の標準仕様にもなって

いるため、管理能力の向上は｢エ」国も想定していることである。 

医ガス設備、浄化槽設備については専門性が高いため、メンテナンス契約を結ぶことを

提案する。それ以外の新規設備に関しては、竣工時に十分に時間をとって取り扱い説明を

行うことで補完できるとし、ソフトコンポーネントは行わない。 

 

2） 機材 

・第一次レベルの Bタイプ CS に求められる機能と、これに基づく病院運営管理計画、「エ」

国側の維持管理能力を十分に検討し、最適な機材及び仕様に配慮する。 

・第一次レベルの保健センターに必要である基本的機材であり、運営維持管理費が極力低

く、維持管理が容易な機材を計画する必要がある。 

 

3） 概算事業費の想定 

本計画の対象地である県都リオバンバ市内や近隣の都市では建設中の建物も見られ、建

設事情は比較的良好である。また、現地で入手した物価指数では毎年 5～10％の上昇が確

認できる。 

キト市の旧空港跡地での学校・住宅等の建設計画も進行中であり、建設資機材の上昇が

予想される。 

現地で得た情報を総合すると、本計画の建設費単価は約 150 千円/㎡程度と考えられる。 
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３－５ プロジェクトの概略事業費 

 

３－５－１ 協力対象事業の概略事業費 

 

本協力対象事業を実施する場合に必要となる事業費総額は、10.66 億円となり、先に述べた日

本と「エ」国との負担区分に基づく双方の経費内訳は、下記（3）に示す積算条件によれば、次の

とおりである。ただし、この額は交換公文上の供与限度額を示すものではない。 

 

（1） 日本国側負担経費 

表3-49 概略事業費 

約 983.1 百万円 

カルピ CS  （延床面積：1,958.46 m2） 

サンタ・ロサ CS （延床面積：2,052.94m2） 

費 目 概略事業費（百万円） 

施設 

カルピ CS 

診療棟、機械棟、浄化槽 
352.9 

699.7 
825.5 

サンタ・ロサ CS 

診療棟、機械棟、浄化槽 
346.8 

家具・備品 0 

機材 カルピ CS 及びサンタ・ロサ CS 125.8 

設計・監理費 153.2 

ソフトコンポーネント 4.4 

合計 983.1 

 

（2） 相手国側負担経費 

「エ」国側負担経費は次のとおりである。 

 

表3-50 「エ」国側負担経費（カルピ CS） 

 

工事費目 経 費 （千$） 

A. 既存施設の解体及び建設予定地の造成・整地 57.44 

B. 協力対象敷地への工事用インフラの確保 22.77 

C. 協力対象敷地までのインフラの整備 44.44 

D. 新施設の移転費用(一般家具・備品の購入含) 0.32 

E. 新エントランス、塀、門衛所の設置 150.86 

F. 新施設の医療機材 60.00 

G. 新施設の医療家具・備品の調達 105.00 

H. 環境評価、建築確認の申請、承認 12.50 

合  計 453.33 
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表3-51 「エ」国側負担経費（サンタ・ロサ CS） 

 

工事費目 経 費 （千$） 

A. 既存施設の解体及び建設予定地の造成・整地 77.11 

B. 協力対象敷地への工事用インフラの確保 13.79 

C. 協力対象敷地までのインフラの整備 44.44 

D. 新施設の移転費用(一般家具・備品の購入含) 0.32 

E. 新エントランス、塀、門衛所の設置 105.28 

F. 新施設の医療機材 60.00 

G. 新施設の医療家具・備品の調達 106.00 

H. 環境評価、建築確認の申請、承認 12.50 

合  計 419.44 

 

その他手続き関連として、銀行取り極め（B/A） 及び支払授権書（A/P）発行ならびにそれ

らに伴う手数料として約 200 万円の負担が生じる。 

 

 

（3） 積算条件 

①積算時点 平成 25 年 4 月（2013 年 4 月） 

②為替交換レート １USD＝93.46 円 

③施工期間 詳細設計、入札、及び工事期間は業務実施工程に示すとおりである。 

④その他 本プロジェクトは、日本国政府の無償資金協力の制度に従い実施されるもの

とする。 
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３－５－２ 運営･維持管理費 

 

（1） 維持管理費 

本計画施設の維持管理費は下表に示すとおりである。本計画施設の開設年度と２年目以降

の年間維持管理費の試算結果を以下に示す。 

 

カルピ CS 

表3-52 維持管理費の概算結果 

単位：USD 

費  目 開設年度 1年目 2 年目以降 

① 電気料金 16,433 16,433

② 電話料金 2,880 2,880

③ 発電機燃料費 3,109 3,109

④ 水道料金 400 400

⑤ 酸素ガス料金 1,080 1,080

⑥ 建物維持費 0 2,400

⑦ 主要機器維持管理費 4,200 4,200

小計 ①～⑦(施設維持費)  28,102 30,502

⑧ 機材維持費 588 15,555

計 ①～⑧ 28,690 46,057

 

①電気料金 ····················································· 16,433 USD/年 

計画施設の電力使用量は、施設規模・内容から以下のように想定される。使用電力は平

均で設備容量 200kVA の 75％程度(150kVA)を電気負荷容量とし、需要率を 40％と想定して

算定する。 

なお、B タイプ保健センターという用途を考慮して、運用時間は 12h／日、30 日／月、

12 月／年と想定する。 

表3-53 想定使用電力量 

 変圧器容量(kVA) 電気負荷容量(kVA) 
時間当たり使用電力

量(kWh) 

新築施設 200 150 60 

需要率：0.4 

 

・電気料金体系 

電力基本料金         181.414 USD/月 

電力従量料金         0.055 USD/kWh 

・電気料金 

表3-54 電気料金 

 
料金 
(USD) 

使用量
(kWh)

時間
(h) 

日 月 計(USD) 

基本料金 181.414 － － － 12 2,177 

従量料金 0.055 60 12 30 12 14,256 

合  計 16,433 
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②電話料金 ······················································ 2,880 USD/年 

固定電話料金はその使用回数によるため、各施設での使用頻度を想定して以下のように

算出する。 

・料金体系 

市内通話料金        0.01 USD/min  

市外通話料金                0.02 USD/min 

表3-55 電話料金 

  
料金 

(USD) 

電話時間 

(min/回) 

回数 

(回/日)
回線数 日 月 計 

従量料金 

市内 
0.01 3 20 5 30  12 1,080

従量料金 

市外 
0.02 5 10 5 30  12 1,800

     2,880

 

③発電機燃料費 ·················································· 3,109 USD/年 

本計画での発電機容量は 200 kVA 程度、発電機使用中の負荷率を定格容量の平均 60％と

想定する。 

停電頻度は現地ヒアリング情報を元に試算する。現地ヒアリング時と同様の状況が継続

するものと想定する。 

 

・料金体系 

発電機燃料消費量 44 ℓ/h 

燃料単価              1.037 USD/US ｶﾞﾛﾝ（3.93 USD/L） 

・燃料費 

表3-56 発電機燃料費 

サイト  
料金 

(USD) 

使用量

(ℓ) 
時間

(h)

回数 

(回/年)
負荷率

年間使用量 

(ℓ ) 
計(USD) 

カルピ 3.93 44 5 6 0.6 792 3,109

合  計   792 3,109

 

④水道料金 ························································ 400 USD/年 

本計画施設で消費される水道量は以下のとおりである。 

表3-57 想定使用水道量 

 
1 日当りの給水量

(ｍ3/日) 
日 

月間給水 

使用量(ｍ3)

月間 7.5 30 225

計   225

・料金体系 

料金表による。 

ゴミ収集サービスの料金が水道料金に上乗せされる制度になっている。（0.83USD/m3） 

廃棄物発生量を 15m3/月と想定する。 
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・水道料金 

表3-58 水道料金 

 料金(USD) 月 利用率 計(USD) 

上水使用料金 12 12 0.8 117 

下水使用料金 9 12 0.8 82 

維持管理費 6 12 0.8 59 

その他固定費 4 12 1.0 47 

ゴミ回収費 8 12 1.0 95 

合  計 400 

 

⑤酸素ガス料金 ·················································· 1,080 USD/年 

酸素は準備室､処置室等に使用される｡新築施設の使用量は次のように想定される｡ 

表3-59 酸素ガス電力量 

施設名 用途 
1 月当たり使用量 

(本/月） 

新 築 施 設 処置室他 5 

計  5 

・料金体系 

O2ガス料金             30 USD/本  

・酸素ガス料金 

表3-60 酸素ガス料金 

 
料金 

(USD) 

使用量 

(本) 
月 

年間使用量

(本) 
負荷率 計(USD) 

O2ガス料金 30 5 12 60 0.6 1,080 

合  計      1,080 

 

⑥建物維持費 ····················································· 2,400 USD/年 

本計画の建物については外部・内部仕上げともに、比較的維持管理の容易な材料を選択

している。そのため、建物の内外装、電気及び給排水・空調機器の修理部品・交換部品購

入等の建物維持費を、現在の日本の類似例の 1/2 から 1/3 程度を想定する。ただし２年目

以降から必要な費用である。 

・料金体系 1.5 USD/㎡/年 

・建物維持費 

 

表3-61 建物維持費 

 
料金 
(USD) 

面積
(㎡)

日 月 負荷率 計 

建物維持費 1.5 2,000 － － 0.8 2,400 

合  計    2,400 

 

⑦主要機器維持管理費·············································· 4,200 USD/年 

本計画においては主要機器の維持管理を外部委託する必要があり、その維持管理委託費

の試算結果を次に示す。 
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表3-62 主要機器の維持管理委託費の試算結果 

設備システム 維持管理費用（USD） 定期点検回数 

空調機 1,400 1 回/年 

医療ガス 700 1 回/年 

発電機・受変電 1,400 1 回/年 

排水処理 700 随時 

合  計 4,200  

 

 

⑧機材維持費（開設年度 1年目） ····································· 588 USD/年 

 機材維持費（2年目以降） ······································ 15,555 USD/年 

1．本計画に必要となる試薬・消耗品等の調達にかかる年間の運営維持管理費は概ね表

3-63、3-64 のとおりである。したがって、「エ」国側で調達する機材、医療家具・備品

にかかる必要経費についての予算措置は別途保健省で検討・確保する必要がある。 

表3-63 機材維持費（開設年度 1年目） 

番号 機材名 数量 品目 
単価 

（千円） 

合計 

（千円）

1 血球計数装置 1 希釈液等 44 44

2 ピペット 1 チップ 11 11

小計（換算により 588 US ドル） 55

 

表3-64 機材維持費（2年目以降） 

番号 機材名 数量 品目 
単価 

（千円） 

合計 

（千円）

1 吸引器 3 チューブ等 8 24

2 診察器具セット 4 ハロゲンランプ等 9 36

3 除細動装置 1 電極等 20 20

4 胎児ドップラー 1 ジェル 14 14

5 心電計 1 記録紙等 107 107

6 ネブライザー 2 フィルター等 39 78

7 患者監視装置 1 電極等 108 108

8 シャーカステン 6 ランプ 2 12

9 可視光線治療器 2 カバー 3 6

10 超音波診断装置 1 記録紙等 47 47

11 X 線一般撮影装置 1 フィルム 137 137

12 血球計数装置 1 希釈液等 176 176

13 ピペット 1 チップ 44 44

14 双眼顕微鏡 3 オイル等 28 84

小計（換算により 9,555 US ドル） 893
*1USD＝93.46 円で換算 

 

2．維持管理契約費（2年目以降） ···································· 6,000 USD/年 

   i) 血球計数装置 ············································· 1,000 USD/年 

   ii) CR 装置・プリンター（X線撮影装置本体を除く） ············· 5,000 USD/年 
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サンタ・ロサ CS 

表3-65 維持管理費の概算結果 

単位：USD 

費  目 開設年度 1年目 2 年目以降 

① 電気料金 16,433 16,433

② 電話料金 2,880 2,880

③ 発電機燃料費 829 829

④ 水道料金 400 400

⑤ 酸素ガス料金 1,080 1,080

⑥ 建物維持費 0 2,400

⑦ 主要機器維持管理費 4,200 4,200

小計 ①～⑦(施設維持費)  25,822 28,222

⑧ 機材維持費 588 15,673

計 ①～⑧ 26,410 43,895

 

①電気料金 ····················································· 16,433 USD/年 

計画施設の電力使用量は、施設規模・内容から以下のように想定される。使用電力は平

均で設備容量 200kVA の 75％程度(150kVA)を電気負荷容量とし、需要率を 40％と想定して

算定する。 

なお、B タイプ保健センターという用途を考慮して、運用時間は 12h／日、30 日／月、

12 月／年と想定する。 

表3-66 想定使用電力量 

 変圧器容量(kVA) 電気負荷容量(kVA) 
時間当たり使用電力

量(kWh) 

新築施設 200 150 60 

需要率：0.4 

 

・電気料金体系 

電力基本料金         181.414 USD/月 

電力従量料金         0.055 USD/kWh 

・電気料金 

表3-67 電気料金 

 
料金 
(USD) 

使用量
(kWh)

時間
(h) 

日 月 計(USD) 

基本料金 181.414 － － － 12 2,177 

従量料金 0.055 60 12 30 12 14,256 

合  計 16,433 

 

②電話料金 ······················································ 2,880USD/年 

固定電話料金はその使用回数によるため、各施設での使用頻度を想定して以下のように

算出する。 

・料金体系 

市内通話料金        0.01 USD/min  

市外通話料金                0.02 USD/min 
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表3-68 電話料金 

  
料金 

(USD) 

電話時間 

(min/回) 

回数 

(回/日)
回線数 日 月 計 

従量料金 

市内 
0.01 3 20 5 30  12 1,080

従量料金 

市外 
0.02 5 10 5 30  12 1,800

     2,880

 

③発電機燃料費 ···················································· 829 USD/年 

本計画での発電機容量は 200 kVA 程度、発電機使用中の負荷率を定格容量の平均 60％と

想定する。 

現地ヒアリング情報を元に試算する。現地ヒアリング時と同様の状況が継続するものと

想定する。 

・料金体系 

発電機燃料消費量 44 ℓ/h 

燃料単価              1.037 USD/US ｶﾞﾛﾝ（3.93 USD/L） 

・燃料費 

表3-69 発電機燃料費 

サイト  
料金 

(USD) 

使用量

(ℓ) 
時間

(h)

回数 

(回/年)
負荷率

年間使用量 

(ℓ) 計(USD) 

サンタ・ロサ 3.93 44 2 4 0.6 211 829

合  計   211 829

 

④水道料金 ························································ 400 USD/年 

本計画施設で消費される水道量は以下のとおりである。 

表3-70 想定使用水道量 

 
1 日当りの給水量

(ｍ3/日) 
日 

月間給水 

使用量(ｍ3)

月間 7.5 30 225

計   225

・料金体系 

料金表による。 

ゴミ収集サービスの料金が水道料金に上乗せされる制度になっている。（0.83USD/㎥） 

 廃棄物発生量を 15 ㎥/月と想定する。 

・水道料金 

表3-71 水道料金 

 料金(USD) 月 利用率 計(USD) 

上水使用料金 12 12 0.8 117

下水使用料金 9 12 0.8 82

維持管理費 6 12 0.8 59

その他固定費 4 12 1.0 47

ゴミ回収費 8 12 1.0 95

合  計  400
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⑤酸素ガス料金 ·················································· 1,080 USD/年 

酸素は準備室､処置室等に使用される｡新築施設の使用量は次のように想定される｡ 

表3-72 酸素ガス電力量 

施設名 用途 
1 月当たり使用量 

(本/月） 

新 築 施 設 処置室他 5 

計  5 

・料金体系 

O2ガス料金             30 USD/本  

・酸素ガス料金 

表3-73 酸素ガス料金 

 
料金 

(USD) 

使用量 

(本) 
月 

年間使用量

(本) 
負荷率 計(USD) 

O2ガス料金 30 5 12 60 0.6 1,080 

合  計    1,080 

 

⑥建物維持費 ····················································· 2,400 USD/年 

本計画の建物については外部・内部仕上げともに、比較的維持管理の容易な材料を選択

している。そのため、建物の内外装、電気及び給排水・空調機器の修理部品・交換部品購

入等の建物維持費を、現在の日本の類似例の 1/2 から 1/3 程度を想定する。ただし２年目

以降から必要な費用である。 

・料金体系 1.5 USD/㎡/年 

・建物維持費 

表3-74 建物維持費 

 
料金 
(USD) 

面積
(㎡)

日 月 負荷率 計 

建物維持費 1.5 2,000 － － 0.8 2,400 

合  計    2,400 

 

⑦主要機器維持管理費 ············································· 4,200 USD/年 

本計画においては主要機器の維持管理を外部委託する必要があり、その維持管理委託費

の試算結果を次に示す。 

表3-75 主要機器の維持管理委託費の試算結果 

設備システム 維持管理費用（USD） 定期点検回数 

空調機 1,400 1 回/年 

医療ガス 700 1 回/年 

発電機・受変電 1,400 1 回/年 

排水処理 700 随時 

合  計 4,200  
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⑧機材維持費（開設 1年度目） ······································· 588 USD/年 

 機材維持費（2年度目以降） ····································· 15,673 USD/年 

1．本計画に必要となる試薬・消耗品等の調達にかかる年間の運営維持管理費は概ね表

3-76、3-77 のとおりである。なお、「エ」国側で調達する機材、医療家具・備品にかか

る必要経費についての予算措置は別途保健省で検討・確保する必要がある。 

 

表3-76 機材維持費（開設年度 1年目） 

番号 機材名 数量 品目 
単価 

（千円） 

合計 

（千円）

1 血球計数装置  1 希釈液等 44 44

2 ピペット 1 チップ 11 11

小計（換算により 588 US ドル） 55

 

表3-77 機材維持費（2年目以降） 

番号 機材名 数量 品目 
単価 

（千円） 

合計 

（千円）

1 吸引器 3 チューブ等 8 24

2 診察器具セット 5 ハロゲンランプ等 9 45

3 除細動装置 1 電極等 20 20

4 胎児ドップラー 1 ジェル 14 14

5 心電計 1 記録紙等 107 107

6 ネブライザー 2 フィルター等 39 78

7 患者監視装置 1 電極等 108 108

8 シャーカステン 7 ランプ 2 14

9 可視光線治療器 2 カバー 3 6

10 超音波診断装置 1 記録紙等 47 47

11 X 線一般撮影装置 1 フィルム 137 137

12 血球計数装置 1 希釈液等 176 176

13 ピペット 1 チップ 44 44

14 双眼顕微鏡 3 オイル等 28 84

小計（換算により 9,673 US ドル） 904

*1$=93.46 円で換算 

 

2．維持管理契約（2年目以降） ······································ 6,000 US$/年 

 i) 血球計数装置 ················································ 1,000 US$/年 

 ii) CR 装置・プリンター（X線撮影装置本体を除く） ················ 5,000 US$/年 
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（2） 財務状況 

国家予算に対する保健省予算の割合は過去 5年間（2009 年～2013 年）に掛けて増加してお

り、国家開発戦略の中でも保健は重要視されている。国家予算の増加と共に保健省予算額の

増加が見込まれる中、対象地域であるチンボラソ県の予算額の増加も見込まれる。 

また、保健省はテリトリアル計画に沿った予算措置を実施しており、本計画における対象

保健センターの運営についても財政的問題はないと言える。 

 

表3-78 国家予算に対する保健省予算の割合 

単位：百万 USD 

 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年※

国家予算対保健省予算の割合(％) 4.6 5.2 5.5 6.3 13.4

（国家予算） 20,489 23,523 26,551 30,024 32,366

（保健省予算（全体（人件費含む））） 949 1,225 1,462 1,881 2,419

出典：「エ」国 財務省及び保健省 

※2013 年の数字は 2013 年 3 月時点の調査時 

 

 

（3） 財務状況と運営費（保健人材費含む） 

カルピ CS 及びサンタ・ロサ CSの運営費（保健人材費含む）（2016 年）の合計 USD 2,808,343-

はチンボラソ県予算 USD 71 百万（2016 年（推測値））の 4％未満であり、チンボラソ県の他

の施設（CS が合計 43 施設（A タイプ-30、B タイプ-9、C タイプ-4)、4 病院、その他 PS）の

運営費を考慮しても、チンボラソ県予算の中で同運営費は十分に確保されると考えられる。

保健省は、テリトリアル計画に沿ったカルピ CS とサンタ・ロサ CS の両施設の完工時（2016

年）に係る予算措置を確約しており、本計画による施設完工後の施設運営費は十分に担保さ

れていると言える。 

表3-79 2016 年における人材配置と予算､運営費(カルピ CS､サンタ･ロサ CS) 

カルピ CS 

2016 年における人材配置と予算 

人員 
2016 年の人員数

(A) 
2013 年の既存施設
の人員数(B)

追加人員数
(C=A-B)

2016年の人件費 

管理者（所長） 1 1 － 

USD1,088,691 

 

産婦人科医 1 1 －  

歯科医 4 2 2  

医師 10 4 6  

看護師 10 3 7  

ｺﾐｭﾆﾃｨﾍﾙｽﾜｰｶｰ（TAPS） 10 － 10  

精神医師 1 － 1  

精神リハビリ師 1 － 1  

検査技師 5 － 5  

放射線技師 2 － 2  

その他人員 8 2 6  

小計 53 13 40 USD1,088,691 (a)
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2016年における運営費（人材費を含む） 

人件費 USD1,088,691 (a)

医薬品・消耗品代 USD200,000  

その他の運営費（電気、電話、水、医療ガス、施設維持費、機材維持費等） USD187,000  

カルピ CSの運営費合計 USD1,475,691 (b)

 

 

サンタ・ロサ CS 

  2016年における人材配置と予算 

人員 
2016 年の人員数

(A)
2013 年の既存施設
の人員数(B)

追加人員数 
(C=A-B) 2016年の人件費

管理者（所長） 1 1 － 

USD885,652

産婦人科医 1 － 1 

歯科医 4 1 3 

医師 7 2 5 

看護師 7 3 4 

ｺﾐｭﾆﾃｨﾍﾙｽﾜｰｶｰ（TAPS） 7 － 7 

精神医師 1 － 1 

精神リハビリ師 1 － 1 

検査技師 5 － 5 

放射線技師 2 － 2 

その他人員 8 1 7 

小計 44 8 36 USD885,652 (c)

2016年における運営費（人材費を含む） 

人件費 USD885,652 (c)

医薬品・消耗品代 USD260,000

その他の運営費（電気、電話、水、医療ガス、施設維持費、機材維持費等） USD187,000

サンタ・ロサ CSの運営費合計 USD1,332,652 (d)

 

カルピ CS＋サンタ・ロサ CS の運営費合計 

 
合計金額  (b) +(d) USD2,808,343

 

 

  



 

 

 

第４章 プロジェクトの評価 
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第４章 プロジェクトの評価 
 

４－１ 事業実施のための前提条件 

 

本プロジェクトを実施するにあたって、前提となる条件は以下のとおりである。 

 

（1） 実施事業工程に則った相手国側分担事業の実施 

本プロジェクトを実施するに当たり、「3－3 相手国側分担事業の概要」に記載した、手続

き関連、免税措置、関連工事等の「エ」国側分担事業を、本協力対象事業の実施スケジュー

ル（建設工事前、建設中、建設工事後）に則って確実に実施されることが、プロジェクト全

体の工程を円滑に進める上で重要である。 

 

 

 

４－２ プロジェクト全体計画達成のために必要な相手方投入（負担）事項 

 

（1） 本協力対象事業によって整備される施設に関して、適切な運営及び維持管理に必要な予算

の確保、医療スタッフの育成・配置、プロジェクト運営委員会の設立の活用などによって、

施設・機材が良好な状態で継続的に使用できるようにしておく必要がある。 

 

（2） ライセンス制度に則って、機材・家具備品の整備、人材の配置及び運営規定等の整備を行

い、ライセンス取得に必要な条件を常に満たして適正かつ円滑な保健センターの運営を図

る必要がある。また、新保健センターの健全な経営による自立的発展を実現するためにも、

適切な財務・資金計画の立案や収支状況を常に把握し、その結果を保健センター運営に反

映させ改善していくことが重要である。 

 

（3） B タイプ保健センター基準機材リスト更新改定による追加機材（品目・台数）が必要にな

った場合は、追加機材購入のための予算措置を行って新施設の運営維持管理に合わせて調

達する必要がある。また調達機材については、維持管理強化のためのソフトコンポーネン

トによる技術指導が計画されており、保健省、第 3 地域保健調整局、第 1 保健区事務所の

関係者においても、技術指導の実施時期に合わせた受講準備をしておく必要がある。 

 
（4） 医療廃棄物について 

感染性廃棄物を含む医療廃棄物は、処理業者による処理が義務付けられている。しかし現

在は一般廃棄物とは分別して衛生環境管理局により回収されているが、滅菌処理されること

なく埋め立て処分されている。また、現地においては、焼却炉の自家設置が認められていな

い。以上のような状況から、環境に対する影響を考慮して、本計画では、各 CS の現状の分別

ルールを維持しながら、｢エ｣国の現行基準に基づき、公共サービスもしくは外部委託による

適切な回収・滅菌処理を「エ」国側で実施することで合意した。 
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４－３ 外部条件 

  

「エ」国保健セクターでは第一次レベルの保健医療サービスを強化するために、“施設整備”、

“医療機材の整備”、“保健医療サービスの普及”、“アクセスの向上”を重要政策課題として挙げ

ており、その政策として、「保健省制度的戦略計画(EPI) 2009-2013（案）」、また、「総合保健医療

サービス 2012」が策定されている。本計画は主に“施設整備”、“医療機材の整備”を支援するも

のであるが、プロジェクトが効果的に発現・維持されるためには、“保健医療サービスの普及”、

“アクセスの向上”といった課題にも対処した「エ」国による包括的な活動の実施が重要である。

また、合わせて、2012 年から実施されている保健セクターにおけるテリトリアル計画が充分に機

能し、対象地域の住民が対象保健医療施設で適切なサービスを受けるようになることも必須の外

部条件となる。 

 

 

 

４－４ プロジェクトの評価 

  

４－４－１ 妥当性 

 

本プロジェクトを我が国の無償資金協力によって事業実施することについては、以下の事項な

どから、その妥当性を有するものと判断できる。 

 

（1） 裨益対象 

本プロジェクトの対象施設であるカルピ CS 及びサンタ・ロサ CS が位置するチンボラソ県

は、特に深刻な貧困問題を抱える山岳地域の中でも第一次保健医療施設の利用者増加率が高

く、その裨益効果は高いと期待される。 

 

（2） 当該国保健政策との整合性 

「エ」国では、「保健省制度的戦略計画(EPI) 2009-2013（案）」が策定され、医療施設・機

材の改善等を通じた医療サービスの最適化を目指し、「総合保健医療サービス 2012」では第

一次レベルの保健医療サービスの強化を重要課題とし、保健予算の増加に加え医療施設と保

健医療サービス体制の見直しを行っている。本プロジェクトは第一次保健医療施設の施設・

機材整備の実施を担うものであり、「エ」国保健政策との整合性は高く、本プロジェクト実施

の妥当性が認められる。 

 

（3） 日本政府の援助政策との整合性 

本プロジェクトは、以下の我が国の援助政策・方針と整合性がある。 

 

1） 2012 年 4 月「対エクアドル 国別援助計画」で、援助の基本方針として「格差是正と持

続的発展」が謳われており、それに沿った事業展開計画の開発課題として「地域社会の

開発促進・基礎インフラ整備」が挙げられている。 
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2） 2010年 9月「国際保健政策 2011－2015」において、ミレニアム開発目標（MDG4及び 5）

に関連して、「保健システムに焦点をあてたミュニティ・ベースと施設ベースの予防及び

治療ケアの強化と，革新的戦略の導入を通じたコミュニティと施設をつなぐシステム強

化及び乳幼児死亡率削減のための効果の高い保健施策の拡大の支援」が述べられている。 

 

 

４－４－２ 有効性 

 

本プロジェクトは、第一次保健医療施設・機材の整備を通し、以下の定量的及び定性的効果が

期待されることから、その有効性が認められる 

 

（1） 定量的効果 

本協力対象事業実施により、表 4-1に示すような定量的効果が期待される。 

 

表4-1 プロジェクトの定量的効果 

指標名（カルピ CS） 基準値（2012年） 
目標値（2019年） 

〔事業完了 3年後〕 

患者数（活動数）＊1 19,375件 26,127件＊2 

X線撮影件数 0件 694件＊3 

臨床検査件数（血液、生化学、

尿、便、細菌、血清検査） 
17,261件 25,393件＊4 

指標名（サンタ・ロサ CS） 基準値（2012年） 
目標値（2019年） 

〔事業完了 3年後〕 

患者数（活動数）＊1 10,860件 32,356件＊2 

X線撮影件数（件） 0件 265件＊3 

臨床検査件数（血液、生化学、

尿、便、細菌、血清検査） 
0件 31,448件＊4 

＊1 患者数（活動数）＝予防＋罹病（歯科含む） 
＊2 カルピ CS 及びサンタ・ロサ CS が位置するリオバンバ郡の、過去 5 年（2008～2012 年）の平均外来患者率

（105.56％）に、テリトリアル計画に基づく各センターの 2019年裨益対象人口計画値（カルピ CS: 24,750

人、サンタ・ロサ CS: 30,651人）を乗じて計算。 

・カルピ CS: 105.56％ ×24,750人＝26,127件 

・サンタ・ロサ CS： 105.56％ ×30,651人＝32,356件 
＊3  カルピ CS及びサンタ・ロサ CSそれぞれの、2012年の外来患者罹病率（予防、歯科受診を除く）をベース

に、2019年の計画値を計算。 

・カルピ CS: 2012年の外来患者罹病率（2012年罹病患者数 8,292人÷2012年カルピ CS裨益人口 14,803

人＝）56.02％×2019 年裨益対象人口 24,750 人×「エ」国平均 X 線撮影率 5％（20 人に一人が X 線

検査を受診）＝694件 

・サンタ・ロサ CS：2012年の外来患者罹病率（2012年罹病患者数 3,269人÷2012年サンタ・ロサ CS裨

益人口 18,925人＝）17.27％×2019年裨益対象人口 30,651人×「エ」国平均 X線撮影率 5％（20人

に一人が X線検査を受診）＝265件 
＊4 チャンボ・リオバンバ第一保健管区 2012年の一人当たり臨床検査件数に、各センターの 2019年裨益対象人

口計画値を乗じて計算。 

    ・カルピ CS     1.026件／人×24,750人＝25,393件 

        ・サンタ・ロサ CS 1.026件／人×30,651人＝31,448件 
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（2） 定性的効果 

本協力対象事業実施により、以下に示すような定性的効果が期待される。 

 

1） 予防啓発室における活動が計画に基づいて継続的に実施される 

本計画は「エ」国での第一次保健医療施設の優先的拡充を支援するものであり、「エ」国

方針に沿い両施設の整備において“予防啓発室”を設置する。これは各保健医療施設にお

いて対象地域のニーズに沿った啓発活動を実施するためのものであり、さらに、同保健医

療施設には“TAPS”（Técnicos en atención Primaria de Salud）も配置される。TAPS は

当該 CS の対象エリアにおけるコミュニティの出身者で構成され、コミュニティヘルスワー

カーとして各人の出身コミュニティにおいて保健医療に係る啓発活動を実施することにな

る。第一次レベルの保健医療サービスの強化における重要課題である“予防”及び“健康

促進”に資する活動を提供する“予防啓発室”の活用は「エ」国プライマリーヘルスケア

体制の強化にも繋がることとなる。 

 

2） 保健医療サービスの種類が拡充される 

本計画は「エ」国のテリトリアル計画に沿っての支援であり、本来の裨益対象人口がそ

れぞれの対象施設を利用することを後押しするものである。同テリトリアル計画が機能す

ることにより、対象地域（＝対象人口）の保健医療ニーズに沿ったサービス内容（疾病治

療、予防接種、産前ケア、家族計画、栄養指導、衛生教育等）が整備される。また、対処

する疾病構造に大きな変化はないものの、対象人口に即したサービスの内容や頻度（疾病

治療数、予防活動数、啓発内容の頻度等）及び第一次保健医療施設で対応できるサービス

の幅が拡がる（例：X線検査等）。 

 



 

〔資  料〕 

 
1. 調査団員･氏名 

2. 調査行程 
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資料１．調査団員・氏名 
 

＜協力準備調査＞ 2013 年 3 月 3日 ～ 4 月 4 日 

 

No. 氏  名 担当分野 所 属 先 

1 福田 祐典 総括 
独立行政法人 国際協力機構 

人間開発部 

2 山田 朋未 計画管理 
独立行政法人 国際協力機構 

人間開発部 

3 井川 正博 業務主任／建築計画 株式会社日本設計 

4 横川 譲治 通訳（西語） 株式会社日本設計 

5 鈴木 誠 機材計画/積算 株式会社日本設計メディカルコア 

6 上村 真貴子 副業務主任／建築設計 株式会社日本設計 

7 堀場 容平 設備計画 株式会社日本設計 

8 住田 康雄 保健医療体制 株式会社日本設計メディカルコア 

9 王子 亜希子 自然条件調査 株式会社日本設計 

10 竹田 拓 施工計画／積算 株式会社日本設計 

11 岡田 有弘 設備計画（補佐） 株式会社日本設計 

 

 

 
＜概要説明調査＞ 2013 年 9 月 22 日 ～ 9 月 29 日 

 

No. 氏  名 担当分野 所 属 先 

1 大野 裕枝 総括 
独立行政法人 国際協力機構 

人間開発部 

2 山田 朋未 計画管理 
独立行政法人 国際協力機構 

人間開発部 

3 井川 正博 業務主任／建築計画 株式会社日本設計 

4 横川 譲治 通訳（西語） 株式会社日本設計 

5 鈴木 誠 機材計画/積算 株式会社日本設計メディカルコア 

6 上村 真貴子 副業務主任／建築設計 株式会社日本設計 



資料２．調査行程 
協力準備調査日程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査団員

総括
（JICA)

計画管理
（JICA）

業務主任/
建築計画

通訳（西語）
機材計画/
積算

副業務主任/
建築設計

設備計画
保健医療
体制

自然条件調査
施工計画/
積算

設備計画
（補佐）

月日 福田 祐典 山田 朋未 井川　正博 横川　譲治 鈴木　誠 上村　真貴子 堀場　容平 住田　康雄 王子　亜希子 竹田　拓 岡田　有弘

1 2013/3/3 日 東京発→キト着 

午前 キト発

　　　　ラソ保健センター（Cタイプ）　コトパクシ県建設中案件　視察

　　　　ロマ・グランデ保健センター（Aタイプ）　コトパクシ県建設中案件　視察

午後　ケロ保健センター（Cタイプ）　トゥングラウア県建設中案件　視察

　　　　リオバンバ着

午前　 地域保健調整局、県保健局打合せ

　　　　 サンタ・ロサ保健センター　調査

午後　　カルピ保健センター　調査

　　　　　リオバンバ着

午前　　リオバンバ発

　　　　　クマンダ保健センター　調査

午後　　クマンダ発→リオバンバ着

午前　　リオバンバNo.1保健センター　調査

　　　　　 サン・ファン保健センター　調査

午後　　サン・アンドレス保健センター　調査

　　　　　 グアノ保健センター　調査

7 2013/3/9 土 CS追加調査

8 2013/3/10 日 成田発→キト着 団内協議、資料整理
午後
東京発→キト着

JICA事務所打合せ 関係箇所調査、関係官庁調査 保健省 ＪＩＣＡ報告 キト→

保健省表敬、キト→チンボラソ移動 電力会社 地域保健調整局
チンボラソ移動、

途中CS視察

団内協議 業務主任同行

サンタ・ロサCS、カルピ・リカンCS視察
設備同行 水道局

電話局
業務主任同行 設備同行

設備同行 消防局 業務主任同行

 クマンダ保健センター視察 衛生管理局

ｶﾙﾋﾟ水道調査

団内協議

地域保健調整局協議

リオバンバ県総合病院（教育病院）、コルタCS敷地視察

チンボラソ→キト移動 設備同行 管理ｽﾀｯﾌﾋｱﾘﾝｸﾞ 地域保健調整局 設備同行

14 2013/3/16 土 団内協議
午後
成田発→キト着 団内協議

チンボラソ→キト移動 建設事情調査 チンボラソ→キト移動

団内協議 団内協議 ←

保健省ミニッツ協議 保健省協議 建設事情調査

資料整理 調達事情調査

保健省ミニッツ協議 建設事情調査

保健省で機材打合せ 調達事情調査

ミニッツ署名 建設事情調査

調達事情調査

JICA事務所報告、日本国大使館報告 保健省協議 建設事情調査

キト発→ 資料整理 調達事情調査

関係官庁調査 建設事情調査

調達事情調査

→成田着 団内協議

22 2013/3/24 日 キト→チンボラソ移動 →成田着 業務主任同行 業務主任同行 ←

地域保健調整局協議 業務主任同行 保健省協議 業務主任同行 建設事情調査

保健センター追加調査 県井戸部打合せ

地域保健調整局協議 CSカルピ、CS 業務主任同行 水道局 業務主任同行 建設事情調査

サンタ･ロサCS,カルピCS調査会社立会い
リオバンバ

→キト移動
電圧測定
（ｻﾝﾀﾛｻ）

調達事情調査

チンボラソ→キト移動 保健省協議 業務主任同行 電圧測定（ｶﾙ
ﾟ）

業務主任同行 建設事情調査

代理店調査 建設事情調査 調達事情調査

保健省テクニカルメモランダム協議保健省協議 業務主任同行 消防、電力、県
庁

業務主任同行

代理店調査
チンボラソ→キト移

動

テクニカルメモランダム案作成 資料整理 業務主任同行 ←

28 2013/3/30 土 テクニカルメモランダム案作成 資料整理 TM案作成 ← TM案作成 業務主任同行 ←

29 2013/3/31 日 テクニカルメモランダム案作成
資料整理
団内打合せ

TM案作成 ← TM案作成 業務主任同行 ←

保健省協議 業務主任同行

代理店調査

午前　保健省テクニカルメモランダム署名 業務主任同行 業務主任同行 ←

午後　日本国大使館報告、JICA事務所報告 調達事情調査

深夜　　キト発→ 深夜　　キト発→

→成田着 →成田着

：NS（NSI） ：NMC ：キト泊 ：チンボラソ泊

3 2013/3/5 火

4 2013/3/6 水

JICA団員 コンサルタント団員

2 2013/3/4 月
午前　JICA事務所、大使館　表敬

午後  保健省協議

9 2013/3/11 月

10 2013/3/12 火

5 2013/3/7 木

6 2013/3/8 金

業務主任同行

13 2013/3/15 金
業務主任同行

11 2013/3/13 水

業務主任同行 設備同行

15 2013/3/17 日

16 2013/3/18 月

12 2013/3/14 木

保健省機材打
合せ

他ドナー調査、関

係官庁調査、資料

収集

建設事情調査
業務主任同行

(保健省協議）
←

17 2013/3/19 火 保健省協議
現地再委託見積
り依頼

←

18 2013/3/20 水 建設事情調査 保健省協議
現地再委託見積

り依頼
←

保健省協議
現地再委託見積り

徴収

保健省協議

←

20 2013/3/22 金 保健省協議
他ドナー調査、関

係官庁調査、資料

収集

保健省協議 保健省協議

19 2013/3/21 木
保健省協議

保健省協議 建設事情調査

←

23 2013/3/25 月
ﾘｵﾊﾞﾝﾊﾞ州病院調

査、地域保健調整

局協議

←

現地再委託見
積り徴収

←

21 2013/3/23 土 資料整理
団内協議 深夜キト発→ 現地再委託契

約,団内協議

消防、電力、県庁

チンボラソ→キト移動

27 2013/3/29 金 TM案作成 ←

24 2013/3/26 火 ←

25 2013/3/27 水 ←

TM案作成

30 2013/4/1 月 業務主任同行 ← 業務主任同行

26 2013/3/28 木

33 2013/4/4 木

保健省テクニカルメモランダム
協議

←

31 2013/4/2 火

32 2013/4/3 水



 

概要説明調査日程 

Líder
/総括
（JICA)

Coordinador del Proyecto/
計画管理
（JICA）

Supervisor del Proyecto
/業務主任

Planificación de Equipos
/機材計画

Planificación de
Arquitectura
/建築設計

Intérprete（español）
/通訳（西語）

Ono Hiroe
大野課長

Tomomi Yamada
山田職員

Masahiro Ikawa
井川　正博

Makoto Suzuki
鈴木　誠

Makiko Uemura
上村　真貴子

Joji Yokokawa
横川　譲治

1 2013/9/22 日

午前 　保健省協議

午前　ミニッツ案作成
午前　保健省　準備調査
報告書（案）説明・協議

午前　ミニッツ案作成
午前　保健省　準備調
査報告書（案）説明・協
議

夜　キト発→　

7 2013/9/28 土
午後　キト発→
→リマ着

移動日

8 2013/9/29 日 リマ発→ラパス着 →成田着

2 2013/9/23 月

午前　ホテル出発⇒  団内協議（於JICA支所）
 　　　　　大臣表敬内容、保健省との協議内容・段取りの確認

午後　保健省 カリナ・バンセ保健大臣表敬　（出張目的、概要説明）

　　　　 保健省　準備調査報告書（案）説明・協議
　　　　　　協議内容：
　　　　　　　－ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ概要
　　　　　　　－設計方針
　　　　　　　－施設計画

JICA Consultor/コンサルタント団員

→キト着 →キト着

4 2013/9/25 水

午後　保健省　準備調査報告書（案）説明・協議

午前　保健省　準備調査報告書（案）説明・協議

3 2013/9/24 火

午後　保健省　準備調査報告書（案）説明・協議
　　　　　　協議内容：
　　　　　　　－機材計画
　　　　　　　－施工計画
　　　　　　　－調達計画

午前  JICA事務所協議 午前   JICA事務所協議

午前　キト発→

→成田着

5 2013/9/26 木
午前　保健省ミニッツ案協議
午後　ミニッツ案作成

6 2013/9/27 金

午前　 ミニッツ署名

午後 　大使館報告
　　　　 JICA事務所報告



資料３．関係者（面会者）リスト 

 Nombre氏名 Organización組織 

1 Ministerio de Salud Pública  保健省 

 Mgs. Carina Vance 
Ministra de Salud
Ministerio de Salud Pública 保健大臣 

 
Dra. Marysol Ruilova Viceministra de Atención Integral en Salud 

Ministerio de Salud Pública 
保健統括担当副大臣 

 Sr. Gabriel Yépes B. 
Asesora Ministerial Planificación Territorial 
テリトリアル計画 大臣顧問 

 Dra. Margarita Guevarra Alvarado 
Asesora de Coordinación Territorial  
テリトリアル調整顧問 

 Sr. Carlos Andrés Emanuele 
Director de Cooperación y Relaciones 
Internacionales  国際協力局長 

  Sr. Daniel De La Torre 
Analista de Cooperación y Relaciones 
Internacionales  国際協力分析官  

  Sra. Belén Harb 
Analista de Cooperación y Relaciones 
Internacionales  国際協力局分析官 

 Ing. Patricio Costa 
Asesor de Infraestructura Sanitaria, Equipamiento y 
Mantenimiento  インフラ・機材・メンテナンス局顧問  

 Sr. Fernando Pazmiño 
Director de Infraestructura Sanitaria, Equipamiento y 
Mantenimiento  インフラ・機材・メンテナンス局長 

  Dr. Christian Lascano 
Técnico Proyecto de Infraestructura 
インフラ計画技術官 

  Ing. Romel Granda 
Analista de la Dirección Nacional de Infraestructura 
Sanitaria, Equipamiento y Mantenimiento 
インフラ・機材・メンテナンス局 技術官 

  Lic. Marcela Rivera 
Analista a cargo del Proyecto en la Dirección 
Nacional de Primer Nivel de Atención en Salud 
プライマリーヘルケア局プロジェクト担当技術官 

  Sr. Marco Barriga 
Analista de Coordinación de Planificación 
計画調整分析官 

  Sr. Patricio Rengifo Técnico de Infraestructura インフラ技術官 

  Sr. Alexander Lafebre Técnico de Infraestructura  インフラ技術官 

  Sr. Nelson Delgado Técnico de Infraestructura  インフラ技術官 

  Sr. Marco Chávez Delegado de Coordinación de Planificación General
総合計画調整代表 

 Sr. Marcelo Yépez 
Asesor Viceministro de Atención Integral en Salud  
総合ヘルスケア担当副大臣顧問 

 Sr. Itamar Rodriguez B. 
Director Nacional de Atención del Primer Nivel en 
Salud  プライマリーヘルスケア局長 

 Dr. Alfredo Amores 
Asesor Unidad Primer Nivel de Atención 
プライマリーヘルスケア班顧問 

  Arq. José Orellana E. 
Analista Arq. DNAPNS 
プライマリーヘルスケア局 建築技師・分析官 

 Ing. Carmen Alarcón 
Dirección Nacional de Atención del Primer Nivel en 
Salud プライマリーヘルスケア局 

 Ing. Tatiana Chiriboga 
Dirección Nacional de Atención del Primer Nivel en 
Salud プライマリーヘルスケア局 



 Nombre氏名 Organización組織 

 Sr. Javier Maldonado 
Director de Nacional de Atención del Primer Nivel 
en Salud   プライマリーヘルスケア局長 

 Sra. Elisa Jaramillo 
Coodinadora general de Dirección Nacional 
Consultoria Legal  
法律顧問局 総合調整官 

 Sr. Estefania Sanchez R. 
Abogada Analista - Dirección Nacional Consultoria 
Legal 法律顧問局 法律分析官 

 Sr. Olmedo Yonjones Líder de Importaciones 輸入担当長 

 Sra. Eugenia Almeida Técnica de Importaciones 輸入技術官 

2 Coordinación Zonal de Salud 3 第 3保健地域調整局 

 Dra. Gladys Mera Coodinadora de Salud Zona 3 
第 3地域保健調整局調整官 

  Dra.Mercedes Chicaiza Subdirectora 副局長 

 Ing. Sixto Garzón 
Coordinador de Planificación en la Coordinación 
Zonal 3 第 3地域保健調整局コーディネーター 

  Dr.Carlos Mayacela 
Director Distrito No.1 Chambo-Riobamba 
第１区保健事務所長（リオバンバ･チャンボ区）  

  Sr Angel Yanaz Director Area 2 第 2区保健事務所長 

  Ing. Juan Carlos Romero Analista Técnico Infraestructura インフラ技術官 

 Arq. Jorge Robalino Analista Técnico Infraestructura インフラ技術官 

  Sra. Gladys Mera Segovia Encargada 担当者 

  Sr. Patricio Gonzalez Funcionario 職員 

  Sr. Pedro Jaramillo 
Encargado de Mantenimiento de Infraestructura - 
Area1  
]第１区保健事務所 設備管理担当者 

  Sr. Rodrigo Gualoto 
Encargado de Mantenimiento de Infraestructura – 
Area 2 
第２区保健事務所 設備管理担当者 

3 Cuerpo de Bomberos de Riobamba リオバンバ消防局 

 Capitán Franklin Real Jefe Prevención 防災担当部長 

4 
Dirección de Gestion Ambiental 
Salubridad e Higiene 

リオバンバ市ゴミ収集処理事業部 

 Ing. Carlos Ducai 
Técnico de Gestión Ambiental e Higiene 
環境管理技術官 

5 
Empresa Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado Riobamba 
(EP-EMAPAR) 

リオバンバ市水道局 

 Ing. Carlos Velarde. H Gerente General ep-Emapar 局長 

 Ing. Paul Segura Director del Departamento de Ingeniería 技術部長 

6 
Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgo 

エクアドル危機管理事務局 

 Ing. Hugo Merino Delegado代表者 

7 Municipio de Riobamba リオバンバ市役所 

 Ing. Luis Guerra Departamento de Obras Públicas 公共事業部 

 Arq. Patricio Sálate Departamento de Planificación  計画部 

8 Provincial de Chimborazo チンボラソ県庁 

 Ing. José Quevedo 
Coordinator del Proyecto de Aguas Subterráneas 
公共事業局、井戸プロジェクト担当部長 



 Nombre氏名 Organización組織 

9 
Gobierno Local de la Parroquia 
Santiago de Calpi 

カルピ村役場 

 Sr. Antonio Paca Presidente de Junta Parroquial カルピ村長 

 Sr. Omero Moyano 
Encargado de construcción de Centro de salud 
保健センター建設担当者 

 Sr. Pedro Vicente Vaca Encargado de agua municipal 上下水道担当者 

 



k-matano
テキストボックス
資料４．討議議事録

k-matano
テキストボックス
＜協力準備調査時＞





































 

協議議事録 

エクアドル国チンボラソ県医療施設・機材整備計画準備調査 

 

 

 

 エクアドル共和国政府（以下、「エクアドル」と称す）の要請に対し、日本政府はチンボラソ県

医療施設・機材整備計画（以下、「プロジェクト」と称す）の準備調査を行うことを決定し、その

調査を独立行政法人国際協力機構（以下「JICA」と称す）に委託した。 

 

 

JICA は人間開発部技術審議役 福田祐典を団長とする準備調査団（以下「調査団」と称す）を

2013年 3月 4日から 4月 2日までエクアドルに派遣することにした。 

 

 調査団は、エクアドル滞在中に関係当局との協議および対象地域における現地調査を実施した。 

 

これらの協議と現地調査を踏まえ、双方は付属文書および別添に記載する主要事項について確認

した。 

 

調査団は継続して調査を行い、準備調査報告書を作成する予定である。 

 

 

 

キト、2013年 3月 20日 

 

 

 

 

 

福田 祐典 

準備調査団長 

独立行政法人国際協力機構 
日本 

 Dr. Miguel Malo 

保健大臣（代理） 

エクアドル共和国 

            

 



附属文書 

  

1 プロジェクトの目標 

本プロジェクトの目標は、チンボラソ県チャンボ・リオバンバ第一保健管区(06D61)における第

一レベル医療施設及び機材の整備を通じ、同対象施設の保健医療サービスが改善されることである。 

 

2 プロジェクトの対象地域 

本プロジェクトの対象地域は、チンボラソ県チャンボ・リオバンバ第一保健管区(06D61)である。

対象施設は、別添 1に示すカルピ保健センター、サンタ・ロサ保健センターである。 

 

3 プロジェクトの責任機関及び実施機関 

 本プロジェクトの責任機関はエクアドル保健省、実施機関は保健省保健サービス供給担当次官室 

（プライマリーヘルスケア局）である。当該機関の組織図は別添 2のとおりである。  

 

4「エ」国からの要請内容  

 調査団との協議の結果、エクアドル側より、別添３および４の内容が要請された。JICA は、調

査団帰国後、その内容について妥当性を検証し、その結果を日本国政府に報告する予定である。 

(1) 施設：別添３のとおり。 

(2) 機材：別添４のとおり。 

 

5 日本の無償資金協力制度 

(1)調査団は、別添 5 に示された無償資金協力の仕組みをエクアドル側に説明し、エクアドル側は

それを理解し、かつ合意した。 

(2) エクアドル側は、日本政府が本プロジェクトに対する日本の無償資金協力の実施を承認した場

合、その円滑な実施のために、別添 6に記載された必要な措置（先方負担事項）をとることを確約

した。 

 

6 調査スケジュール 

(1)コンサルタント団員は、2013 年 4 月 2 日までエクアドルで引き続き調査を行う。 

(2)JICA は協力準備調査報告書案を西語で作成すると共に、概略設計概要説明調査団を 2013 年 9

月頃に派遣し、協力準備調査報告書案についてエクアドル側に説明すると共に、エクアドル側

の必要準備事項を確認する。 

(3)協力準備調査報告書案の内容がエクアドル側に原則的に受け入れられた場合、JICA は協力準備

調査報告書を作成し、これを 2013 年 12 月頃エクアドル側に送付する。 

 

7 その他協議事項  

(1)対象施設の選定経緯 

当初、対象候補施設として、エクアドル側は、リオバンバ No.1 保健センター、グアノ保健セ

ンター、サン・ファン保健センター、サン・アドレス保健センターの４施設の整備を日本側に

要請していた。しかし、要請されていた 4 つの保健センターの内、直ちに整備が必要とされる

リオバンバ No.1 保健センター、グアノ保健センターは政策的優先度からエクアドル自身が、

サン・ファン保健センターは他の国際協力機関からの融資を受けたエクアドルが整備すること



となった。残りのサン・アドレス保健センターは保健政策との整合性、人口密度、疫学的疾病

状況、アクセス状況、老朽化、完工スケジュール、用地確保状況等の観点から総合的に検討し

たところ、本プロジェクトの対象とはなり得ないことが判明した。 

これを受け、エクアドル側は上記４施設に変わり、新たにクマンダ保健センター、カルピ保健

センター、サンタ・ロサ保健センター施設の３施設の整備を日本側に要請した。しかし、これ

らの施設の内、クマンダ保健センターについては 2013 年中に施設の完工が必須であることが調

査期間中に判明したため、日本の無償資金協力の制度を鑑みると同時期までの完工は難しいこ

とから、エクアドル自身が整備することとなった。 

そのために、エクアドル側、JICA 側双方は、保健政策との整合性、人口密度、疫学的疾病状況、

アクセス状況、老朽化、完工スケジュール、用地確保状況等の観点から総合的に検討して、整

備優先度が高く、且つ日本の有する知見や技術を活用できる２施設、カルピ保健センター、サ

ンタ・ロサ保健センターを本プロジェクトの対象とすることで合意した。 

尚、クマンダ保健センターの代替として調査中にエクアドル側から提案のあったコルタ保健セ

ンターは、保健政策との整合性、人口密度、疫学的疾病状況、アクセス状況、老朽化、完工ス

ケジュール、用地確保状況等の観点から総合的に検討したところ、上記２施設に次ぐ優先順位

と位置付け、本プロジェクトの対象として検討することとした。 

 

(2)建設予定地及びインフラの確保 

本プロジェクトの全ての対象施設の建設予定地は、保健省によって確保済みであることを確認

した。また、同建設予定地の整地、および下水、電気、浄水、電話等の医療施設の運営に必要

な基本的なインフラの整備は、プロジェクト開始までにエクアドル側で完成させておくことを

確約した。 

 

(3)ライセンス制度・標準設計基準 

本プロジェクトで整備される医療施設の設計および機材の整備について、日本側がエ国のライ

センス制度や標準設計基準を考慮しながら日本の有する知見・技術を採り入れた設計を行い、

建築する事をエクアドル側は承認した。 

日本側が日本の法律等に基づき作成する入札図書等については、保健大臣あるいは保健大臣か

ら委任を受けた代理人が内容を確認し、これを承認する。 

 

(4)対象施設・調達機材の運営維持管理 

エクアドル側は、対象施設・調達機材の運営維持管理に必要な予算措置および人員配置を行う

ことに合意した。 

エクアドル側はエクアドル側が行うべきである適切な予算措置計画および人員配置計画を提示

し、JICA 側はその達成を確認する。 

 

(5)ソフトコンポーネント 

エクアドル側は、本プロジェクトにより調達された機材の維持管理・操作について、その寿命

が最大限になるよう技術支援（ソフトコンポーネント）を要請した。 

調査団は、上記要請を今後検討することを約束した。 

 

 



(6)プロジェクト運営委員会の設立 

調査団は本プロジェクトを円滑に進めるため、問題解決を含めた意志決定を行う「プロジェクト運

営委員会」の設置を提案したところ、保健サービス供給担当次官室、第三地域保健調整局、国際関

係・協力局等から構成される「プロジェクト運営委員会」を設立することを、エクアドル側、JICA

側双方は確認した。 

 

 

  

 

以上 

別添 1 協力対象サイト 
別添 2 責任機関及び実施機関組織図 
別添 3 「エ」国政府要請施設 
別添 4 「エ」国政府要請機材 
別添 5 無償資金協力の仕組み 
別添 6 両国政府の負担事項 
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協議議事録 
エクアドル共和国 

チンボラソ県医療施設・機材整備計画(概略設計概要説明調査) 
 

 
 

2013年3月、独立行政法人国際協力機構（以下、「JICA」と称す） は、エクアド
ル共和国政府（以下「エクアドル」と称す）チンボラソ県医療施設・機材整備計画

（以下「プロジェクト」と称す）に関する準備調査団（概略設計）を派遣した。 
 
エクアドル滞在中の関係当局との協議及び調査対象地域における現地踏査並びに

調査結果の国内解析を通じて、JICAは概略設計概要書を準備した。 
 
概略設計概要書の内容に関して、エクアドル側に説明、協議を行うことを目的に、

JICAは人間開発部保健第四課長大野裕枝を団長とする概略設計概要説明調査団（以
下「調査団」と称す）を2013年9月22日から9月27日までエクアドルに派遣した。 
 
協議の結果、双方は付属文書及び別添に記載する主要事項について確認した。 

 
キト、2013年9月27日 

 
 
 

 
 
 
 
 
                   
大野 裕枝 
概要説明調査団 団長 
国際協力機構 (JICA) 
日本 

 
 
 
 
 
                     

Dra. Marysol Ruilova 

保健統括担当副大臣 
エクアドル共和国 
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付属文書 
 
 
1. 概略設計概要書の内容 
調査団は概略設計概要書の主要な内容及び提言に関する説明を行い、エクアドル

側はこれに承認した。またプロジェクト内容の大幅な変更は、本調査後行わない

ことをエクアドル側、日本側の双方は確認した。 
 
2. 日本の無償資金協力制度 
エクアドル側は、2013年3月20日付で署名された協議議事録の別添5及び6に詳述
され、調査団から説明がなされた日本の無償資金協力制度とエクアドル側で必要

な履行事項について理解した。 
 
3. 調査スケジュール 

JICAは確認できた項目に応じて協力準備調査報告書を完成し、日本国政府の承認
が予定通り得られた場合には、同報告書を2013年12月頃エクアドル側に送付する。 

 
4. プロジェクトの秘密性 
双方は、機材の詳細仕様及びその他の技術情報を含むプロジェクトに関する全て

の情報については、プロジェクトに関する全ての契約締結を了するまで対外的に

非公開とすることを確認した。 
 

5. その他協議事項 
5-1 調査団は添付5のとおりプロジェクトコストの試算に関する説明を行った。エ
クアドル側、日本側の双方は、プロジェクトに関する全ての契約締結まで、当該

試算結果を複製したり、対外的に公開しないことを確認した。双方は、添付5のプ
ロジェクトコスト試算は最終的なものでなく、変更の可能性がある点について理

解した。 
 
5-2 2013年3月20日付協議議事録添付6にて合意したエクアドル側負担事項につい
て、内容を再度確認した。 

 
5-3 調査団はプロジェクト実施の形態及びスケジュールに照らした対応期限及び担
当部署を具体的にエクアドル側に明示したうえで、期限の厳守をエクアドル側に

求めた。エクアドル側はこれに合意した。担当部署は別添7のとおり。 
 
5-4 調査団はエクアドル側に対してプロジェクト効果発現の観点から完工時に各

CSに必要な人員数、並びに施設及び機材の維持管理費について説明を行った。エ
クアドル側は同説明を了解し、それに必要な対策を行う旨確約した。 

 
5-5 エクアドル側は、プロジェクトを円滑にすすめるためプロジェクト運営委員会
を設立し、活用することを確認した。 
 
5-6 保健省は、カルピCS及びサンタ・ロサCSの土地使用許可書が既に取得済みで
ある。エクアドル側は、プロジェクトが実施される土地に関して法的にINMOBILIAR
によってしかるべく承認された書類を2013年10月中にJICAに提出する。 
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5-7 カルピCSから排出される雨水については放流許可の取得は特段必要ないこと、
及び近接の河川に放流することを、エクアドル側、日本側の双方は確認した。 
 
 
添付: 
1: プロジェクト対象サイト図 
2: 施設平面図 
3: 機材リスト 
4:人材配置・運営費 
5:プロジェクトコスト試算 
6:実施スケジュール（案） 
7:担当部署一覧 



資料５．ソフトコンポーネント計画書 

 

 

エクアドル国 

チンボラソ県医療施設・機材整備計画 

協力準備調査 
 

技術指導（ソフトコンポーネント）計画 
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４．成果達成度の確認方法 

５．ソフトコンポーネントの活動（投入計画） 

６．ソフトコンポーネントの実施リソースの調達方法 

７．ソフトコンポーネントの実施工程 

８．ソフトコンポーネントの成果品 

９．相手国側の責務 
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共同企業体 

株式会社 日本設計 

株式会社 日本設計メディカルコア 
 

 

 

 



１．ソフトコンポーネントを計画する背景 
 

「エクアドル国チンボラソ県医療施設・機材整備計画」は、チンボラソ県チャンボ・リオ

バンバ第 1保健区におけるカルピ保健センター（以下、カルピ CS）及びサンタ・ロサ保健セ

ンター（以下、サンタ・ロサ CS）の 2ヶ所の新医療施設の建設と必要最小限の機材の整備を

行い、同第 1保健区の一次保健医療サービスの改善を図るものである。 

 

チャンボ・リオバンバ第 1保健区には現在 20 ヶ所の 1次レベルの医療施設（保健センター

及びサブ保健センター）があり、これらの全医療施設の医療機材の維持管理を担当している

のは第 1 保健区事務所に所属する機材技術者 1 名のみである。この技術者は乾熱滅菌器など

の基本的機材の修理を行うことができる比較的高い技術レベルを有しており、対象既存保健

センターにおいても機材は比較的よく維持されているが、機材技術者のみならず医療スタッフに

よる保守点検が強化され、そして機材の故障発生時への対応が迅速・的確に実施できるようにな

れば、機材はより長期間使用可能になるとともに、より質の高い医療サービスが提供できるよう

になる。 

本計画によって施設規模がより大きくなり、新規機材が導入されて各種機材の台数も増加

するため、円滑な保健センター運営のためには、医療機材の維持管理をより重視する必要が

ある。 

上記のような課題を考慮し、本プロジェクトによって調達される医療機材の維持管理につ

いて、その使用年数が最大限になるようなソフトコンポーネントが、2013 年 3 月～4 月にか

けて実施された現地調査においてエクアドル国から要請された。 

本案件の施主である保健省は本計画に合わせて、カルピ CS 及びサンタ・ロサ CS を含む一

次レベル医療施設の機材の運用維持管理をより適切に行うために、第 1 保健区事務所の機材

維持管理技術者の増員を計画している。また、血球計数装置などの主要機材については代理

店とのメンテナンス契約を結ぶ計画である。しかしながら、一次レベルの保健センターには

維持管理部門がなく専属の機材技術者もいないことから、上述の技術者人数の増員とメンテ

ナンス契約だけで調達機材を継続的に維持管理するのは困難であると判断される。このよう

な課題を解決するためには、対象保健センターの機材の日常的保守点検の重要性を各医療ス

タッフが自覚し、維持管理技術能力の向上を図る必要がある。 

本計画で調達する機材の中には操作・維持管理が複雑な機材は含まれていないため、対象

施設の医療従事者による予防保守管理（Preventive maintenance）が定着し維持管理体制が

強化・維持されると判断される。 

したがって、調達機材を良好な状態で長期間使用できるように、保健省、第 3 保健地域調

整局及び第 1 保健区事務所における維持管理体制・能力に見合った内容であり、かつ対象施

設の医療従事者の能力に応じた予防保守管理強化のためのソフトコンポーネントを実施す

る。 

本ソフトコンポーネントにおける技術指導の実施により、改善が期待される主な内容は以

下のとおりである。 

① 保健医療サービスの継続性の観点から、医療スタッフに機材の維持管理の重要性を認識

させ、意識を徹底させるとともに、スタッフの知識・技術レベルが向上する。 



② 機材の管理台帳、故障履歴、配置場所等が把握できる管理体制、試薬・消耗品を管理す

る在庫管理体制、保守点検および定期点検のシステム強化によって、より質の高い医療

サービスが提供できるようになる。 

またソフトコンポーネント実施に当たっては、自立発展性を高めるため、計画作成は参加

型とし、ワークショップを行いながら計画・内容をまとめていく手法を採用する。なお、台

帳などのフォーマットについては、第 1 保健区事務所等の書式がある場合は、それらの内容

と齟齬が生じないように注意する。 

 

２．ソフトコンポーネントの目標 

ソフトコンポーネントの目標は下記とする。 

① 医療機材の維持管理体制強化の重要性が第 1 保健区事務所ならびにカルピ CS 及びサン

タ・ロサ CS において認識される。 

② カルピ CS 及びサンタ・ロサ CS において機材維持管理体制が強化される。 

 

３．ソフトコンポーネントの成果 

ソフトコンポーネント終了時に達成されるべき成果は以下の通りである。 

技術指導内容 直接的効果 

機材の維持管理体制強化

の重要性についての指導 

・ 維持管理体制強化の重要性が認識される。 

・ 予防保守管理が十分認識される。 

・ 自立的な維持管理体制が強化される。 

機材の維持管理体制強

化・管理能力向上の指導 

・ 医療スタッフの維持管理能力レベルが向上する。 

・ 機材の適切な維持管理が図られ、故障時の対応が向上し、保守点検及び

定期点検が実施されるようになる。 

機材の維持管理計画の策

定・予算の計上 

・ 次年度に必要な試薬・消耗品、予備品名称と数量、経費が把握でき、ス

ムーズな執行ができるようになる。 

・ 年間の維持管理計画が作成され、予算化ができるようになる。 

 

４．成果達成度の確認方法 

ソフトコンポーネント終了時に達成されるべき成果の達成度を確認する項目は以下の通り

とする。 

項  目 確認方法 

機材の維持管理体制強化

の重要性についての指導 

・ 各医療スタッフが行う日常保守点検の実施記録により履行状況を確認す

る。 

機材の維持管理体制強

化・管理能力向上の指導 

・ 維持管理に係る機器台帳、各種フォーマット、保守管理点検及び定期的

点検記録書が整備、運用されていることを確認する。 

機材の維持管理計画の策

定・予算の計上 

・ 維持管理に必要な試薬・消耗品、予備品の管理体制が整備されているこ

とを確認する。 

・ 次年度の医療機材保守管理予算及び活動内容を確認する。 

 



５．ソフトコンポーネントの活動（投入計画） 

成果に対応する活動計画は下表に示すとおりである。 

 

項  目 活動内容 指導対象者 

機材の維持管理体

制強化の重要性に

ついての指導 

・ 継続的な医療サービスの観点から機

材保守管理の重要性についてセミナ

ーを行う。 

・ 技術指導の実施計画内容・工程につい

て説明する。 

・カルピ CS 及びサンタ・ロサ CS

の医療スタッフ及び機材管理者 

・第 1保健区事務所の所長及び機

材維持管理担当者 

機材の維持管理体

制強化・管理能力

向上の指導 

・ 機材維持管理システムフロー、作業フ

ローチャート、各種フォーマットを作

成する。 

・ 機器台帳を作成する。 

・ 機材操作・利用者に対し保守管理方法

を指導する。 

同上 

機材の維持管理計

画の策定・予算の

計上 

・ 試薬・消耗品、交換部品の発注・在庫

管理の手法の指導を行う。 

・ 年間機材維持管理計画作成の指導を

行う。 

・ 年間機材予算作成の指導を行う。 

・カルピ CS の機材管理者 

・サンタ・ロサ CS の機材管理者

・第 1保健区事務所の所長、事務

長 

 

６．ソフトコンポーネントの実施リソースの調達方法 

本ソフトコンポーネントは、本件コンサルタントが「エ」国において指導を行う直接支援

型とする。同国への派遣技術者は、医療機材計画、据付の監理・保守管理指導等の経験を有

する者とする。 

なお、「エ」国には機材維持管理を専門に行っているローカルコンサルタントや現地で活

動している NGO はいない。 

 

７．ソフトコンポーネントの実施工程 

技術指導を行うコンサルタントは、最初に保健省、第 3 地域保健調整局、第 1 保健区事務

所、カルピ CS、サンタ・ロサ CS 関係者との合意に基づく指導・協力内容と全体スケジュー

ル（案）を策定し、順次、投入と成果を評価しながら技術指導を実施するものとする。技術

指導は施設建設および機材調達完了後の 1 年間の保証期間内に行うことを考えており、全体

の流れとして以下を想定している。 

 

表-4 ソフトコンポーネントの実施工程表（案） 

 

 

 

 

 

 

注）▲ ソフトコンポーネント完了報告書の提出 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

施設・機材引渡し後
保証期間

（保証期間：12ヶ月）

現地指導
1回目 2回目

現地指導-１ 現地指導-２

機材保守管理指導
技術者

0.1

事前国

内準備

0.7 0.05   0.05

国内

準備

0.60 0.05

▼ ▼
保証期間満了引渡し

▲



 

 

1) 事前国内準備 

想定される維持管理体制に関する資料、各種フォーマット、業務フローチャート等を国内

にて準備し、最初のワークショップに事例として示せるようにする。また保健省、第 3 地域

保健調整局を通じて、第 1 保健区事務所および保健センターと活動計画日程を調整する。技

術指導の主要対象機材は以下とする。 

 

外来診療 吸引器、除細動装置、胎児ドップラー、心電計、高圧蒸気滅菌器、

患者監視装置、ネブライザー、パルスオキシメータ 

歯科診療 歯科ユニット、可視光線照射器、歯科用 X線撮影装置、歯科用デジ

タル式 X線センサー、蒸留水製造装置 

画像診断 X 線一般撮影装置、超音波診断装置 

臨床検査 血球計数装置、半自動生化学分析装置、電子天秤、恒温水槽、遠心

器、ヘマトクリット遠心器、蒸留水製造装置 

リハビリテーション 聴力検査器 

 

2) 第 1回目現地指導 

各責任者、機材維持管理関係者および機材使用者に対し、ワークショップにより維持管理

体制強化にあたっての啓発を行うとともに、現状の維持管理業務の問題点を洗い出して投入

計画案作成の指導を行う。また、第 1 保健区事務所の維持管理体制が確立されているか確認

する。具体的にワークショップにて、整備された機材について、機器台帳等の作成指導を行

い、作成したフォーマットにて維持管理の運用を行うことを指導する。この技術指導を行う

ため、日本より機材維持管理者を 1名派遣する。 

 

3) 国内作業 

第 1回目の技術指導の結果のまとめを行う。 

 

4) 第 2回目現地指導 

第 1 回目の現地指導で作成された各台帳・各種フォーマットの活用状況、問題点などにつ

いて確認し、必要な修正を行い、国内作業で準備した最終指導項目に従い機材の維持管理計

画最終案作成を指導する。また調達された機材の保守管理状況について確認しながら最終的

な技術指導を行う。年間維持管理計画、維持管理予算計画（案）、予備品管理計画の作成指

導を行い、最終的な維持管理計画の報告を行う。日本より機材維持管理技術者を 1 名派遣す

る。 

 

5) 国内作業 

第 2回目の技術結果をまとめ、最終レポートとして報告書を作成する。 

 



８．ソフトコンポーネントの成果品 

ソフトコンポーネントの主要な成果品は以下に示すとおりである。 

 

項  目 成  果  品 

医療機材の維持管理体制

の強化 

・ソフトコンポーネント実施計画書 

・保守的維持管理実施計画（案） 

・日常点検マニュアル、機器台帳、記録 

・予算計画書（案） 

・ソフトコンポーネント完了報告書 

 

９．相手国側の責務 

本技術指導は、対象施設に整備される医療機材の運営維持管理体制能力を向上させ、安全性

及び持続性を確保するために実施する。そのため、各指導は可能な限り「エ」国側の自発的な

活動を促す手法をとることが重要となる。 

「エ」国側の責任機関である保健省はテリトリアル計画において、保健センターに整備され

る機材の維持管理に関し、保健省管轄下の保健区事務所に属する技術者の増員やメーカー・代

理店等の技術者による定期点検について検討しており、その内容と本コンポーネントの内容と

の間に齟齬が生じないことを保健省及び第 3 地域保健調整局関係者が確認することが必須であ

る。特に機器台帳や各種フォーマットに関しては、先方で既に検討しているフォーマットがあ

る場合には、そのフォーマット等との整合性を確認・調整し、ソフトコンポーネントの実施後

確実に定着するようにしなければならない。 

また、本技術指導は対象施設の医療スタッフが自ら行う機材の保守点検を主としていること

から、医療スタッフの受入体制と能力に見合った技術指導であることを保健省、第 3 地域保健

調整局及び第 1 保健区事務所の所長に確認することが必須である。さらに、本技術指導が実施

されることにより、第 1 保健区事務所、カルピ CS およびサンタ・ロサ CS の各責任者が機材の

保守管理の有効性を認識し、技術指導の内容に沿って活動を着実に実践していく必要がある。 



資料６．収集資料リスト 

番号 書類名 形態 オリジナル／コピー 言語 発行機関（収集先）

1 
DIAGNOSTICO SITUATIONAL 2012 
(CS Santa Rosa) 

コピー コピー 西語 CS Santa Rosa 

2 
DIAGNOSTICO SITUATIONAL 2012 
(SCS Lican) 

コピー コピー 西語 SCS Lican 

3 
DIAGNOSTICO SITUATIONAL 2012 
(SCS Calpi) 

コピー コピー 西語 SCS Calpi 

4 
DIAGNOSTICO SITUATIONAL 2012 
(SCS Cumandá) 

コピー コピー 西語 SCS Cumandá 

5 ASIS 2012 (CS Guano) データ ソフトデータ（word） 西語 CS Guano 
6 ASIS 2012 (SCS San Juan) コピー コピー 西語 SCS San Juan 
7 ASIS 2012 (SCS San Andrés) データ Pdfデータ 西語 SCS San Andrés 

8 
Manual del Modelo de Atención Integral de Salud - 
MAIS 

データ Pdfデータ 西語 MSP 

9 
MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD 
MAIS 

データ Pdfデータ 西語 MSP 

10 PLANIFICACION TERRITORIAL 2012 データ Pdfデータ 西語 MSP 
11 ACUERDO LICENCIAMIENTO I NIVEL- 28-05-12 データ ソフトデータ 西語 MSP 
12 Copia de CENTRO DE SALUD A データ ソフトデータ 西語 MSP 
13 Copia de MATRIZ TIPO B データ ソフトデータ 西語 MSP 
14 Copia de MATRIZ -TIPO C データ ソフトデータ 西語 MSP 

15 
CS各タイプの図面 (dwg) 
（建築・電気・衛生） 

データ ソフトデータ、ハードコピー 西語 MSP 

16 
ESPECIFICATIONES TECNICAS 
TIPO A-C(COSTA & SIERRA) 

データ ソフトデータ、ハードコピー 西語 MSP 

17 Santa Rosa 新敷地図面(dwg) データ ソフトデータ 西語 農牧省 

18 
lista_oficial_unidades_primer_nivel_priorizadas_zona
_3 para el 2013 

データ ソフトデータ 西語 Zone3 調整局 

19 PLANOS RIOBAMBA MSP U.O. FINAL(dwg) データ ソフトデータ 西語 Zone3 調整局 
20 PLANO PROVINCIA CHIMBORAZO(dwg) データ ソフトデータ 西語 Zone3 調整局 

21 
CUMANDA ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
2011 

データ ソフトデータ 西語 Zone3 調整局 

22 Informe de la Cooperación 2010-2011 
ハード

データ

ハードコピー 
ソフトデータ 

西語 Seteci 

23 
CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION 
COMERCIO E INVERSIONES - La Ley de la Aduana
（抜粋） 

データ コピー 西語 MSP 

24 

INSTRUCTIVO DEL PROCESO DE PROMOCIÓN, 
POSTULACIÓN, SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN 
DE LOS BECARIOS PARA TÉCNICOS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD TAPS 

データ データ 西語 MSP 

25 
CREACIÓN DE LA CARRERA DE TÉCNICO 
SUPERIOR EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
‒TAPS- 

データ データ 西語 MSP 

26 
ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

データ pdfデータ 西語 MSP 

27 
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGATIÓN 
Y PROTECCIÓN 

小冊子 オリジナル 西語 リオバンバ消防署

28 カルピ上下水道台帳 A1 コピー 西語 EMAPAR 
29 カルピ水道水 水質検査結果 A4 オリジナル 西語 ESPOCH 
30 サンタ・ロサ水道水 水質検査結果 A4 コピー 西語 EMAPAR 
31 サンタ・ロサ水道水 水道台帳・料金表 A4 コピー 西語 EMAPAR 
32 気象データ データ ソフトデータ 西語 JICA現地事務所

33 
GAIH  GUIA DE ACABADOS INTERIORES PARA 
HOSPITALES 
(内装制限) 

小冊子 PDFデータ 西語 MSP 

34 
PLANTA DE TRATAMIENTO 
(排水処理図面) 

データ Word . Autocad 西語 MSP 
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